
発出日 文書タイトル 発出先 概 要

2020年2月28日
新型コロナウイルス感染症対策のため
の外国人学校等における対応について

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

一斉臨時休校の通知
（初中局文書）元文科初第1585号 令2年2月28日
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業について（通知）

2020年3月24日
新型コロナウイルス感染症対策に関す
る教育活動の再開等のためのガイドライ
ンについて（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校再開に向けた通知（学校再開ガイドライン、臨時休業ガイドライン）
専門家会合を受け、具体的な検討基準を示したもの
（初中局文書） 元文科初第1780号 令2年3月24
令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開
等について（通知）

2020年4月2日
新型コロナウイルス感染症対策に関す
る教育活動の再開等のためのガイドライ
ンについて（追加参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

臨時休業ガイドラインの改訂
専門家会合を受け、具体的な検討基準を示したもの
（初中局文書）２文科初第３号 令2年4月1日
「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂につい
て（通知）

2020年4月8日
「新型コロナウイルス感染症に対応した
臨時休業の実施に関するガイドライン」
の改訂について（追加参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

臨時休業ガイドラインの改訂
緊急事態宣言を受け、対象区域における考え方を示したもの
（初中局文書）２文科初第57号 令2年4月7日
「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂につい
て（通知）

2020年4月20日
「新型コロナウイルス感染症に対応した
臨時休業の実施に関するガイドライン」
の改訂について（追加参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

臨時休業ガイドラインの改訂
緊急事態宣言が全都道府県になったことを受け、施設の使用制限要請がなかった場合の対応を
追加
（初中局文書）２文科初第137号 令2年4月17日
「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の変更につい
て（通知）

2020年5月1日
新型コロナウイルス感染症対策に関す
る教育活動の再開等のためのガイドライ
ンを補足する工夫について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

両ガイドラインを補足する学校運営上の工夫
分散登校、距離を確保した座席配置等
（初中局文書）２文科初第222号 令2年5月1日
新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について（通
知）

2020年5月22日

学校における新型コロナウイルス感染
症に関する衛星管理マニュアル～「学校
の新しい生活様式」～について（参考送
付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校を再開していくにあたり、児童生徒教職員の感染リスクを低減するための衛生管理マニュア
ルの通知
（初中局文書）学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛星管理マニュアル～「学校の
新しい生活様式」～（2020.5.22Ver.1)

2020年6月4日
学校における消毒の方法等について（参
考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

衛生管理マニュアルに追加される学校における消毒方法の新情報について通知
日常の消毒方法、感染者発生時の消毒方法、消毒薬品の取り扱い等
（初中局文書）事務連絡 令2年6月4日
学校における消毒の方法等について

2020年6月17日

「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル～「学校の
新しい生活様式」～」の改訂について（参
考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

6/16時点の最新情報に基づき、衛生管理マニュアルを改訂
（初中局文書）事務連絡 令2年6月16日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様
式」～」の改訂について

2020年8月11日

小学校、中学校及び高等学校等にかかる
感染事例等を踏まえて今後求められる対
策等、並びに「学校における新型コロナウ
イルス感染症に関する衛生管理マニュア
ル～『学校の新しい生活様式』～」改訂に
ついて（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校教育活動再開にあたり学校関係者の感染事例が見られるようになってきたため、その事例
を集計・分析し、今後の対策についてまとめたもの
（初中局文書）２文科初第700号 令2年8月6日
小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて今後求められる対策等につい
て（通知）

8/6時点の最新情報をもとに衛生管理マニュアルを改訂したことを通知
（初中局文書）事務連絡 令2年8月6日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様
式」～」の改訂について

2020年8月21日

小学校、中学校及び高等学校等にかかる
感染事例等を踏まえて今後求められる対
策等について【英語版】（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校教育活動再開にあたり学校関係者の感染事例が見られるようになってきたため、その事例
を集計・分析し、今後の対策についてまとめたもの
（初中局文書）２文科初第700号 令2年8月6日
小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて今後求められる対策等につい
て（通知） 【英語版】

2020年9月4日

「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル～『学校の
新しい生活様式』～」の改訂について（参
考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

9/3時点の最新情報をもとに衛生管理マニュアルを改訂したことを通知
（初中局文書）事務連絡 令2年9月3日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様
式」～」の改訂について

2020年12月3日

「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル～『学校の
新しい生活様式』～」の改訂について（参
考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

12/3時点の最新情報をもとに衛生管理マニュアルを改訂したことを通知
（初中局文書）事務連絡 令2年12月3日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様
式」～」の改訂について

2020年12月9日

小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校において合唱等を行う場面での新型
コロナウイルス感染症対策の徹底につい
て（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

11月以降、学校における合唱活動等に関係した集団感染が複数発生したことを踏まえ、合唱等
を行う場面での新型コロナウイルス感染症の対策についてまとめたもの
（初・文 文書）２文科初第1327号 令2年12月8日
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイル
ス感染症対策の徹底について（令和２年12月８日通知）

2021年1月5日
小学校、中学校及び高等学校等における
新型コロナウイルス感染症対策の徹底に
ついて（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

（初・文・ス文書）２文科初第1445号 令3年1月5日
小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通
知）

2021年1月8日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、
中学校及び高等学校等における新型コロ
ナウイルス感染症への対応に関する留意
事項について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

緊急事態宣言の発出を踏まえ、各学校において留意頂きたい事項を整理した通知
（初・文・ス文書）２文科初第1462号 令3年1月8日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高
等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）

新型コロナウイルス感染症対策に関連して国際課から参考送付した事務連絡一覧
（令和３年５月２８日時点）



発出日 文書タイトル 発出先 概 要

2021年1月14日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言の対象区域拡大を踏
まえた、小学校、中学校及び高等学校等
における新型コロナウイルス感染症への
対応に関する留意事項について（参考送
付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

緊急事態宣言の対象地域拡大に伴い、改めて各学校において留意頂きたい事項に関して注意
喚起する通知
（初・文・ス文書）２文科初第1493号 令3年1月14日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた、小学
校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）

2021年2月9日

「新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学
校、中学校及び高等学校等における新型
コロナウイルス感染症への対応に関する
留意事項について（令和３年１月８日通
知）」の概要の複数言語翻訳版の送付に
ついて

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

「学校教育活動を継続するためのチェックリスト」を含め、2021年1月8日に発出された通知の概
要を多言語翻訳した資料の送付

（初・文・ス文書）２文科初第1462号 令3年1月8日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高
等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）

2021年2月19日
在留外国人のお祭り等における新型コロ
ナウイルス感染症対策の徹底について
（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

在留外国人が自国の伝統や風習に基づき行うお祭り等を実施するにあたっての留意点について
周知するための通知の送付

（事務連絡）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 令和３年２月19日
在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（第４報）

2021年2月22日
新型コロナウイルス感染症に対応した持
続的な学校運営のためのガイドラインの
改訂について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

新型コロナウイルス感染症について長期的な対応が求められることを見込んで「持続的な学校
運営のためのガイドライン」を改訂したことに係る通知

（初・教・高・ス・文文書）２文科初第1769号
新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂について
（通知）

2021年3月11日
在留外国人のお祭り等における新型コロ
ナウイルス感染症対策の各国言語による
周知について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

2021年2月19日に発出した「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス感染症対策の
徹底について」について、一部箇所を18か国語に多言語翻訳した資料を送付

2021年4月16日
学校の水泳授業における感染症対策につ
いて（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

水泳授業の実施にあたって、感染リスクへの対策について示した事務連絡

（事務連絡）スポーツ庁政策課学校体育室、文部科学省初等中等教育局幼児教育課 令和３年
４月９日
学校の水泳授業における感染症対策について

2021年4月21日
在留外国人のお祭り等における新型コロ
ナウイルス感染症対策の徹底について
（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

在留外国人が自国の伝統や風習に基づき行うお祭り等を実施するにあたっての留意点について
周知するための通知の送付

（事務連絡）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 令和３年４月２１日
在留外国人のお祭り等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（第５報）

2021年4月28日

「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル～『学校の
新しい生活様式』～」の改訂について（参
考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校衛生管理マニュアルを改訂し、学校関係者の感染状況のデータやその分析結果の更新、変
異株に係る知見及び対策等を追記したものを通知

（事務連絡）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 令和３年４月２８日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様
式」～」の改訂について

2021年5月10日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学
校、中学校及び高等学校等における新型
コロナウイルス感染症への対応に関する
留意事項について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

緊急事態宣言の期間の延長及びまん延防止等重点措置の公示を踏まえた新型コロナウイルス
感染症対策の徹底を改めて依頼する事務連絡。

（事務連絡）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 令和3年５月７日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び
高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について

2021年5月14日

「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28
Ver.6）」の一部追記について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校衛生管理マニュアルについて、亜塩素酸水の扱いを追記した旨を通知

（事務連絡）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 令和3年５月１４日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」の一部追記について

2021年5月18日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言等を踏ま
えた小学校、中学校及び高等学校等にお
ける新型コロナウイルス感染
症への対応に関する留意事項について
（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

緊急事態宣言の期間の延長及びまん延防止等重点措置の公示を踏まえた新型コロナウイルス
感染症対策の徹底を改めて依頼する事務連絡。

（事務連絡）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 令和3年５月１４日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び
高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について

2021年5月10日

「学校における新型コロナウイルス感染症
に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28
Ver.6）」の一部修正について（参考送付）

各都道府県各種学校所管課
日本インターナショナルスクール協議会
在日ブラジル学校協議会
フランス大使館文化部

学校衛生管理マニュアルについて、亜塩素酸水の扱いの記載内容を一部修正・加筆した旨を通
知

（事務連絡）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 令和3年５月２８日
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」の一部修正について



事 務 連 絡 

令和２年２月 28 日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための外国人学校等における対応について 

 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い，日本政府としては，小学校（義務教育学

校の前期課程を含む。），中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含

む。），高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。），特別支援学校及び高等課程を置く専修

学校の設置者に対して，別添のとおり，３月２日から春季休業の開始日までの間，臨時休業

を行うよう要請しましたのでお知らせします。 

 

 今般の要請は，あくまで日本の小学校等を対象とするものであり，それ以外の教育施設を

要請の対象とするものではございませんが，今般の新型コロナウイルス感染症に際して必

要な対応について，適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと幸いです。 

 

 各都道府県各種学校所管課におかれては，文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専

修学校教育振興室より既に周知されているかと思いますが，念のためお知らせいたします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては，加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 宮本 

外国人教育政策係 加藤・冨田 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

February 28th, 2020 

 

Attn: Prefectural miscellaneous schools departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

Measures for new coronavirus (COVID-19) 

 at foreign and international schools in Japan 

 

 Due to the new coronavirus, the Japanese government asked elementary schools, junior 

high schools, senior high schools, schools for special needs education and Upper 

Secondary Specialized Training Schools to be closed from March 2nd to the next fiscal 

year, as per the attached notification. 

Although foreign and international schools are not obliged to comply with this request, 

please utilize this notification as a reference for your decision about your response to the 

new coronavirus (COVID-19). 

 In each prefecture, please send this notification to foreign national schools among 

miscellaneous schools under your jurisdiction if you have not disseminated this 

information to foreign and international schools.  

In JCIS and AEBJ, please send this notification to a member of your council or 

association. 

 

[Contact] 

Director MIYAMOTO Takuto 

KATO Hisano, TOMITA Saki 

Office for Interational Cooporation Planning, 

International Affairs Division, MEXT 

Tel：03-5253-4111（Extension：3222） 

Fax：03-5253-3669 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 













事 務 連 絡 

令和２年３月 24 日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する教育活動の再開等のための 

ガイドラインについて（参考送付） 

 

 

「新型コロナウイルス感染症対策のための外国人学校等における対応について」（令和２

年２月２８日付け事務連絡）でお知らせしたとおり，日本政府としては，学校教育法第 1条

に規定される日本の小学校等の設置者に対して，３月２日から春季休業の開始日までの間，

臨時休業を行うよう要請したところであり，かかる要請を行った文書について参考送付し

たところです。 

 

この度公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（新型コロナウイ

ルス感染症対策専門家会議（令和２年３月 19 日））を踏まえ，文部科学省は，春休み明け以

降の学校教育活動再開に向けての留意事項を整理した「新型コロナウイルスに対応した学

校再開ガイドライン」及び学校において児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合の臨

時休業を行う際の参考とする「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関

するガイドライン」を別添のとおり作成しました。 

これらは先般の休業要請と同様，あくまで日本の小学校等を対象とするものであり，外国

人学校を対象とするものではありませんが，今般の新型コロナウイルス感染症に際して必

要な対応について，適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと幸いです。

なお、外国人学校は学校保健安全法の適用対象外であることを申し添えます。 

 

 各都道府県各種学校所管課におかれては，所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いいたします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては，加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 宮本 

外国人教育政策係 加藤、冨田 

Tel：03-5253-4111（内線 3222）, Fax：03-5253-3669,  

E-mail：kokusai@mext.go.jp  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

March 24th, 2020 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

Guidelines for resuming education activities  

for reference to the measures against novel coronavirus (COVID-19) 

 

As MEXT informed foreign and international schools through its “Measures for new coronavirus 

(COVID-19) at foreign and international schools in Japan” on February 28th, 2020, due to the 

novel coronavirus disease, the Japanese government asked Article 1 schools to close from March 

2nd to the next fiscal year. 

  

For the reopening of schools from the new fiscal year, MEXT compiled the following guidelines 

based on recommendations by the panel of medical experts:  

 “Guidelines for reopening schools in line with measures against the novel coronavirus” 

 “Guidelines for temporarily closing schools if children and teachers are infected by the 

novel coronavirus”.  

 

Although these guidelines are for Article 1 schools and foreign and international schools are not 

obliged to comply with these guidelines, please utilize them as a reference for your decision about 

responses to the novel coronavirus. Also, please note that foreign and international schools are 

not subject to the School Health and Safety Act, which is referred in the guidelines. 

 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

[Contact] 

Director: MIYAMOTO Takuto; Unit chief: KATO Hisano, TOMITA Saki 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 















































事 務 連 絡 

令和２年４月２日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する教育活動の再開等の 

ためのガイドラインについて（追加参考送付） 

 

 

４月１日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等を踏まえて，「新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する教育活動の再開等のためのガイドラインについて（参考送付）」

（令和２年３月２４日付け事務連絡）で参考送付した「新型コロナウイルス感染症に対応し

た臨時休業の実施に関するガイドライン」が別添の通り改訂されましたので，お知らせしま

す。 

 

各都道府県各種学校所管課におかれては，所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いいたします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては，加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 宮本 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤 

Tel：03-5253-4111（内線 3222）, 

Fax：03-5253-3669,  

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

 

April 2nd, 2020 

 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

Guidelines for resuming education activities for reference to the measures 

against novel coronavirus (COVID-19) (Additional revision) 

 

 

MEXT would like to announce that we revised "Guidelines for temporarily closing schools if 

children and teachers are infected by the novel coronavirus", which we sent as a reference in the 

administrative notification "Guidelines for resuming education activities for reference to the 

measures against novel coronavirus (COVID-19)" on March 24th, based on recommendations by 

the panel of medical experts on April 1st. 

 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

 

[Contact] 

Director: MIYAMOTO Takuto 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit chief: KATO Hisano 

Office for International Cooperation Planning,  

International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）,  

Fax: 03-5253-3669,  

E-mail: kokusai@mext.go.jp 







１ 

 

Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン 

（令和２年４月１日改訂版） 

  

１．臨時休業の実施にかかる考え方について 

（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方について 

児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には，都道府県等の衛生主管部局と

学校内における活動の態様，接触者の多寡，地域における感染拡大の状況，感染経

路の明否等を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，臨時休業の必要性につい

て都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上，実施の有無，規模及び期間について

判断することになります。【参考資料参照】 

※学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号） 

（臨時休業）  

第 20 条 学校の設置者は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部または一部

の休業を行うことができる。 

この場合，感染の事実や感染者の人数のみで臨時休業を判断するのではなく，学

校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について，個別の事情

をみながら，臨時休業すべきか否かを判断します。具体的には，以下のとおりです。 

 

ア．学校内における活動の態様 

・ 感染者が，学校内でどのような活動を行っていたかを確認します。屋外で主

に活動していた場合と，狭い室内で特定の少人数で過ごしていた場合，不特定

多数との接触があり得た場合など，活動の態様によって感染を広めているおそ

れは異なってくることから，感染者の校内での活動状況などを確認します。 

 

イ．接触者の多寡 

・ 上記「ア．」と同様，不特定多数との接触があった場合などは感染を広めてい

るおそれが高まることから，接触者の多寡を確認します。 

 

ウ．地域における感染拡大の状況 

・ 地域において，感染者が出ていない場合や，地域における感染経路がすべて

判明していて，学校関係者とは接点が少ない場合などには，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

エ．感染経路の明否 

・ 学校内で感染者が複数出た場合，学校内で感染した可能性もあり，臨時休業

を実施する必要性は高まります。 



２ 

・ 一方，感染経路が判明しており，学校外で感染したことが明らかであって，

他の児童生徒等に感染を広めているおそれが低い場合には，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

オ．その他 

・ 新型コロナウイルス感染症は，まだ解明されていないことが多い感染症であ

り，また感染者の活動の態様によっても感染拡大の可能性も異なってくること

などから，感染者数などによる一律の学校の臨時休業の基準を定めることは困

難です。感染者が発生した場合には上記の点に留意して個々の事例ごとに学校

の臨時休業の必要性，実施する場合の規模や期間について，衛生主管部局と十

分に相談の上，検討してください。 

 

（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え方について 

現在，地域によっては，新規感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に

増加している地域も出てきている状況です。４月１日の新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議（以下，「専門家会議」という。）の提言では，「感染拡大警戒地域」

について次のように示しております。 

 

『①「感染拡大警戒地域」 

○直近１週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が，その１週間前と比較し

て大幅な増加が確認されているが，オーバーシュート（p4 脚注参照1。爆発的患

者急増）と呼べるほどの状況には至っていない。また，直近１週間の帰国者・

接触者外来の受診者についても，その１週間前と比較して一定の増加基調が確

認される。 

 

〇重症者を優先する医療提供体制の構築を図ってもなお，医療提供体制のキャパ

シティ等の観点から，近い将来，切迫性の高い状況又はそのおそれが高まって

いる状況。』 

このような地域においては，感染拡大を抑える観点から，「３つの条件が同時に重

なる場」2を避けるための取組（行動変容）を徹底するため，自治体首長から，外出

自粛要請や，集会・イベント・会食などの行動制限メッセージの発信等がなされる

ことが考えられますが，その際には，学校の運営のあり方についても，以下のとお

                                                      
1 専門家会議提言の p4 脚注には，以下のとおり記載されている。 

オーバーシュート：欧米で見られるように，爆発的な患者数の増加のことを指すが，2～3 日で累積患者数
が倍増（3 月 31 日時点での東京では 8.5 日毎に倍増）する程度のスピードが認められるものを指す。異常
なスピードでの患者数増加が見込まれるため，都市の封鎖いわゆるロックダウンを含む速やかな対策を必要
とする。 

2 「3 つの条件が同時に重なる場」：これまで集団感染が確認された場に共通する「①換気の悪い密閉空間，②人
が密集している，③近距離での会話や発声が行われる」という３つの条件が同時に重なった場のこと。 



３ 

り検討する必要があると考えられます。 

 

１）学校運営上の工夫について 

学校への通学にあたって，電車等の公共交通機関を利用している場合には，も

っぱら徒歩圏内から通学している場合とは異なり，通学中に児童生徒等に感染が

生じたり，児童生徒等から感染が拡大したりする可能性が高まります。このため，

通学に電車等の公共交通機関を利用している場合には，時差通学や分散登校等の

工夫について検討することも考えられます。同様に，教職員が通勤に公共交通機

関を利用している場合においても，時差出勤等の工夫について検討することが考

えられます。 

 

２）臨時休業をする場合の考え方について 

４月１日に示された専門家会議の提言では，「拡大傾向にある」地域においては，

「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである」とされて

います。 

このことも踏まえ，地域の感染状況に応じて，自治体の首長が地域全体の活動

自粛を強化する一環として，学校の設置者に臨時休業を要請することも考えられ

ます。この場合には，他の社会・経済活動の一律自粛と合わせて行うことにより，

その効果が発現されるよう留意することが必要です。 

 

なお，今後，日本のどこかの地域で「オーバーシュート」（爆発的患者急増）が

生じた場合には，３月 19 日に専門家会議で示された見解に基づき対応することと

なります。 

  





５ 

度の教育課程の実施に支障が生じる場合には，主たる教材である教科書に基づく

家庭学習を臨時休業期間中に課すよう，工夫が求められること。 

  その際，児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう，学校及び児童生徒の実態等を

踏まえて，教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること。

文部科学省においても，児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の

学び応援サイト」3に随時掲載しており，家庭学習を課す際に本サイトを活用いた

だくことも考えられること。 

 

（２）登校日の設定について 

  家庭学習を課すことに加えて，各学校が児童生徒の学習状況の確認や補習等の

学習指導を適切に行うとともに，生徒指導，児童生徒等の健康観察を適切に行う

観点から，児童生徒等や学校の実態に応じて登校日（授業日を含む。以下同じ。）

を適切に設定することも考えられること。その際には，例えば，児童生徒等を分

散させて登校させ，人が密集しない環境を確保する等，最大限の感染拡大防止の

ための措置等を講じること。 

 

（３）その他の指導の工夫について 

  また，登校日以外の日においても，児童生徒の学習状況の確認等のための家庭

訪問を行ったり，体調面にも配慮した上で特に配慮を要する児童生徒など一部の

児童生徒については登校させたりするなど，きめ細かな対応のための工夫を行う

ことも考えられること。ただし，その際，教職員の勤務負担が過重とならないよ

うにするとともに，児童生徒及び教職員の健康管理についても十分に留意する必

要があること。 

 

３．教科書の取扱いに関すること 

 入学や新学期開始に際し，給与する教科書について，通常，入学式や始業式等，

児童生徒の登校日の際に給与することとされているが，出席停止や臨時休業等，児

童生徒や各学校の状況に応じて，例えば保護者のみを対象とした学校説明会等の場

を活用して給与する等，各学校に納入された教科書が遅滞なく児童生徒に給与され

るよう対応すること。 

 

４．学校給食休止への対応に関すること 

臨時休業に伴い学校給食を休止する際には，関係事業者等と十分協議を行うなど，

関係者の理解と協力を得られるよう留意すること。 

 

５．非常勤職員等の業務体制の確保に関すること 

 学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常勤職員を含む職員

                                                      
3 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
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全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体としての業務体制の確保に万全を期

すこと。具体的には，授業がない場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や

児童生徒の家庭学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給食調理員の場

合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒，寄宿

舎運営に係る検討等の業務，特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務等

を行うことが考えられ，補助金事業により配置される職員等を含め，他の職員につ

いても休業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定されるところ

であり，各教育委員会等において，当該非常勤職員についてはその任用形態や学校

の運営状況等を，補助金事業により配置される職員についてはその補助目的を踏ま

えながら，適切に対応すること。 

 なお，基本的には上記の通り類似の業務を行うことにより対応することが考えら

れるが，これが困難である場合には，例えば，本人の同意を得て業務内容を変更し

て新たな業務を行わせることなど，適切に対応することが考えられること。 

 

６．子供の居場所確保に関すること 

「１．臨時休業の実施にかかる考え方について」に基づき臨時休業を行う場合に

は，保護者が休暇を取得するなどの協力が必要となるが，子供の居場所確保に向け

た取組を行うかどうかについては，当該学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ，児童

生徒等の間での感染拡大リスクを考慮し，慎重に判断する必要がある。 

その上で，子供の居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を

実施する場合には，一斉臨時休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス

感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用に

よる子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省

初等中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行うこと。その際，以下の

点には特に留意すること。 

（１）学校の教室等の活用 

 学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサービスにおいて通

常時より利用児童のニーズが高まることが考えられるため，密集性を回避し感染

を防止すること等から，一定のスペースを確保することが必要である。 

このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合は，国庫補助

を受けて整備した学校施設を使用する場合であっても財産処分には該当せず，手

続は不要であり，積極的に施設の活用を推進すること。 

また，放課後等デイサービスについても，学校の臨時休業期間においては，放

課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合でも報

酬を請求することを認めるので，教室， 図書館，体育館，校庭等が利用可能であ

る場合は，積極的に施設の活用を推進すること。 

 

（２）給食提供機能の活用 
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子供の居場所確保にあたり，児童生徒等に対して学校給食の調理場や調理員を活

用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられ，地域の実情やニーズに応じて

対応を判断いただきたいこと。 

 

７．幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供に関すること 

「１．臨時休業の実施にかかる考え方について」に基づき幼稚園の臨時休業を行

う場合には，幼稚園は一人で家にいることができない年齢の幼児が利用しているこ

とを踏まえ，感染拡大防止のための万全の対策を講じた上での預かり保育の提供等

を通じて，保育を必要とする幼児の居場所確保に向けた取組を検討いただきたいこ

と。 

特に，子ども・子育て支援新制度や幼児教育・保育の無償化において保育の必要

性の認定を受けている幼児であって，保護者が医療関係等で仕事を休めない場合な

どについては積極的な対応を検討いただきたいこと。 

  これらの居場所確保の取組に当たって昼食を提供することも工夫の一つと考え

られるため，地域の実情やニーズに応じて対応を判断いただきたいこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





事 務 連 絡 

令和２年４月８日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に 

関するガイドライン」の改訂について（追加参考送付） 

 

 

４月７日に内閣総理大臣から「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が行われたことを踏

まえて、「新型コロナウイルス感染症対策に関する教育活動の再開等のためのガイドライン

について（追加参考送付）」（令和２年４月２日付け事務連絡）で参考送付した「Ⅱ．新型コ

ロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」が、別添の通り再度

改訂されましたので，お知らせします。 

緊急事態宣言の対象区域に属する埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、

福岡県においては、新たに盛り込まれた「１（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域における臨時休業の考え方につ

いて」を、今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いた

だくための検討材料としていただけますと幸いです。 

 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いいたします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 宮本 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669, 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

April 8th, 2020 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

Revision of the “Guideline for temporarily closing schools if children and teachers 

 are infected by the novel coronavirus” (Additional revision) 

 

 

MEXT would like to announce that we again revised the "II. Guideline for temporarily closing 

schools if children and teachers are infected by the novel coronavirus," which we sent as a 

reference in the administrative notification "Guidelines for resuming education activities for 

reference to the measures against novel coronavirus (COVID-19) (Additional revision)" dated 

April 2nd, upon the declaration of a state of emergency by the Prime Minister on April 7th. 

 

With regard to foreign and international schools in the areas of the declaration of a state of 

emergency, namely, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo, and Fukuoka, the part 

1(3) which was newly added in the Guideline could be utilized as a reference for your 

consideration about your response to the novel coronavirus disease. 

 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

[Contact] 

Director: MIYAMOTO Takuto 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit chief: KATO Hisano 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン 

（令和２年４月７日改訂版） 

  

１．臨時休業の実施にかかる考え方について 

（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方について 

児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には，都道府県等の衛生主管部局と

感染者の学校内における活動の態様，接触者の多寡，地域における感染拡大の状況，

感染経路の明否等を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，臨時休業の必要性

について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上，実施の有無，規模及び期間に

ついて判断することになります。この際，学校医等ともよく連携してください。【参

考資料参照】 

※学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号） 

（臨時休業）  

第 20 条 学校の設置者は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部または一部

の休業を行うことができる。 

この場合，感染の事実や感染者の人数のみで臨時休業を判断するのではなく，学

校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について，個別の事情

をみながら，臨時休業すべきか否かを判断します。具体的には，以下のとおりです。 

 

ア．学校内における活動の態様 

・ 感染者が，学校内でどのような活動を行っていたかを確認します。屋外で主

に活動していた場合と，狭い室内で特定の少人数で過ごしていた場合，不特定

多数との接触があり得た場合など，活動の態様によって感染を広めているおそ

れは異なってくることから，感染者の校内での活動状況などを確認します。 

 

イ．接触者の多寡 

・ 上記「ア．」と同様，不特定多数との接触があった場合などは感染を広めてい

るおそれが高まることから，接触者の多寡を確認します。 

 

ウ．地域における感染拡大の状況 

・ 地域において，感染者が出ていない場合や，地域における感染経路がすべて

判明していて，学校関係者とは接点が少ない場合などには，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

エ．感染経路の明否 

・ 学校内で感染者が複数出た場合，学校内で感染した可能性もあり，臨時休業
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を実施する必要性は高まります。 

・ 一方，感染経路が判明しており，学校外で感染したことが明らかであって，

他の児童生徒等に感染を広めているおそれが低い場合には，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

オ．その他 

・ 新型コロナウイルス感染症は，まだ解明されていないことが多い感染症であ

り，また感染者の活動の態様によっても感染拡大の可能性も異なってくること

などから，感染者数などによる一律の学校の臨時休業の基準を定めることは困

難です。感染者が発生した場合には上記の点に留意して個々の事例ごとに学校

の臨時休業の必要性，実施する場合の規模や期間について，衛生主管部局と十

分に相談の上，検討してください。この際，学校医等ともよく連携してくださ

い。 

 

（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え方について 

現在，地域によっては，新規感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に

増加している地域も出てきている状況です。４月１日の新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議（以下，「専門家会議」という。）の提言では，地域区分の考え方に

関して，『現時点の知見では，子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果た

してはいないと考えられている。したがって，学校については，地域や生活圏ごと

のまん延の状況を踏まえていくことが重要である。』と述べた上で，「感染拡大警戒

地域」について次のように示しております。 

 

『①「感染拡大警戒地域」 

○直近１週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が，その１週間前と比較し

て大幅な増加が確認されているが，オーバーシュート（p4 脚注参照1。爆発的患

者急増）と呼べるほどの状況には至っていない。また，直近１週間の帰国者・

接触者外来の受診者についても，その１週間前と比較して一定の増加基調が確

認される。 

 

〇重症者を優先する医療提供体制の構築を図ってもなお，医療提供体制のキャパ

シティ等の観点から，近い将来，切迫性の高い状況又はそのおそれが高まって

いる状況。』 

このような地域においては，感染拡大を抑える観点から，「３つの条件が同時に重

                                                      
1 専門家会議提言の p4 脚注には，以下のとおり記載されている。 

オーバーシュート：欧米で見られるように，爆発的な患者数の増加のことを指すが，2～3 日で累積患者数
が倍増（3 月 31 日時点での東京では 8.5 日毎に倍増）する程度のスピードが認められるものを指す。異常
なスピードでの患者数増加が見込まれるため，都市の封鎖いわゆるロックダウンを含む速やかな対策を必要
とする。 
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なる場」2を避けるための取組（行動変容）を徹底するため，自治体首長から，外出

自粛要請や，集会・イベント・会食などの行動制限メッセージの発信等がなされる

ことが考えられますが，その際には，学校の運営のあり方についても，以下のとお

り検討する必要があると考えられます。また，対応の検討にあたっては，専門家会

議の提言も踏まえ，地域の感染状況のみならず，子供や教職員の生活圏でのまん延

の状況もみながら判断することが必要です。 

 

１）学校運営上の工夫について 

学校への通学にあたって，電車等の公共交通機関を利用している場合には，も

っぱら徒歩圏内から通学している場合とは異なり，通学中に児童生徒等に感染が

生じたり，児童生徒等から感染が拡大したりする可能性が高まります。このため，

通学に電車等の公共交通機関を利用している場合には，時差通学や分散登校等の

工夫について検討することも考えられます。同様に，教職員が通勤に公共交通機

関を利用している場合においても，時差出勤等の工夫について検討することが考

えられます。 

 

２）臨時休業をする場合の考え方について 

４月１日に示された専門家会議の提言では，「感染拡大警戒地域」においては，

「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである」とされて

います。 

このことも踏まえ，地域の感染状況に応じて，自治体の首長が地域全体の活動

自粛を強化する一環として，学校の設置者に臨時休業を要請することも考えられ

ます。この場合には，他の社会・経済活動の一律自粛と合わせて行うことにより，

その効果が発現されるよう留意することが必要です。 

 

なお，今後，日本のどこかの地域で「オーバーシュート」（爆発的患者急増）が

生じた場合には，３月 19 日に専門家会議で示された見解に基づき対応することと

なります。 

  

                                                      
2 「3 つの条件が同時に重なる場」：これまで集団感染が確認された場に共通する「①換気の悪い密閉空間，②人

が密集している，③近距離での会話や発声が行われる」という３つの条件が同時に重なった場のこと。 
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（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属

すると特定された地域における臨時休業の考え方について 

① 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置について 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）（以下，「特措

法」という。）第 32 条第 1項に基づき，「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が

出されると，事態の進展に応じた措置が講じられることになります。 

・ 新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県

の知事（対策本部長）は，新型インフルエンザ等のまん延を防止し，国民の生

命及び健康を保護し，並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要

があると認めるときは，施設管理者等に対して，学校等の施設の使用の制限や

停止を要請することができるようになります（特措法第 45 条第２項）。また，

正当な理由がないのに要請に応じないときは，都道府県知事は，特に必要があ

ると認めるときに限り，当該施設管理者等に対し，要請にかかる措置を講ずる

よう指示することができます（同条第３項）。 

・ 市町村においても対策本部が設置され3，市町村長（対策本部長）から教育委

員会に対し，必要な措置を講ずるよう求めることができます（特措法第 36 条第

６項）。 

 

上記の学校施設の使用制限等の要請があった場合には，学校の設置者は，その

要請内容に応じて，学校保健安全法第 20 条に基づく「臨時休業」などを行うこと

になります。 

 

② 学校施設の使用制限等の要請があった場合の対応について 

 上記の要請に基づく臨時休業を行う場合には， 

・ 後述の「２（２）登校日の設定について」の趣旨に基づく児童生徒等の登校

日の設定については，必要最小限度にとどめ，都道府県の首長部局と十分相談

の上，行ってください。登校日を設ける場合には，手洗いや咳エチケット等の

基本的な感染症対策を徹底するとともに，３つの密（「密閉，密集，密接」をい

う。以下同じ。）を避けるため，分散登校や換気の徹底，近距離での会話や発声

等の際のマスクの使用等を行ってください。 

・ 教職員の勤務については，児童生徒等の学習の保障の見地から必要な業務を

継続していただくことになります。その際には，教職員自身の健康にも配慮し

                                                      
3 緊急事態宣言がされたときは，緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域であるか否かにかかわら
ず，市町村対策本部が設置される（特措法第 34 条第１項）。 



７ 

つつ，在宅勤務や時差出勤等の工夫に努めてください。 

・ 子供の居場所の確保に向けた取組については，要請の趣旨を踏まえつつ， 

－ 保護者が医療従事者である場合 

－ 保護者が，社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者で

ある場合 

－ ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことが困難な場合 

－ 障害があることにより一人で過ごすことが難しい場合 

などについて，都道府県等の首長部局と十分相談の上，検討ください。 

  居場所の確保の取組を行う場合には，基本的な感染症対策を徹底するととも

に，空間を広くとるなど，３つの密を避けて行ってください。 

・ また，これらの居場所の確保の取組を実施するにあたっては，給食の調理場

や調理員を活用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられるため，都道

府県等の首長部局と十分相談の上，地域の実情やニーズに応じて対応をご検討

ください。 

・ 児童生徒等の健康保持の観点から，地域における感染拡大の状況を踏まえ，

３つの密を避けつつ，学校の校庭や体育館等の施設の開放についても検討くだ

さい。 

 

２．学習指導に関すること 

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，地域の感染状況や学校，児童生徒の状

況等も踏まえながら，次の（１）に示す ICT 等も活用した家庭学習と，（２）及び

（３）に示す教師による対面での学習指導や学習状況の把握の組合せにより，児童

生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。 

（１）家庭学習について 

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，学校や児童生徒の実態等に応じ，可

能な限り，紙の教材やテレビ放送等を活用した学習，オンライン教材等を活用し

た学習，同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課

す等，必要な措置を講じること。特に，臨時休業が長期にわたり，令和２年度の

教育課程の実施に支障が生じる場合には，主たる教材である教科書に基づく家庭

学習を臨時休業期間中に課すよう，工夫が求められること。 

  その際，児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう，学校及び児童生徒の実態等を

踏まえて，教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること。

文部科学省においても，児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の
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学び応援サイト」4に随時掲載しており，家庭学習を課す際に本サイトを活用いた

だくことも考えられること。 

 

（２）登校日の設定について 

  家庭学習を課すことに加えて，各学校が児童生徒の学習状況の確認や補習等の

学習指導を適切に行うとともに，生徒指導，児童生徒等の健康観察を適切に行う

観点から，児童生徒等や学校の実態に応じて登校日（授業日を含む。以下同じ。）

を適切に設定することも考えられること。その際には，例えば，児童生徒等を分

散させて登校させ，人が密集しない環境を確保する等，最大限の感染拡大防止の

ための措置等を講じること。 

 

（３）その他の指導の工夫について 

  また，登校日以外の日においても，児童生徒の学習状況の確認等のための家庭

訪問を行ったり，体調面にも配慮した上で特に配慮を要する児童生徒など一部の

児童生徒については登校させたりするなど，きめ細かな対応のための工夫を行う

ことも考えられること。ただし，その際，教職員の勤務負担が過重とならないよ

うにするとともに，児童生徒及び教職員の健康管理についても十分に留意する必

要があること。 

 

３．教科書の取扱いに関すること 

  入学や新学期開始に際し，給与する教科書について，通常，入学式や始業式等，

児童生徒の登校日の際に給与されているが，出席停止や臨時休業等，児童生徒や各

学校の状況に応じて，例えば保護者のみを対象とした学校説明会等の場を活用して

給与する等，主たる教材である教科書が，臨時休業期間中における家庭学習にも用

いられるよう，各学校に納入された教科書について遅滞なく児童生徒に給与するこ

と。 

 

４．心のケア等に関すること 

臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし，新型コ

ロナウイルス感染症に起因するいじめ，偏見，ストレス等に関し，相談窓口（「24 時

間子供ＳＯＳダイヤル」等）を適宜周知・設置するとともに，必要に応じて養護教

諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど，児童生徒の心のケア等に配慮

すること。 

また，要保護児童対策地域協議会において，要保護児童として進行管理台帳に登

録されている児童生徒に関しては，在宅時間が大幅に増加することも踏まえ，スク

ールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し，必要な支

援を行うこと。 

                                                      
4 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
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５．学校給食休止への対応に関すること 

臨時休業に伴い学校給食を休止する際には，関係事業者等と十分協議を行うなど，

関係者の理解と協力を得られるよう留意すること。 

 

６．非常勤職員等の業務体制の確保に関すること 

 学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常勤職員を含む職員

全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体としての業務体制の確保に万全を期

すこと。具体的には，授業がない場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や

児童生徒の家庭学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給食調理員の場

合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒，寄宿

舎運営に係る検討等の業務，特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務等

を行うことが考えられ，補助金事業により配置される職員等を含め，他の職員につ

いても休業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定されるところ

であり，各教育委員会等において，当該非常勤職員についてはその任用形態や学校

の運営状況等を，補助金事業により配置される職員についてはその補助目的を踏ま

えながら，適切に対応すること。 

 なお，基本的には上記の通り類似の業務を行うことにより対応することが考えら

れるが，これが困難である場合には，例えば，本人の同意を得て業務内容を変更し

て新たな業務を行わせることなど，適切に対応することが考えられること。 

 

７．子供の居場所確保に関すること 

「１（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方につ

いて」及び「１（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え

方について」に基づき臨時休業を行う場合には，保護者が休暇を取得するなどの協

力が必要となるが，子供の居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては，当

該学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ，児童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮

し，慎重に判断する必要がある。 

その上で，子供の居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を

実施する場合には，一斉臨時休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス

感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用に

よる子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省

初等中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行うこと。その際，以下の

点には特に留意すること。 

(1) 学校の教室等の活用 

 学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサービスにおいて通

常時より利用児童のニーズが高まることが考えられるため，密集性を回避し感染

を防止すること等から，一定のスペースを確保することが必要である。 
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このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合は，国庫補助

を受けて整備した学校施設を使用する場合であっても財産処分には該当せず，手

続は不要であり，積極的に施設の活用を推進すること。 

また，放課後等デイサービスについても，学校の臨時休業期間においては，放

課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合でも報

酬を請求することを認めるので，教室， 図書館，体育館，校庭等が利用可能であ

る場合は，積極的に施設の活用を推進すること。 

 

(2) 給食提供機能の活用 

子供の居場所確保にあたり，児童生徒等に対して学校給食の調理場や調理員を

活用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられ，地域の実情やニーズに応

じて対応を判断いただきたいこと。 

 

８．幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供に関すること 

「１（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方につ

いて」及び「１（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え

方について」に基づき幼稚園の臨時休業を行う場合には，幼稚園は一人で家にいる

ことができない年齢の幼児が利用していることを踏まえ，感染拡大防止のための万

全の対策を講じた上での預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通じて，必

要な者に保育が提供されないということがないよう，居場所の確保に向けた取組を

検討いただきたいこと。 

特に，子ども・子育て支援新制度や幼児教育・保育の無償化において保育の必要

性の認定を受けている幼児であって，保護者が医療従事者や社会の機能を維持する

ために就業を継続することが必要な者である場合や，ひとり親家庭などで仕事を休

むことが困難な者の子どもの保育が必要な場合などについては積極的な対応を検

討いただきたいこと。 

  また，これらの居場所確保の取組に当たって昼食を提供することも工夫の一つと

考えられるため，地域の実情やニーズに応じて対応を判断いただきたいこと。 

  なお，新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府

県の知事から学校施設の使用制限等の要請があった場合については，「１（３）新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属すると

特定された地域における臨時休業の考え方について」に記載する子供の居場所の確

保に向けた取組に関する記載に基づき対応いただきたいこと。 

 

 

  





事 務 連 絡 
令和２年４月２０日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に 
関するガイドライン」の改訂について（追加参考送付） 

 
 
４月１６日に全都道府県が緊急事態措置の対象となったことを踏まえて、「新型コロナウ

イルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂について（追加参考

送付）」（令和２年４月８日付け事務連絡）で参考送付した「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症

に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」が、別添の通り再度改訂されましたので，

お知らせします。今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御

判断いただくための検討材料としていただけますと幸いです。 
 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いいたします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 宮本 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 
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April 20th, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Revision of the “Guideline for temporarily closing schools if children and teachers 
 are infected by the novel coronavirus” (Additional revision) 

 
 
MEXT would like to announce that we again revised the "II. Guideline for temporarily closing 
schools if children and teachers are infected by the novel coronavirus," which we sent as a 
reference in the administrative notification “Revision of the ‘Guidelines for temporarily closing 
schools if children and teachers are infected by the novel coronavirus’ (Additional revision)" 
dated April 8th, upon the declaration of a state of emergency that was made effective in all 
prefectures on April 16th. We kindly share this Guideline for Japanese schools because it could 
be utilized as a reference for your consideration about your response to the novel coronavirus 
disease. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
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Director: MIYAMOTO Takuto 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit chief: KATO Hisano 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 









１ 

 

Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン 

（令和２年４月１７日改訂版） 

  

１．臨時休業の実施にかかる考え方について 

（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方について 

児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には，都道府県等の衛生主管部局と

感染者の学校内における活動の態様，接触者の多寡，地域における感染拡大の状況，

感染経路の明否等を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，臨時休業の必要性

について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上，実施の有無，規模及び期間に

ついて判断することになります。この際，学校医等ともよく連携してください。【参

考資料参照】 

※学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号） 

（臨時休業）  

第 20 条 学校の設置者は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部または一部

の休業を行うことができる。 

この場合，感染の事実や感染者の人数のみで臨時休業を判断するのではなく，学

校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について，個別の事情

をみながら，臨時休業すべきか否かを判断します。具体的には，以下のとおりです。 

 

ア．学校内における活動の態様 

・ 感染者が，学校内でどのような活動を行っていたかを確認します。屋外で主

に活動していた場合と，狭い室内で特定の少人数で過ごしていた場合，不特定

多数との接触があり得た場合など，活動の態様によって感染を広めているおそ

れは異なってくることから，感染者の校内での活動状況などを確認します。 

 

イ．接触者の多寡 

・ 上記「ア．」と同様，不特定多数との接触があった場合などは感染を広めてい

るおそれが高まることから，接触者の多寡を確認します。 

 

ウ．地域における感染拡大の状況 

・ 地域において，感染者が出ていない場合や，地域における感染経路がすべて

判明していて，学校関係者とは接点が少ない場合などには，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

エ．感染経路の明否 

・ 学校内で感染者が複数出た場合，学校内で感染した可能性もあり，臨時休業
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を実施する必要性は高まります。 

・ 一方，感染経路が判明しており，学校外で感染したことが明らかであって，

他の児童生徒等に感染を広めているおそれが低い場合には，学校の臨時休業を

実施する必要性は低いと言えます。 

 

オ．その他 

・ 新型コロナウイルス感染症は，まだ解明されていないことが多い感染症であ

り，また感染者の活動の態様によっても感染拡大の可能性も異なってくること

などから，感染者数などによる一律の学校の臨時休業の基準を定めることは困

難です。感染者が発生した場合には上記の点に留意して個々の事例ごとに学校

の臨時休業の必要性，実施する場合の規模や期間について，衛生主管部局と十

分に相談の上，検討してください。この際，学校医等ともよく連携してくださ

い。 

 

（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え方について 

現在，地域によっては，新規感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に

増加している地域も出てきている状況です。４月１日の新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議（以下，「専門家会議」という。）の提言では，地域区分の考え方に

関して，『現時点の知見では，子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果た

してはいないと考えられている。したがって，学校については，地域や生活圏ごと

のまん延の状況を踏まえていくことが重要である。』と述べた上で，「感染拡大警戒

地域」について次のように示しております。 

 

『①「感染拡大警戒地域」 

○直近１週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が，その１週間前と比較し

て大幅な増加が確認されているが，オーバーシュート（p4 脚注参照1。爆発的患

者急増）と呼べるほどの状況には至っていない。また，直近１週間の帰国者・

接触者外来の受診者についても，その１週間前と比較して一定の増加基調が確

認される。 

 

〇重症者を優先する医療提供体制の構築を図ってもなお，医療提供体制のキャパ

シティ等の観点から，近い将来，切迫性の高い状況又はそのおそれが高まって

いる状況。』 

このような地域においては，感染拡大を抑える観点から，「３つの条件が同時に重

                                                      
1 専門家会議提言の p4 脚注には，以下のとおり記載されている。 

オーバーシュート：欧米で見られるように，爆発的な患者数の増加のことを指すが，2～3 日で累積患者数

が倍増（3 月 31 日時点での東京では 8.5 日毎に倍増）する程度のスピードが認められるものを指す。異常

なスピードでの患者数増加が見込まれるため，都市の封鎖いわゆるロックダウンを含む速やかな対策を必要

とする。 
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なる場」2を避けるための取組（行動変容）を徹底するため，自治体首長から，外出

自粛要請や，集会・イベント・会食などの行動制限メッセージの発信等がなされる

ことが考えられますが，その際には，学校の運営のあり方についても，以下のとお

り検討する必要があると考えられます。また，対応の検討にあたっては，専門家会

議の提言も踏まえ，地域の感染状況のみならず，子供や教職員の生活圏でのまん延

の状況もみながら判断することが必要です。 

 

１）学校運営上の工夫について 

学校への通学にあたって，電車等の公共交通機関を利用している場合には，も

っぱら徒歩圏内から通学している場合とは異なり，通学中に児童生徒等に感染が

生じたり，児童生徒等から感染が拡大したりする可能性が高まります。このため，

通学に電車等の公共交通機関を利用している場合には，時差通学や分散登校等の

工夫について検討することも考えられます。同様に，教職員が通勤に公共交通機

関を利用している場合においても，時差出勤等の工夫について検討することが考

えられます。 

 

２）臨時休業をする場合の考え方について 

４月１日に示された専門家会議の提言では，「感染拡大警戒地域」においては，

「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである」とされて

います。 

このことも踏まえ，地域の感染状況に応じて，自治体の首長が地域全体の活動

自粛を強化する一環として，学校の設置者に臨時休業を要請することも考えられ

ます。この場合には，他の社会・経済活動の一律自粛と合わせて行うことにより，

その効果が発現されるよう留意することが必要です。 

 

なお，今後，日本のどこかの地域で「オーバーシュート」（爆発的患者急増）が

生じた場合には，３月 19 日に専門家会議で示された見解に基づき対応することと

なります。 

  

                                                      
2 「3 つの条件が同時に重なる場」：これまで集団感染が確認された場に共通する「①換気の悪い密閉空間，②人

が密集している，③近距離での会話や発声が行われる」という３つの条件が同時に重なった場のこと。 
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（参考）「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年４月１日新型

コロナウイルス感染症対策専門家会議）（抜粋） 

Ⅳ.提言 

１．地域区分について 

（２）地域区分の考え方について 

〇 「３月 19 日の提言」における 「Ⅱ ７．地域ごとの対応に関する基本的な考え

方」において示した地域区分について は，上記 （１）の各種 指標や近隣県の状況

などを総合的に勘案して判断されるべきものと考える。なお，前回の３つの地域区

分については，より感染状況を適切に表す ①感染拡大警戒地域，②感染確認地域，

③感染未確認地域という名称で呼ぶこととする。 

各地域区分の基本的な考え方や，想定される対応等については以下のとおり 。 

なお，現時点の知見では，子どもは地域において感染拡大の役割をほとんど果た

してはいないと考えられている。したがって， 学校については，地域や生活圏ごと

のまん延の状況を踏まえていくことが重要である。また，子どもに関する新たな知

見が得られた場合には，適宜，学校に関する対応を見直していくものとする。 

①「感染拡大警戒地域」 

○ 直近１週間の新規感染者数やリンクなしの感染者数が，その１週間前と比較して

大幅な増加が 確認されているが， オーバーシュート（ p4 脚注参照。 爆発的患者

急増）と呼べるほどの状況には至っていない。また，直近１週間の 帰国者・接触者

外来の受診者についても，その１週間前と比較して一定以上の増加基調が確認され

る 。 

〇 重症者を優先する医療重症者を優先する医療提供体制の構築を図ってもなお，医

療提供体制のキャパシティ等の観点から，近い将来，切迫性の高い状況又はそのお

それが高まっている状況。 

＜想定される対応＞ 

〇 オーバーシュート（爆発的患者急増） を生じさせないよう最大限取り組んでいく

観点から，「３つの条件が同時に重なる場」２（以下「３つの密」という。）を避ける

ための取組 （行動変容を，より強く徹底していただく必要がある 。 

〇 例えば，自治体首長から以下のような行動制限メッセージ等を発信するととも

に，市民がそれを守るとともに，市民相互に啓発しあうことなどが期待される。 

・期間を明確にした外出自粛要請 ， 

・地域レベルであっても，10 名以上が集まる集会・イベントへの参加を避けること， 

・家族以外の多人数での会食など は行わないこと， 

・具体的に集団感染が生じた事例を踏まえた，注意喚起の徹底 。 

〇 また， こうした地域においては，その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢とし

て検討すべきである 。   （下線は文部科学省） 
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（参考）「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年３月 19 日新

型コロナウイルス感染症対策専門家会議）（抜粋） 

Ⅱ.状況分析等 

７．地域ごとの対応に関する基本的な考え方 

今後，日本のどこかでオーバーシュートが生じた場合には，地域ごとに断続的に発

生していくことが想定されます。こうした状況下では，社会・経済機能への影響を最

小限としながら，感染拡大防止とクラスター連鎖防止の効果を最大限にしていく観点

から，地域の感染状況別にバランスをとって必要な対応を行っていく必要がありま

す。 

感染状況が拡大傾向にある地域では，まん延のおそれが高い段階にならないよう

に，まずは，地域における独自のメッセージやアラートの発出や一律自粛の必要性に

ついて適切に検討する必要があります。その場合，社会・経済活動への影響も考慮し，

導入する具体的な自粛内容，タイミング，導入後の実施期間などを十分に見極め，特

に「感染拡大が急速に広まりそうな局面」や「地域」において，その危機を乗り越え

られるまでの期間に限って導入することを基本とすべきだと考えます。 

 

８．学校等について 

政府は，２月 27 日に，全国の小中高・特別支援学校の一斉臨時休校を要請しまし

た。学校の一斉休校については，３．で触れたように，北海道においては他の取組と

相まって全体として一定の効果が現れていると考えますが，学校の一斉休校だけを取

り出し「まん延防止」に向けた定量的な効果を測定することは困難です。 

また，この感染症は，子どもは重症化する可能性が低いと考えられています。一方

では，中国等では重症化した事例も少数例ながら報告されており，更に，一般には重

症化しにくい特性から，無症状又は症状の軽い子どもたちが，高齢者等を含む家族内

感染を引き起こし，クラスター連鎖のきっかけとなる可能性などを指摘する海外論文

なども見られており，現時点では，確たることは言えない状況であると考えています。

ただし，上記７．の「感染状況が拡大傾向にある地域」では，一定期間，学校を休校

にすることも一つの選択肢と考えられます。  （下線は文部科学省） 
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（３）新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属

すると特定された地域における臨時休業の考え方について 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）（以下，「特措

法」という。）第 32 条第 1項に基づき，「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が

出されると，事態の進展に応じた措置が講じられることになります。 

・ 新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県

の知事（対策本部長）は，新型インフルエンザ等のまん延を防止し，国民の生

命及び健康を保護し，並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要

があると認めるときは，施設管理者等に対して，学校等の施設の使用の制限や

停止を要請することができるようになります（特措法第 45 条第２項）。また，

正当な理由がないのに要請に応じないときは，都道府県知事は，特に必要があ

ると認めるときに限り，当該施設管理者等に対し，要請にかかる措置を講ずる

よう指示することができます（同条第３項）。 

・ 市町村においても対策本部が設置され3，市町村長（対策本部長）から教育委

員会に対し，必要な措置を講ずるよう求めることができます（特措法第 36 条第

６項）。 

 

上記の学校施設の使用制限等の要請があった場合には，学校の設置者は，その

要請内容に応じて，学校保健安全法第 20 条に基づく「臨時休業」などを行うこと

になります。 

 

① 学校施設の使用制限等の要請があった場合の対応について 

 上記の要請に基づく臨時休業を行う場合には， 

・ 後述の「２（２）登校日の設定について」の趣旨に基づく児童生徒等の登校

日の設定については，必要最小限度にとどめ，都道府県の首長部局と十分相談

の上，行ってください。登校日を設ける場合には，手洗いや咳エチケット等の

基本的な感染症対策を徹底するとともに，３つの密（「密閉，密集，密接」をい

う。以下同じ。）を避けるため，分散登校や換気の徹底，近距離での会話や発声

等の際のマスクの使用等を行ってください。 

・ 教職員の勤務については，児童生徒等の学習の保障の見地から必要な業務を

継続していただくことになります。その際には，教職員自身の健康にも配慮し

つつ，在宅勤務や時差出勤等の工夫に努めてください。 

                                                      
3 緊急事態宣言がされたときは，緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域であるか否かにかかわら

ず，市町村対策本部が設置される（特措法第 34 条第１項）。 
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・ 子供の居場所の確保に向けた取組については，要請の趣旨を踏まえつつ， 

－ 保護者が医療従事者である場合 

－ 保護者が，社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者で

ある場合 

－ ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことが困難な場合 

－ 障害があることにより一人で過ごすことが難しい場合 

などについて，都道府県等の首長部局と十分相談の上，検討ください。 

  居場所の確保の取組を行う場合には，基本的な感染症対策を徹底するととも

に，空間を広くとるなど，３つの密を避けて行ってください。 

・ また，これらの居場所の確保の取組を実施するにあたっては，給食の調理場

や調理員を活用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられるため，都道

府県等の首長部局と十分相談の上，地域の実情やニーズに応じて対応をご検討

ください。 

・ 児童生徒等の健康保持の観点から，地域における感染拡大の状況を踏まえ，

３つの密を避けつつ，学校の校庭や体育館等の施設の開放についても検討くだ

さい。 

 

② 学校施設の使用制限等の要請がなかった場合の対応について 

特措法第45条第２項に基づく学校施設の使用制限がない場合でも、同法第24

条第７項等に基づく要請又は事実上の協力要請により、学校の臨時休業が求め

られる場合があります。その場合には、学校の設置者は地域や児童生徒等の生

活圏（通学圏4や、発達段階に応じた日常的な行動範囲等）におけるまん延状況

を踏まえて臨時休業の必要性を判断してください。その際は、都道府県等の対

策本部において衛生主管部局の見解を踏まえつつ十分に検討し、慎重に判断し

てください。臨時休業を行う場合には「２．学習指導に関すること」から「８．

幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供に関すること」を参照しつつ、

子どもの学びや心身の健康の保持・増進等に十分に留意ください。 

 

※新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号） 

（都道府県対策本部長の権限） 

第二十四条 （略） 

２～６ （略） 

７ 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該

都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必

要な措置を講ずるよう求めることができる。 

                                                      

4 在籍児童生徒の大部分が徒歩で通学している場合、自転車で通学している場合、バスや電車等

で通学している場合により、考慮すべき範囲は異なる。 
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８・９ （略） 

（市町村対策本部長の権限） 

第三十六条 （略） 

２～５ （略） 

６ 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型イ

ンフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよ

う求めることができる。 

７ （略） 

 

２．学習指導に関すること  

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，地域の感染状況や学校，児童生徒の状

況等も踏まえながら，次の（１）に示す ICT 等も活用した家庭学習と，（２）及び

（３）に示す教師による対面での学習指導や学習状況の把握の組合せにより，児童

生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。 

（１）家庭学習について 

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，学校や児童生徒の実態等に応じ，可

能な限り，紙の教材やテレビ放送等を活用した学習，オンライン教材等を活用し

た学習，同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課

す等，必要な措置を講じること。特に，臨時休業が長期にわたり，令和２年度の

教育課程の実施に支障が生じる場合には，主たる教材である教科書に基づく家庭

学習を臨時休業期間中に課すよう，工夫が求められること。 

  その際，児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう，学校及び児童生徒の実態等を

踏まえて，教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること。

文部科学省においても，児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の

学び応援サイト」5に随時掲載しており，家庭学習を課す際に本サイトを活用いた

だくことも考えられること。 

 

（２）登校日の設定について 

  家庭学習を課すことに加えて，各学校が児童生徒の学習状況の確認や補習等の

学習指導を適切に行うとともに，生徒指導，児童生徒等の健康観察を適切に行う

観点から，児童生徒等や学校の実態に応じて登校日（授業日を含む。以下同じ。）

を適切に設定することも考えられること。その際には，例えば，児童生徒等を分

散させて登校させ，人が密集しない環境を確保する等，最大限の感染拡大防止の

ための措置等を講じること。 

 

                                                      

5 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
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（３）その他の指導の工夫について 

  また，登校日以外の日においても，児童生徒の学習状況の確認等のための家庭

訪問を行ったり，体調面にも配慮した上で特に配慮を要する児童生徒など一部の

児童生徒については登校させたりするなど，きめ細かな対応のための工夫を行う

ことも考えられること。ただし，その際，教職員の勤務負担が過重とならないよ

うにするとともに，児童生徒及び教職員の健康管理についても十分に留意する必

要があること。 

 

３．教科書の取扱いに関すること 

  入学や新学期開始に際し，給与する教科書について，通常，入学式や始業式等，

児童生徒の登校日の際に給与されているが，出席停止や臨時休業等，児童生徒や各

学校の状況に応じて，例えば保護者のみを対象とした学校説明会等の場を活用して

給与する等，主たる教材である教科書が，臨時休業期間中における家庭学習にも用

いられるよう，各学校に納入された教科書について遅滞なく児童生徒に給与するこ

と。 

 

４．心のケア等に関すること 

臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし，新型コ

ロナウイルス感染症に起因するいじめ，偏見，ストレス等に関し，相談窓口（「24 時

間子供ＳＯＳダイヤル」等）を適宜周知・設置するとともに，必要に応じて養護教

諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど，児童生徒の心のケア等に配慮

すること。 

また，要保護児童対策地域協議会において，要保護児童として進行管理台帳に登

録されている児童生徒に関しては，在宅時間が大幅に増加することも踏まえ，スク

ールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し，必要な支

援を行うこと。 

 

５．学校給食休止への対応に関すること 

臨時休業に伴い学校給食を休止する際には，関係事業者等と十分協議を行うなど，

関係者の理解と協力を得られるよう留意すること。 

 

６．非常勤職員等の業務体制の確保に関すること 

 学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常勤職員を含む職員

全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体としての業務体制の確保に万全を期

すこと。具体的には，授業がない場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や

児童生徒の家庭学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給食調理員の場

合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒，寄宿

舎運営に係る検討等の業務，特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務等

を行うことが考えられ，補助金事業により配置される職員等を含め，他の職員につ
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いても休業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定されるところ

であり，各教育委員会等において，当該非常勤職員についてはその任用形態や学校

の運営状況等を，補助金事業により配置される職員についてはその補助目的を踏ま

えながら，適切に対応すること。 

 なお，基本的には上記の通り類似の業務を行うことにより対応することが考えら

れるが，これが困難である場合には，例えば，本人の同意を得て業務内容を変更し

て新たな業務を行わせることなど，適切に対応することが考えられること。 

 

７．子供の居場所確保に関すること 

「１（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方につ

いて」及び「１（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え

方について」に基づき臨時休業を行う場合には，保護者が休暇を取得するなどの協

力が必要となるが，子供の居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては，当

該学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ，児童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮

し，慎重に判断する必要がある。 

その上で，子供の居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を

実施する場合には，一斉臨時休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス

感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用に

よる子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省

初等中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行うこと。その際，以下の

点には特に留意すること。 

(1) 学校の教室等の活用 

 学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサービスにおいて通

常時より利用児童のニーズが高まることが考えられるため，密集性を回避し感染

を防止すること等から，一定のスペースを確保することが必要である。 

このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合は，国庫補助

を受けて整備した学校施設を使用する場合であっても財産処分には該当せず，手

続は不要であり，積極的に施設の活用を推進すること。 

また，放課後等デイサービスについても，学校の臨時休業期間においては，放

課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合でも報

酬を請求することを認めるので，教室， 図書館，体育館，校庭等が利用可能であ

る場合は，積極的に施設の活用を推進すること。 

 

(2) 給食提供機能の活用 

子供の居場所確保にあたり，児童生徒等に対して学校給食の調理場や調理員を

活用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられ，地域の実情やニーズに応

じて対応を判断いただきたいこと。 
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８．幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供に関すること 

「１（１）児童生徒等又は教職員の感染が判明した学校の臨時休業の考え方につ

いて」及び「１（２）感染者がいない学校も含めた，地域一斉の臨時休業等の考え

方について」に基づき幼稚園の臨時休業を行う場合には，幼稚園は一人で家にいる

ことができない年齢の幼児が利用していることを踏まえ，感染拡大防止のための万

全の対策を講じた上での預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通じて，必

要な者に保育が提供されないということがないよう，居場所の確保に向けた取組を

検討いただきたいこと。 

特に，子ども・子育て支援新制度や幼児教育・保育の無償化において保育の必要

性の認定を受けている幼児であって，保護者が医療従事者や社会の機能を維持する

ために就業を継続することが必要な者である場合や，ひとり親家庭などで仕事を休

むことが困難な者の子どもの保育が必要な場合などについては積極的な対応を検

討いただきたいこと。 

  また，これらの居場所確保の取組に当たって昼食を提供することも工夫の一つと

考えられるため，地域の実情やニーズに応じて対応を判断いただきたいこと。 

  なお，新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府

県の知事から学校施設の使用制限等の要請があった場合については，「１（３）新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属すると

特定された地域における臨時休業の考え方について」に記載する子供の居場所の確

保に向けた取組に関する記載に基づき対応いただきたいこと。 

 

 

  





事 務 連 絡 
令和２年５月１日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

新型コロナウイルス感染症対策に関する教育活動の再開等 
のためのガイドラインを補足する工夫について（参考送付） 

 
 
今般、「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の

改訂について（追加参考送付）」（令和２年４月２０日付け事務連絡）等で参考送付した「Ⅰ．

新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」及び「Ⅱ．新型コロナウイル

ス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」を補足する工夫についての通

知が別添の通り発出されましたので、お知らせします。今般の新型コロナウイルス感染症に

際して必要な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと幸

いです。 
 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 宮本 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
May 1st, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Supplementary advice to the Guidelines for resuming education activities 
for reference to the measures against the novel coronavirus 

 
 
MEXT would like to announce that we released a supplementary advice for the “I. Guidelines for 
reopening schools in line with measures against the novel coronavirus” and the "II. Guidelines 
for temporarily closing schools if children and teachers are infected by the novel coronavirus," 
which we sent as a reference in the administrative notification “Revision of the ‘Guidelines for 
temporarily closing schools if children and teachers are infected by the novel coronavirus’ 
(Additional revision)" dated April 20th and the others. We kindly share this with you because it 
could be utilized as a reference for your consideration about your response to the novel 
coronavirus disease. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 

[Contact] 
Director: MIYAMOTO Takuto 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit chief: KATO Hisano 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



事 務 連 絡 

令和２年５月２２日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～について（参考送付） 

 

 

今般、文部科学省において作成した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」（令和２年５月２２日）が別添の通

り発出されましたので、お知らせします。今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要

な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと幸いです。 

 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 宮本 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤、清野 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669, 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

May 22nd, 2020 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

Hygiene management manual about novel coronavirus disease (COVID-19) at school 

 -“New Lifestyle at School”- 

 

 

MEXT would like to announce that we released “Hygiene management manual for novel 

‘coronavirus disease (COVID-19) at school –‘New Lifestyle at School’ –” on May 22nd, 2020. 

We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 

about your response to the novel coronavirus disease. 

 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

[Contact] 

Director: MIYAMOTO Takuto 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit Chief: KATO Hisano 

Officer: SEINO Minako 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



事 務 連 絡 

令和２年６月４日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

学校における消毒の方法等について（参考送付） 

 

 

令和２年５月２２日事務連絡にてお知らせした「学校における新型コロナウイルス感染

症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」（以下、「マニュアル」）

に学校における消毒の方法等についても掲載していたところですが、これに関して新たな

情報を別添のとおり追加することについてお知らせします。今般の新型コロナウイルス感

染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけま

すと幸いです。 

 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 宮本 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤、清野 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669, 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

June 4th, 2020 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

How to disinfect at schools 

 

 

In addition to “Hygiene management manual for novel coronavirus disease (COVID-19) at school 

–‘New Lifestyle at School’ –” , which was announced on May 22nd, 2020, MEXT would like to 

announce that we added some new information about how to disinfect at schools as an attached 

administrative notification. We kindly share this with you because it could be utilized as a 

reference for your consideration about your response to the novel coronavirus disease. 

 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

[Contact] 

Director: MIYAMOTO Takuto 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit Chief: KATO Hisano 

Officer: SEINO Minako 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



学校における消毒の方法等について示しますので、関係各位におかれて

は御一読をお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和２年６月４日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

学校における消毒の方法等について 

 

学校再開に向けた新型コロナウイルス感染症対策等については、令和２年５月 22 日に発出し

た「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」において、学校の衛

生管理上の留意事項を示し、学校における消毒の方法についても言及したところです。 

この度、新たな情報を追加しましたので、下記に示す内容を参考にして、学校薬剤師等と連携

し、適切な消毒を行っていただきますようお願いいたします。なお、この内容については、後日、

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に追加します。 

ついては、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校

を含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、

都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対し

て、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人に

おかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条

第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及

び学校に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して周知される

ようお願いします。 

 

記 

 

１．日常的な消毒について 

①消毒薬等について 

・物の表面の消毒には、消毒用エタノールや 0.05％の次亜塩酸ナトリウム消毒液＊を使用し

別添



ます。また、一部の界面活性剤で新型コロナウイルスに対する有効性が示されており、そ

れらの成分を含む家庭用洗剤を用いることも有効です。 

・次亜塩素酸水は、「次亜塩素酸ナトリウム」とは異なるものであり、新型コロナウイルス

に対する有効性についてはまだ十分確認されていません。 

 
＊児童生徒等には次亜塩素酸ナトリウムを扱わせないようにしてください。 

 

②消毒の方法について 

・児童生徒等がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）や共用物は 1日に

１回以上、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭きます。 

・トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて洗浄します。 

・消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにしてください。 

・換気を十分に行います。 

 

〇エタノールを使用する際の注意点について 

・エタノールを布等に含ませ、消毒対象を拭き、そのまま乾燥させます。 

・揮発性が高く、引火しやすい性質があるため、電気スイッチ等への直接の噴霧は故障や

引火の原因になります。 

 

〇次亜塩素酸ナトリウムを使用する際の注意点について 

・次亜塩素酸ナトリウムで消毒する際は、必ず手袋を着用します。なお、ラテックス製ゴ

ム手袋を使用する場合はラテックスアレルギーに注意が必要です。 

・手指消毒には使用しないでください。 

・色落ちしやすいものや腐食の恐れのある金属などには使用しません。 

・非常にアルカリ性が高く、薄めた液でも材質によっては変色や腐食を起こす場合がある

ことから、拭いた後は必ず清潔な布等を用いてしっかり水拭きし、乾燥させます。 

・希釈した次亜塩素酸ナトリウムは使い切りとし、長時間にわたる作り置きはしないよう

にします。 

・次亜塩素酸ナトリウムの噴霧は、吸ったり目に入ったりすると健康に害を及ぼす可能性

があるため、絶対に行わないでください。 

・製品の使用上の注意を熟読の上、正しく取り扱ってください。 

 

〇次亜塩素酸水の噴霧について 

・次亜塩素酸水の噴霧器の使用については、その有効性及び安全性は明確になっていると

は言えず、学校には健康面において様々な配慮を要する児童生徒等がいることから、児

童生徒等がいる空間で使用しないでください。 

 

〇新型コロナウイルスに対して効果が確認された界面活性剤を含む洗剤について 

・効果が確認された界面活性剤を使用している洗剤のリストが独立行政法人製品評価技

術基盤機構（NITE）のホームページ（https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html）



で公開されています。 

・使用する際には、経済産業省及び NITE が作成したパンフレット「ご家庭にある洗剤を

使って身近なものを消毒しましょう」（https://www.nite.go.jp/data/000109484.pdf）

を参考としてください。 

・手指、皮膚には使用しないでください。 

・スプレーボトルでの噴霧は行わないでください。 

 

２．感染者が発生した場合の消毒について 

児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒

を行いますが、必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必要はなく、当該感染者が活動した

範囲を特定して汚染が想定される物品を消毒するようにします。なお、物の表面についたウイ

ルスの生存期間は、付着した物の種類によって異なりますが、24 時間～72 時間くらいと言わ

れており、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も考

えられます。 

消毒は上記１を参考に行いますが、トイレについては、0.1％の次亜塩素酸ナトリウム消毒

液または消毒用エタノールを使用して消毒します。 

 

【参考】厚生労働省のホームページにおいて、新型コロナウイルスについて、「物の表面につい

たウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては 24 時間～72時間

くらい感染する力をもつと言われています。」とされています。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_000

01.html#Q2-1 「新型コロナウイルスについて 問１」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

03-5253-4111（内線 2976・2918） 

 



事 務 連 絡 
令和２年６月１７日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
～「学校の新しい生活様式」～」の改訂について（参考送付） 

 
 
この度、令和２年５月２２日事務連絡にてお知らせした「学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を別添のとおり

改訂しましたので、お知らせいたします。今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要

な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと幸いです。 
 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 宮本 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
June 17th, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Revision of the hygiene management manual about novel coronavirus disease (COVID-19) 
 at school-“New Lifestyle at School”-  

 
 
MEXT would like to announce that we revised the “Hygiene management manual for novel 
coronavirus disease (COVID-19) at school –‘New Lifestyle at School’ –” which we sent as a 
reference in the administrative notification dated May 22nd, 2020.  
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 

[Contact] 
Director: MIYAMOTO Takuto 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano 
Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



【改訂】 

消毒の方法、熱中症予防の観点でのマスク着用の考え方等について追記しました。 

本マニュアルについて、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和２年６月 16日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～」の改訂について 

 

この度、令和２年５月22日に発出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を改訂しましたので、お知らせします。 

本マニュアルは、令和２年６月16日時点での最新の知見に基づき改訂したものであり、おおむ

ね１ヶ月に１度を目安に新たな情報や知見が得られた場合には、見直しを行うことを予定して

います。 

また、本マニュアルについては、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を含み、大

学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私

立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大

学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれては

その設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189 号）第 12条第１項の認

定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対

して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域

内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専

修学校に対して周知されるようお願いします。 



 

なお、「学校における消毒の方法等について」（令和２年６月４日付け文部科学省初等中等教

育局健康教育・食育課事務連絡）については、今後、本マニュアル中の内容によっていただくよ

うお願いします。 

 

 

 
＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８・２９７６） 

○身体的距離の確保にかかる人的体制の確保に関すること 

・公立学校について 初等中等教育局 財務課（内３７０４） 

・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３３） 

・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○障害のある児童生徒等に関すること 

初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 

○教職員の勤務に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局 私学部 私学行政課（内２５３３） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○各教科の指導に関すること 
・下記以外  初等中等教育局 教育課程課（内２５６５） 
・体育・保健体育 スポーツ庁 政策課（内２６７４） 
・音楽・図画工作等 文化庁 参事官（芸術文化担当）（内３１６３） 

○部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課（内３７７７） 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内２８３２） 

○学校給食に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２６９４） 

○学校図書館に関すること 
総合教育政策局 地域学習推進課（内３７１７） 

○幼稚園における指導に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内２３７６） 



事 務 連 絡 
令和２年８月１１日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて今後求められる対 
策等、並びに「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ 
アル～『学校の新しい生活様式』～」について（参考送付） 

 
 
この度、文部科学省において、感染事例について集計・分析するとともに今後求められ

る対策等について取りまとめました。また、令和２年５月２２日及び６月１７日付け事務

連絡にてお知らせした「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル～『学校の新しい生活様式』～」を改訂しましたので、別添のとおりお知らせいたし

ます。今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただ

くための検討材料としていただけますと幸いです。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 宮本 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
August 11th, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Measures required in the future based on infection cases in elementary, junior high and 
high schools, etc. and revision of the hygiene management manual about novel 
coronavirus disease (COVID-19) at school-“New Lifestyle at School”- 

 
 
MEXT would like to announce that we have compiled and analyzed the infection cases of new 
coronavirus disease (COVID-19) and summarized the measures required in the future at schools. 
In addition, we revised the “Hygiene management manual for novel coronavirus disease (COVID-
19) at school –‘New Lifestyle at School’ –” which we sent as a reference in the administrative 
notification dated May 22nd and June 17th, 2020. Please kindly find attached files. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 

 [Contact] 
Director: MIYAMOTO Takuto 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano 
Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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２文科初第７００号 

令和２年８月６日 

 

 

  各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

  各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

  各 都 道 府 県 知 事 

  附属学校を置く各国公立大学長  殿 

  小中高等学校を設置する学校設置会社を 

 所轄する構造改革特別区域法第１２条 

 第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 

  厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

 

 文部科学省初等中等教育局長           

瀧  本   寛        

 

（印影印刷）  

 

小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて 

今後求められる対策等について（通知） 

 

 

 本年５月の緊急事態宣言の全国的な解除を受け、６月からはほとんどの小学

校、中学校及び高等学校等において、学校教育活動が再開されたことから、学校

関係者の感染事例が見られるようになってきました。 

 現在、国内において、再び新規感染者数の増加が見られており、各学校及び設

置者においては十分な警戒感をもって感染症対策を講じることが必要です。 

文部科学省においては、各学校の設置者から現時点までにご報告いただいた

感染事例について集計・分析するとともに、現在の感染の広がりの状況も踏まえ、

今後求められる対策等について下記のとおり取りまとめました。 

 各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（高等課程を置く専修

学校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教

育委員会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等

学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第１項の認

定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対

これまでの学校関係者の感染事例等を集計分析し、今後求められる
対策等についてとりまとめました。（新規） 
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し、附属学校を置く各国公立大学長におかれては、その管下の学校に対し、厚生

労働省社会・援護局長におかれては、その所管の高等課程を置く専修学校に対し、

周知いただくようお願いします。 

記 

 

１．学校関係者の感染の状況について 

文部科学省では、学校関係者に新型コロナウイルス感染症患者が発生した場

合に速やかな報告を求めていますが、学校が本格的に再開し始めた６月１日か

ら７月 31 日までの間、児童生徒 242 人、教職員 51 人、幼稚園関係者 29 人の感

染の報告がありました。これらの感染経路や学校関係者への広がりの状況をみ

ると、次のとおりです。 

（１） 児童生徒の感染状況 

感染経路は「家庭内感染」が半数以上である 57％（242 人中 137 人）で、特

に小学生では、70％（90 人中 63 人）を占めています。 

一方、「学校内感染」は全体で計 11 人（5％）の報告があり、事例としては

４件でした。これらは中学校・高等学校の事例であり、４件のうち、２件は感

染者と同一の部活動、残り２件では同一クラスの生徒と同一の部活動の生徒が

いずれもいる事例です。「感染経路不明」は 24％（57 人）でした。 

高校生では、学校外での活動・交流の中で感染が広がった事例が複数見られ

ています。  

 

（２）教職員の感染状況 

感染経路は、「不明」が 69％（51 人中 35 人）でした。「学校内感染」と報告

された事例は確認されていません。 

小学校 90 30 33% 63 70% 0 0% 9 10% 3 3% 15 17%
中学校 53 32 60% 31 58% 6 11% 5 9% 2 4% 9 17%
高等学校 97 57 59% 42 43% 5 5% 17 18% 1 1% 32 33%
特別支援学校 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50%
合計 242 120 50% 137 57% 11 5% 31 13% 6 2% 57 24%

＜表 児童生徒の感染状況＞

児童生徒
（小中高）

感染者数

感染経路判明

感染経路不明有症状者数
（※）

家庭内感染 学校内感染
家庭・学校以外
の活動・交流

海外からの
帰国

（※）うち重症者は０人
注：義務教育学校及び中等教育学校については、小学校・中学校・高等学校のうち相当する学校段階に振り分けている。
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なお、これらの感染経路は、各自治体の調査によるものですが、感染経路が「不

明」とされた事例の中には、同一のクラスや同一の部活動において複数の生徒又

は教職員の感染者が発生している事例も、複数見られます。 

（３）幼稚園関係者の感染状況 

幼稚園については、幼児 16 人、教職員 13 人の感染の報告がありました。 

 

（４）現在のＰＣＲ検査の実施状況 

 感染症の発生を予防し、感染症の発生状況、動向及び原因を明らかにする目

的で感染症法に基づいて行われる検査は、①感染が判明した者、②疑わしい症

状のある者、③接触者など感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の

ある者を対象として実施されています。 

このうち③には、感染者の濃厚接触者が含まれますが、必ずしもこれに限ら

ず、特定の地域や集団、組織等で感染が広がるリスクが高いと保健所が判断し

た場合※にも、検査が行われています。実際に、学校で感染者が発生した場合

に、保健所の判断により、濃厚接触者以外も含めた約数十人に対して検査が実

施された例も複数見られています。 

  ※特定の地域や集団、組織等において、「関連性が明らかでない患者が複数発生してい

るなど、検査前に考えられる陽性率が高く、かつ、濃厚接触を生じやすいなど、クラ

スター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある」ような場合をいう。 

 

 

 

小学校 21 17 81% 4 19% 0 0% 2 10% 0 0% 15 71%
中学校 7 6 86% 1 14% 0 0% 2 29% 0 0% 4 57%
高等学校 15 10 67% 1 7% 0 0% 4 27% 0 0% 10 67%
特別支援学校 8 7 88% 1 13% 0 0% 1 13% 0 0% 6 75%
合計 51 40 78% 7 14% 0 0% 9 18% 0 0% 35 69%

学校内感染
家庭・学校以外
の活動・交流

海外からの
帰国

（※）うち重症者は０人

＜表 教職員の感染状況＞

教職員
（小中高）

感染者数

感染経路判明

感染経路不明有症状者数
（※）

家庭内感染

幼児 16 6 38% 4 25% 6 38% 2 13% 0 0% 4 25%
教職員 13 10 77% 0 0% 4 31% 4 31% 0 0% 5 38%

有症状者数
（※）

家庭内感染 学校内感染
家庭・学校以外
の活動・交流

海外からの
帰国

（※）うち重症者は０人

＜表 幼稚園の幼児及び教職員の感染状況＞

幼稚園 感染者数

感染経路判明

感染経路不明
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２．年代別の罹患率等 

新型コロナウイルス感染症が国内で発生してからこれまでの累積データによ

れば、10 歳未満及び 10 代では、罹患率が他の年代と比べ低くなっており、これ

らの年代での発症割合、重症割合ともに小さいとされています。15 歳未満の罹

患率が最も高いインフルエンザとは、感染しやすい層の傾向が大きく異なる状

況と考えられますが、本感染症は未だ不明な点も多く、引き続き十分注意する必

要があります。 

 

 

注）これらの分析は年齢階級や入退院の状況など陽性者の個別の状況について、都道府県等から当省が情

報を得られたものを集計しており、総数は現在当省 HP で公表されている各自治体がウェブサイトで公表し

ている数等を積み上げた陽性者数・死亡者数・重症者数とは一致しない。 

出典：厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

【重症者割合】 
年齢階級別にみた重症者数の入院治療等を要する者に対する割

合（累積ではなく、７月２９日１８時時点の数である。） 

【死亡率】 
年齢階級別にみた死亡者数の陽性者数に対する割合 
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（２）特に中学校及び高等学校等において留意すべき事項 

中学校及び高等学校等においては、前述のとおり、１人から複数に感染が広

がる事例が数件起きています。まずは、生徒に対し、手洗いや換気など基本的

な感染症対策の指導を徹底し、また地域の感染状況を踏まえた感染症対策につ

いて改めて点検するとともに、年齢が上がるにつれて、学校内でも、教員の直

接的な監視下にはない行動や、自主的な活動が増えることから、衛生管理につ

いて生徒自ら留意するよう、指導することが必要です。 

また、家庭での感染にも波及する例も見られるなど、濃厚接触者の特定やＰ

ＣＲ検査の終了までに相当程度の日数がかかる例も想定されることから、ＩＣ

Ｔの活用等も含め、学びの機会の保障のための備えを進めることも特に重要で

す。 

（３）学校内の消毒作業の進め方 

消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はありますが、

学校生活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難です。この

ため、一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、

健康的な生活により児童生徒等の免疫力を高め、手洗いを徹底することの方が

重要です。 

下記の「普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ、通常の清掃活動の

中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れてください。 

これらは、通常の清掃活動の一環として、新型コロナウイルス対策に効果が

ある家庭用洗剤等を用いて、発達段階に応じて児童生徒が行っても差し支えな

いと考えます。また、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部によ

る支援等、地域の協力を得て実施することも考えられます。 

上記に加えて清掃活動とは別に、消毒作業を別途行うことは、感染者が発生

した場合でなければ基本的には不要ですが、実施する場合には、極力、教員で

はなく、外部人材の活用や業務委託を行うことによって、各学校における教員

の負担軽減を図ることが重要です。令和２年度第２次補正予算において計上し

たスクール・サポート・スタッフの追加配置（補習等のための指導員等派遣事

業）や学校再開支援経費等の活用により、外部人材の活用や業務委託を行うこ

とが可能です。なお、幼稚園においても、第２次補正予算を活用いただけます。 

学校の設置者及び学校長は、消毒によりウイルスをすべて死滅させることは

困難であることを踏まえ、手洗い・咳エチケット及び免疫力の向上という基本

的な感染症対策を重視し、下記の「普段の清掃・消毒のポイント」を参考とし

つつ 過度な消毒とならないよう、十分な配慮が必要です。 

＜普段の清掃・消毒のポイント＞ 

 ・ 床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業の必要はありま

せん。 
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・ 机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ありませんが、衛生環境を

良好に保つ観点から、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除

を行うことも考えられます。 

・ 児童生徒等大勢がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチな

ど）は 1日に１回、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオル

で拭きます。また、机、椅子と同じく、清掃活動において、家庭用洗剤等

を用いた拭き掃除を行うことでこれに代替することも可能です。 

・ トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清掃し、

特別な消毒作業の必要はありません。 

・ 器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行

うのではなく、使用前後に手洗いを行うよう指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○全般を通じた学校における保健管理に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 

○ＩＣＴの活用に関すること 
初等中等教育局 情報教育・外国語教育課（内２０８５） 

○教職員の勤務に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局私学部私学行政課（内２５３２） 
・国立学校について 総合政策局教育人材政策課（内３４９８） 
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「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等におい

て臨時休業を行う場合の学習の保障等について（通知）」（２文科初第 154 号令

和２年４月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）（抄） 

 

３．臨時休業を行う場合の教職員の勤務について 

（２）在宅勤務におけるＩＣＴを活用したテレワークの実施について 

今回のような緊急時においては、ＩＣＴを活用したテレワークが業務の継

続性からも極めて有効である。 

その実施にあたっては、学校設置者や各学校の平常時の一律の各種ＩＣＴ

利用のルールにとらわれることなく、学校の端末を持ち帰ったり、家庭の端

末を利用したりして、各教職員が情報管理に十分配慮しつつ、ＩＣＴ環境を

最大限活用すること。 

その際には、一般に広く普及しているオンラインストレージなどのクラウ

ドサービスや、ソフトウェアのインストールが不要なブラウザ上で使えるサ

ービスを適正かつ積極的に活用することで、成績情報等の機微情報を物理的

に持ち運ぶ必要もなくなる。 

一方、他の手段がなくやむを得ず USB 等の記録媒体を用いて機微情報を運

ぶ場合には、ファイルの暗号化、記録媒体そのものの保護の徹底、作業後の

確実な削除、ウイルスチェックなど、各教職員が機微情報の扱いに細心の注

意を払うこと。 

 

 

 

別紙 



【改訂】 

学校関係者の感染状況のデータやその分析、清掃・消毒等について改訂しました。 

本マニュアルについて、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和２年８月６日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～」の改訂について 

 

この度、令和２年５月22日に発出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を改訂しましたので、お知らせします。 

主な改訂箇所は、別紙の通りとなります。 

本マニュアルは、令和２年８月６日時点での最新の知見に基づき改訂したものであり、おおむ

ね１ヶ月に１度を目安に新たな情報や知見が得られた場合には、見直しを行うことを予定して

います。 

また、本マニュアルについては、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を含み、大

学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私

立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大

学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれては

その設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189 号）第 12条第１項の認

定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対

して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域

内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専

修学校に対して周知されるようお願いします。 



 

  
 
＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８・２９７６） 

○身体的距離の確保にかかる人的体制の確保に関すること 

・公立学校について 初等中等教育局 財務課（内３７０４） 

・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３３） 

・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○障害のある児童生徒等に関すること 

初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 

○教職員の勤務に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局 私学部 私学行政課（内２５３３） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○各教科の指導に関すること 
・下記以外  初等中等教育局 教育課程課（内２５６５） 
・体育・保健体育 スポーツ庁 政策課（内２６７４） 
・音楽・図画工作等 文化庁 参事官（芸術文化担当）（内３１６３） 

○部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課（内３７７７） 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内２８３２） 

○修学旅行等に関すること 
・修学旅行について 初等中等教育局 児童生徒課（内２３８９） 
・遠足・集団宿泊的行事、旅行・集団宿泊的行事について  
初等中等教育局 教育課程課（内２９０３） 

○学校給食に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２６９４） 

○学校図書館に関すること 
総合教育政策局 地域学習推進課（内３７１７） 

○幼稚園における指導に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内２３７６） 



 別紙  

 

主な改訂箇所について 

 

１．データやその分析を追加 

・ 学校が本格的に再開された６月１日以降の児童生徒、教職員の感染状

況についての感染経路等のデータや、年代別罹患率等のデータ・分析等

を記載。 

 

２．学校施設の清掃、消毒に関する新たな内容を追加 

・ 通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れる考え

方を提示。発達段階に応じて児童生徒がこれらの作業を行ってもよいこ

と、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、

地域の協力を得ることなどについても記載。 

・床は通常の清掃活動の範囲で対応 

・机・椅子の特別な消毒は不要、必要に応じて家庭用洗剤等を用いて拭き掃除 

・大勢がよく手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は一日一回、 

消毒を行う。（家庭用洗剤等を用いた拭き掃除で代替可能） など 

・ 上記に加えて特別な消毒作業は基本的には不要であること、その上で

消毒作業を実施する場合は外部人材を活用することや、過度な消毒とな

らないような配慮等について記載。 

・ 消毒の方法について最新の検証結果等を反映（次亜塩素酸水等）。 

 

３．気温・湿度や暑さ指数が高い日のマスクの取扱いの記載を充実 

・ 常時マスクを着用することが望ましいとの記載から、身体的距離が十

分とれない場合には着用すべきとする記載に変更。 

・ 熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、気温・湿度や暑さ

指数が高い日にはマスクを外す※よう明記。 

・ 登下校時も同様に気温・湿度や暑さ指数が高い時はマスクを外す※よう

指導（自分で判断が難しい子供へは積極的に声をかけるなどの指導）。 

※マスクを外す場合は、人と十分な距離を確保する、会話を控えることについても記載。 

 

４．臨時休業の判断について考え方や参考事例を追記 

・ 学校で感染者が発生した場合でも、臨時休業は濃厚接触者の特定や検

査実施に必要な日数等で足り、現在は１～３日の臨時休業後の学校再開

が一般的である旨を、事例・データとともに紹介。 
 



事 務 連 絡 
令和２年９月４日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
～『学校の新しい生活様式』～」の改訂について（参考送付） 

 
 
この度、令和２年８月１１日付け事務連絡にて改訂をお知らせした「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」を再

び改訂しましたので、別添のとおりお知らせいたします。今般の新型コロナウイルス感染

症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけます

と幸いです。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 宮本 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
September 4th, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Revision of the hygiene management manual about novel coronavirus disease (COVID-
19) at school-“New Lifestyle at School”- 

 
 
MEXT would like to announce that we revised again the “Hygiene management manual for novel 
coronavirus disease (COVID-19) at school –‘New Lifestyle at School’ –” which we sent as a 
reference in the administrative notification dated August 11th, 2020. Please kindly find attached 
files. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 

 [Contact] 
Director: MIYAMOTO Takuto 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano 
Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



【改訂】 

学校関係者の感染状況のデータやその分析の更新、部活動における対応、寮や寄宿舎

の感染症対策等について改訂しました。 

本マニュアルについて、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和２年９月３日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～」の改訂について 

 

この度、令和２年５月22日に発出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を改訂しましたので、お知らせします。 

主な改訂箇所は、別紙の通りとなります。 

本マニュアルは、令和２年９月３日時点での最新の知見に基づき改訂したものであり、おおむ

ね１ヶ月に１度を目安に新たな情報や知見が得られた場合には、見直しを行うことを予定して

います。 

また、本マニュアルについては、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を含み、大

学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私

立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大

学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれては

その設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189 号）第 12条第１項の認

定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対

して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域

内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専



修学校に対して周知されるようお願いします。 

 

  
 
＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８・２９７６） 

○身体的距離の確保にかかる人的体制の確保に関すること 

・公立学校について 初等中等教育局 財務課（内３７０４） 

・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３３） 

・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○障害のある児童生徒等に関すること 

初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 

○教職員の勤務に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局 私学部 私学行政課（内２５３３） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○各教科の指導に関すること 
・下記以外  初等中等教育局 教育課程課（内２５６５） 
・体育・保健体育 スポーツ庁 政策課（内２６７４） 
・音楽・図画工作等 文化庁 参事官（芸術文化担当）（内３１６３） 

○部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課（内３７７７） 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内２８３２） 

○修学旅行等に関すること 
・修学旅行について 初等中等教育局 児童生徒課（内２３８９） 
・遠足・集団宿泊的行事、旅行・集団宿泊的行事について  
初等中等教育局 教育課程課（内２９０３） 

○学校給食に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２６９４） 

○学校図書館に関すること 
総合教育政策局 地域学習推進課（内３７１７） 

○幼稚園における指導に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内２３７６） 



 別紙  

 

主な改訂箇所について 

 

 

１．データやその分析の更新 

児童生徒や教職員等の感染状況やその分析について、前回集計時点（６

月１日～７月３１日報告分）に、８月の感染状況及び同一の学校において複

数の感染者が確認された事例の件数とその分析を追加。 

 

２．地域の感染レベル（１～３）について、新型コロナウイルス感染症対策

分科会の提言による分類（Ⅰ～Ⅳ）との対応関係を整理 

 

３．富岳のシミュレーション結果として、教室内の換気効率について紹介 

 

４．フェイスシールドの活用について留意点を追加 

 

５．部活動における大会への参加や、練習試合、合宿等に当たって留意すべ

き点等を追加  

 

６．寮や寄宿舎における感染症対策を充実 

実際の感染状況を踏まえ、「第６章 寮や寄宿舎における感染症対策」を

新たに追加し、寮や寄宿舎における感染症対策を具体的に記載。 

（居室や共有スペースにおける感染症対策や感染者が発生した場合の対応

等） 
 



事 務 連 絡 
令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
～『学校の新しい生活様式』～」の改訂について（参考送付） 

 
 
この度、令和２年９月４日付け事務連絡にて改訂をお知らせした「学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」を再び

改訂しましたので、別添のとおりお知らせいたします。今般の新型コロナウイルス感染症

に際して必要な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけますと

幸いです。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
December 3rd, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Revision of the hygiene management manual about novel coronavirus disease (COVID-
19) at school-“New Lifestyle at School”- 

 
 
MEXT would like to announce that we revised again the “Hygiene management manual for novel 
coronavirus disease (COVID-19) at school –‘New Lifestyle at School’ –” which we sent as a 
reference in the administrative notification dated September 4th, 2020. Please kindly find attached 
files. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano 
Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



事 務 連 絡 
令和２年１２月１１日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 

 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う 
場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（参考送付） 

 
 

文部科学省は、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面

での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（令和２年 12 月８日通知）」を発出して

おりましたが、一部修正がありましたので、別添のとおりお知らせします。 

修正点は以下の下線部です。 

 

（２ページ、下から４行目） 

 各教科における感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い活動 

（３ページ、上から７行目） 

・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★） 

 

新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
December 11th, 2020 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
Thorough implementation of measures against novel coronavirus disease (COVID-
19) at the scene of chorus activities at elementary schools, junior high schools, high 
schools and special needs schools 

 
MEXT would like to announce again that we revised “Thorough implementation of measures 
against novel coronavirus disease (COVID-19) at the scene of chorus activities at elementary 
schools, junior high schools, high schools and special needs schools (Notification dated December 
8th, 2020)”, because there were some corrections. Please kindly find attached the file. 
The corrections are the followings: 
（Page 2, line 4 from the bottom） 
各教科における感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い活動 
（Page 3, line 7 from the top） 
・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★） 
 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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２文科初第１３４４号 

令和２年１２月１０日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第１２条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

殿 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局長       

  瀧  本   寛   
 

（公印省略） 

 

 

文化庁次長             

矢 野  和 彦   
 

（公印省略） 

 

 

 

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う 
場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知） 

 

現在、国内の感染者数が増加していることに伴い、11 月以降、学校における合唱活動

等に関係した集団感染が複数発生しています。 

 

学校の授業や部活動等において合唱を行う場合には、学校の設置者及び部活動等の指

導者におかれては、一般社団法人全日本合唱連盟が作成している感染症対策のガイドラ

インにのっとり活動を進めていただきたいと思いますが、特に学校においては、以下の

感染症対策にも取り組んでください。 

 

学校において合唱等のリスクの高い活動を行う場合の感染症対策を徹底する
ようお願いします。 
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１． マスク※は飛沫拡散防止の効果があるため、原則、着用することとします。 

２． 合唱している児童生徒同士の間隔や、指導者・伴奏者と児童生徒との間隔、発

表者と聴いている児童生徒等との間隔は、マスクを着用している場合であっても、

前後方向及び左右方向ともにできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けます。 

３． 立っている児童生徒の飛沫が座っている児童生徒の顔へ付着する飛沫感染のリ

スクを避けるため、立っている児童生徒と座っている児童生徒が混在しないよう

にします。 

４． 連続した練習時間はできる限り短くします。常時換気を原則とし、窓等を対角

方向に開け、十分に換気を行います。飛沫感染に留意し、近距離での大声を徹底

的に避けます。 

※ ここでいうマスクは、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の予防」の啓発資

料による正しいマスクの着用（鼻と口の両方を隙間がないよう覆った）にのっと

った形状のものをよぶ。 

・マウスシールド、下部の開放が広いマスクなど、隙間のある形状のものは該当し

ない。 

・フェイスシールドについては的確な取扱いを行わないと感染を拡大させてしま

う危険があり、専門的知識のない方が扱うことは危険であるので、合唱活動に

おいての着用は推奨しない。  

 

歌唱時のマスクの着用により息苦しくなるなどのケースでは、十分な距離（最低２ｍ）

をとってマスクを外して行うことも考えられますが、地域の感染が拡大しているような

場合には、マスクを着用しないで行う合唱活動を一時的に制限するなどの対応も必要で

す。 

ただし、屋外で、十分な距離（最低２ｍ）を確保して、向かい合わずに行う場合には、

マスクを着用せずに行うことも考えられます。屋外に準じる程度に十分に換気の行き届

いた空間（双方向の窓を全開している場合や、換気設備が整っている場合等）において

も、同様とします。 

 

なお、合唱以外の活動に関して、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアル ～「学校の新しい生活様式」～」（令和２年 12 月３日改訂版）には、

各教科における感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い活動として、以下のような

活動を挙げています。地域の感染が拡大している場合には、マスクを着用していても、

このようなリスクの高い活動は慎重に行い、また特にリスクの高いもの（★）は一時的

に控えるなど、適切に対応してください。 
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・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグル

ープワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

・音楽における「リコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」（★） 

・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表

現や鑑賞の活動」 

・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★） 

・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み合った

り接触したりする運動」（★） 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校を含む。以下同じ。）

及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会教育長におかれては、所

管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、

所轄の学校及び学校法人等に対し、厚生労働省医政局長及び社会・援護局長におかれて

は所管の専修学校に対し、周知いただくようお願いします。 

 

また、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新

型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）」（令和２年 12 月８日付け２文科初

第 1327 号文部科学省初等中等教育局長、文化庁次長通知）については本通知をもって廃

止します。 

 

（参考） 

参考資料１：一般社団法人全日本合唱連盟「合唱活動における新型コロナウイルス感染症拡大防止

のガイドライン（第 2版）」（2020 年 11 月 26 日策定）（PDF） 

https://www.jcanet.or.jp/JCAchorusguideline-ver2.pdf 
参考資料２：一般社団法人全日本合唱連盟「合唱練習時の感染拡大防止策汎用版（第 2版）」（リー

フレット）（2020 年 11 月 26 日）（PDF） 

https://www.jcanet.or.jp/JCAchorustaisaku-ver2.pdf 
参考資料３：一般社団法人全日本合唱連盟「合唱公演時の感染拡大防止策汎用版（第 1版）」（リー

フレット）（2020 年 11 月 26 日）（PDF） 

https://www.jcanet.or.jp/JCAchorustaisaku-concert-ver1.pdf 
 

 
＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○合唱に関すること 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内３１６３） 

 
○学校における感染症対策に関すること 
 初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 

 



事 務 連 絡 

令和３年１月５日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス 

感染症対策の徹底について（参考送付） 

 

 

国内の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の急激な増加に伴い、学校における感

染者数や集団感染件数が増加していることを踏まえ、文部科学省が、「小学校、中学校及び

高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（令和３年１月５日通

知）」を発出いたしましたのでお知らせします。 

新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 松原 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤、清野 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669, 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

International Affairs Division, 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 

January 5th, 2021 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

Thorough countermeasures against novel coronavirus disease (COVID-19) at elementary 

schools, junior high schools and high schools 

 

 

 

MEXT would like to announce that we issued “Thorough countermeasures against novel 

coronavirus disease (COVID-19) at elementary schools, junior high schools and high schools 

(Notification dated January 5, 2021)”, considering the increase in the number of infected people 

and clusters at school, along with the rapid increase in the number of new COVID-19 cases in 

Japan. Please kindly find attached the file. 

We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 

about your response to the novel coronavirus disease. 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

 

 

 [Contact] 

Director: MATSUBARA Taro 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit Chief: KATO Hisano, Officer: SEINO Minako 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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２文科初第１４４５号 

                        令 和 ３ 年 １ 月 ５ 日 

 

 

  各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 都 道 府 県 知 事 
  附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長  殿 
  小中高等学校を設置する学校設置会社を 
 所轄する構造改革特別区域法第１２条 
 第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 
  厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
 
 

  文部科学省初等中等教育局長          

瀧  本   寛      
 
 

 

 

スポーツ庁次長                

藤 江  陽 子      
 
 

 

文化庁次長                  

矢 野  和 彦      
 
 
 
 

 

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策 

の徹底について（通知） 

 

 国内の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の急激な増加に伴い、幼稚

園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び専修学校高等課程（以下「高

等専修学校」という。）における感染者数や集団感染件数も増えています。 

令和２年６月１日から 12 月 31 日までの間に、文部科学省に対し、学校の設

置者から報告のあった感染者数は、児童生徒は 6,159 名（小学校 2,217 人、中学

校 1,513 人、高等学校 2,350 人、特別支援学校 79 人）、教職員は 830 名でした。

このうち、同一の学校において 10 人以上の感染者が確認された事例は、小学校

で８件、中学校で７件に対して、高等学校では 26 件にのぼっています（別紙デ

ータ参照）。 

小学校、中学校及び高等学校等における教育活動の継続と部活動及び寮や寄
宿舎の感染症対策の徹底をお願いします。（新規） 
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このような状況を踏まえ、地域の感染の状況に応じて、以下のような点に留意

しつつ、感染症対策を徹底してください。 

 

１．学校教育活動の継続と臨時休業の考え方について 

学校においては、地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能

な限り、学校行事や部活動等も含めた学校教育活動を継続し、子供の健やかな

学びを保障していくことが必要です。 

地域一斉の臨時休業については、学校における新型コロナウイルス感染症の

これまでの感染状況や特性を考慮すれば、当該地域の社会経済活動全体を停止

するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、子供の

健やかな学びや心身への影響から、避けることが適切です。 

児童生徒や教職員の中に感染者が発生した場合に、感染者が１人発生したこ

とのみをもって、学校全体の臨時休業を行うことは、控えてください。学校内

で広がっている可能性が高い場合等、臨時休業が必要な場合でも、保健所等と

相談の上、学級や学年単位など必要最低限の範囲での休業にとどめてください。 

感染不安により、保護者から休ませたいと相談のあった児童生徒等について、

感染者が急激に増えている地域であるなどにより、合理的な理由があると校長

が判断する場合には、指導要録上、「出席停止・忌引き等の日数」として記録

し、欠席とはしないことも可能です。 

なお、幼稚園において臨時休業を行う場合には、幼稚園は一人で家にいるこ

とができない年齢の幼児が利用していることを踏まえ、感染拡大防止のための

万全の対策を講じた上での預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通

じて、必要な者に保育が提供されないということがないよう、居場所の確保に

向けた取組の検討をお願いします。 

 

２．部活動及び寮や寄宿舎における感染症対策の徹底について 

  部活動については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル」及び関係通知（注）にしたがって、地域毎の感染レベルに応

じた活動を行ってください。また、同じ部活動に所属する生徒が食事する際な

ども含め部活動の内外を問わず感染症対策を徹底してください。特に高等学

校においては、前述した状況も踏まえ、地域の感染状況や当該部活動の活動内

容等に応じて、部活動の実施に当たり、感染リスクの高い活動を一時的に制限

することも含め検討するなど感染症への警戒を強化してください。 

（注）「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策

の徹底について（通知）」（令和２年 12 月 10 日文部科学省初等中等教育局長・文化庁次長連名通知） 

  また、寮や寄宿舎の集団生活における感染症対策についても、「学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」にしたがって、改

めて確認・徹底してください。 
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以上について、各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（高等

専修学校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都

市教育委員会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中

高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12条第１項

の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等

に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に

対し、厚生労働省社会・援護局長におかれては所管の高等専修学校に対し、周知

いただくようお願いします。 

 

参考資料： 「（参考）小学校、中学校、高等学校等における感染者数の状況」 

 

 

 

 

 

  

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○下記以外のこと 
 初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
 
○運動部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課 学校体育室（内３７７７） 

 
 ○文化部活動に関すること 
  文化庁 参事官（芸術文化担当）学校芸術教育室（内２８３２） 
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（参考）小学校、中学校、高等学校等における感染者数の状況 

 

文部科学省では、学校関係者に新型コロナウイルス感染症患者が発生した場

合に速やかな報告を求めており、学校が本格的に再開し始めた令和２年６月１

日から 12 月 31 日までの間に報告があった件数は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 2217 736 33% 1653 75% 133 6% 180 8% 3 0% 239 11%

中学校 1513 765 51% 915 60% 168 11% 132 9% 2 0% 284 19%

高等学校 2350 1413 60% 738 31% 657 28% 181 8% 2 0% 760 32%

特別支援学校 79 33 42% 35 44% 6 8% 18 23% 0 0% 20 25%

合計 6159 2947 48% 3341 54% 964 16% 511 8% 7 0% 1303 21%

＜表 児童生徒の感染状況＞ ６月１日～12月31日までに文部科学省に報告があったもの

児童生徒

（小中高）
感染者数

感染経路判明

感染経路不明有症状者数

（※）
家庭内感染 学校内感染

家庭・学校以外

の活動・交流等

海外からの

帰国

（※）うち重症者は０人

注：義務教育学校及び中等教育学校については、小学校・中学校・高等学校のうち相当する学校段階に振り分けている。

小学校 327 247 76% 60 18% 49 15% 43 13% 0 0% 174 53%

中学校 174 142 82% 39 22% 14 8% 12 7% 0 0% 109 63%

高等学校 270 197 73% 44 16% 50 19% 34 13% 0 0% 142 53%

特別支援学校 59 44 75% 10 17% 6 10% 5 8% 0 0% 38 64%

合計 830 630 76% 153 18% 119 14% 94 11% 0 0% 463 56%

＜表 教職員の感染状況＞ ６月１日～12月31日までに文部科学省に報告があったもの

教職員

（小中高）
感染者数

感染経路判明

感染経路不明有症状者数

（※）
家庭内感染 学校内感染

家庭・学校以外

の活動・交流等

海外からの

帰国

（※）うち重症者は２人

幼児 235 79 34% 167 71% 29 12% 11 5% 0 0% 27 11%

教職員 149 120 81% 22 15% 28 19% 21 14% 0 0% 78 52%

（※）うち重症者は０人

＜表 幼稚園の幼児及び教職員の感染状況＞ ６月１日～12月31日までに文部科学省に報告があったもの

幼稚園 感染者数

感染経路判明

感染経路不明有症状者数

（※）
家庭内感染 学校内感染

家庭・学校以外

の活動・交流等

海外からの

帰国

81 56% 40 28% 15 10% 4 3% 4 3%

72 57% 34 27% 14 11% 3 2% 4 3%

108 43% 64 26% 52 21% 17 7% 9 4%

5 42% 3 25% 4 33% 0 0% 0 0%

266 50% 141 26% 85 16% 24 5% 17 3%

<表 同一の学校において複数の感染者が確認された事例＞ ６月１日～12月31日までに文部科学省に報告があったもの

学校種 発生件数
感染者数

2人 3人以上5人未満 5人以上10人未満 10人以上20人未満 20人以上

特別支援学校 12

合計 533

小学校 144

中学校 127

高等学校 250



事 務 連 絡 
令和３年１月８日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 

 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた 
小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への 
対応に関する留意事項について（参考送付） 

 
 

このたび、内閣総理大臣より、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の４都県を対象区域と

して「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が行われたことを踏まえ、文部科学省から、「新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び

高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について（令和

３年１月８日通知）」を発出いたしましたのでお知らせします。 
新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
January 8th, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Responses against novel coronavirus disease (COVID-19) at elementary schools, junior 
high schools and high schools upon the declaration of a state of emergency 

 
 
MEXT would like to announce that we issued “Responses against novel coronavirus disease 
(COVID-19) at elementary schools, junior high schools and high schools upon the declaration 
of a state of emergency (Notification dated January 8, 2021)”, upon the declaration of a state 
of emergency by the Prime Minister. Please kindly find attached the file. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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                           ２文科初第1462号 

                          令和３年１月８日 

 

  各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 都 道 府 県 知 事 
  附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長  殿 
  小中高等学校を設置する学校設置会社を 
 所轄する構造改革特別区域法第１２条 
 第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 
  厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
 
 

  文部科学省初等中等教育局長          

瀧  本   寛      
 
 
 
 

スポーツ庁次長                

藤 江  陽 子      
 
 
 
 

文化庁次長                  

矢 野  和 彦      
 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた 

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への 

対応に関する留意事項について（通知） 

 

このたび、内閣総理大臣より、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の４都県を

対象区域として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号）に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」とい

う。）」が行われ、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針（以下「対処方針」という。）」（別紙１）が改訂されたことを踏まえ、各学校

等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校高等課程をい

う。以下同じ。）、設置者及び高等学校入学者選抜等の実施者（小学校や中学校、

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、各学

校等及び設置者において、本通知の留意事項等を踏まえて、感染症対策の総点検を行い、感染

対策を一層徹底いただくようお願いいたします。 
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特別支援学校等の入学者選抜を含む。）に御留意いただきたい事項を整理しまし

たので、お知らせします。 

 

この趣旨に十分御留意の上、各学校等及びその設置者におかれましては、「小

学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底に

ついて」（令和３年１月５日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文化庁次

長連名通知）も踏まえ、各学校等における感染症対策についての総点検を行い、

感染対策を一層徹底いただくようお願いします。 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校高等課程を

含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員

会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を

設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受

けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属

学校を置く各国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対し、厚生労

働省社会・援護局長におかれては所管の専修学校高等課程に対し、周知いただく

ようお願いします。 

 

記 

 

現在の感染状況を踏まえれば、社会のあらゆる分野で新規の感染者を一人で

も減らすことが不可欠であり、学校も例外ではありません。このため、各学校等

において、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル」（以下「衛生管理マニュアル」という。）を踏まえて、地域の感染レベルに応

じた感染症対策が適切にとられているか、改めて確認の上、徹底することが求め

られます。また、特に緊急事態宣言の対象区域に属する地域においては、警戒度

をこれまでより一段階高めて、感染症対策のさらなる徹底を図ることが必要で

す。これらの際に留意いただきたい事項は下記のとおりです。 

各学校等においては、感染症対策がとられていることについて、（別紙２）の

チェックリストも活用いただき、改めて確認するとともに、学校の設置者におい

ても各学校等における感染症対策の状況を把握・確認し、必要な措置や支援を行

っていただくようお願いします。 

 

１．学校教育活動の継続等 

地域一斉の臨時休業については、学校における新型コロナウイルスのこれま

での感染状況や特性を考慮すれば、子供の健やかな学びの保障や心身への影響
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の観点からも、避けるべきであること。ただし、緊急事態宣言の対象区域に属す

る地域に所在する高等学校及び特別支援学校においては、設置者の判断により、

生徒等の通学の実態等も踏まえ、感染状況に応じて、例えば時差登校や分散登校

の導入などの検討も行い、警戒度をより高めること。 

 

２．感染症対策 

（１） 健康観察の徹底 

児童生徒等も教職員も、毎日の登校・出勤前の健康観察を、改めて徹底する

こと。感染者の増加している地域では、同居の家族に発熱等の風邪症状がある

場合も、登校・出勤をさせないこと。さらに、登校後においても児童生徒等の

体調の観察に努め、体調の不調に教職員が気づいた場合には、すみやかに養護

教諭等と連携し、迅速な対応を取ること。 

また、教職員については、教職員は多数の児童生徒等に接する業務であるこ

とに鑑み、各学校において、教職員が発熱等の風邪症状がある時には休みを取

り、積極的に受診しやすい環境を整えること。 

（参考）「小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて 今後求められる対

策等について（通知）」（令和２年 8月 6日付け初等中等教育局長通知）抜粋 

また、特に教職員に関しては、休みをとりやすい職場環境も重要です。具体的には、

急遽出勤できなくなる可能性も想定して、教職員間で業務の内容や進捗、学級の状況等

の情報共有を日頃から行うことや、教職員が出勤できなくなった場合の指導体制等の

校務分掌について検討を進めることなどの工夫も有効です。さらに、教職員本人が濃厚

接触者となったり、同居家族に風邪症状があるなどにより出勤できない場合に、業務を

テレワークで行えるよう、必要な規程等を定めることが考えられるとともに、ＩＣＴを

活用したテレワークの実施については、「新型コロナウイルス感染症対策のために小学

校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について（通知）」

（２文科初第 154 号令和２年４月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）の３

（２）を参照してください（別紙参照）。なお、文部科学省において、事例集も作成し

ています。 

 

（２）感染リスクの高い活動の回避 

ア．感染リスクの高い教育活動 

教科等活動に関しては、「衛生管理マニュアル」における、地域の感染レ

ベルごとの行動基準を踏まえて行うこととし、特に緊急事態宣言の対象区域

に属する地域においては、以下に例を挙げるような、「感染症対策を講じて

もなお感染リスクの高い学習活動」は、一時的に停止すること。 
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・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式と

なるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱（注）及びリコーダー

や鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」（★） 

・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制

作等の表現や鑑賞の活動」 

・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」

（★） 

・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で

組み合ったり接触したりする運動」（★） 

なお、「★」を付した活動は特にリスクが高いことから、緊急事態宣言の

対象区域に属する地域以外でも、感染者が散発的な発生にとどまり医療提供

体制に特段の支障がないような状況でない限り、その実施について慎重に検

討するとともに、上に例を挙げる活動以外であっても、児童生徒等同士が近

距離で大きな発声を伴う活動や身体的接触、マスクを外して行う運動など、

感染リスクの高い活動については、地域の感染状況等に応じて、適宜見直す

こと。 

（注）合唱に関しては、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナ

ウイルス感染症対策の徹底について（通知）」（令和２年 12 月 10 日文部科学省初等中等教育局長・文化庁次長

連名通知）も参照のこと。 

 

イ．体育 

  体育の授業の実施に当たっては、以下の点に留意すること。なお、緊急事

態宣言の対象区域に属する地域における留意事項として示した項目であっ

ても、対象区域外の地域でも、地域の感染状況に応じて、これを参考としつ

つ、適切に取り組むこと。 

・可能な限り屋外で実施すること。体育館など屋内で実施する必要がある場

合は、特に呼気が激しくなるような運動を避けることを徹底すること。 

・緊急事態宣言の対象地域に属する地域では、運動時のマスク着用による身

体へのリスクを考慮して、マスクの着用は必要はないが、授業の前後にお

ける着替えや移動の際や、授業中、教師による指導内容の説明やグループ

での話し合いの場面、用具の準備や後片付けの時など、児童生徒が運動を

行っていない際は、可能な限りマスクを着用すること。また、呼気が激し

くならない軽度な運動の際は、マスクを着用することが考えられる。 

・緊急事態宣言の対象区域に属する地域における体育の授業内容について、
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集団で行う活動は避け、なるべく個人で行う活動とし、特定の少人数（２

～３人程度）での活動（球技におけるパスやシュートなど）を実施する際

は十分な距離を空けて行うこと。 

 

ウ．給食、弁当、教職員の食事等の飲食の場面 

給食等の食事をとる際には、食事の前後の手洗いを徹底すること。会食に

当たっては、飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、

大声での会話を控えるなどの対応をとること。 

   同様に、高等学校等で弁当を持参する場合や、部室等で食事をとる場合、

教職員の食事の場面においても注意すること。生徒等同士での昼食や、教職

員が同室で昼食をとる場面でも、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離

がとれなければ会話を控えるなどの対応を工夫すること。食事後の歓談時

には必ずマスクを着用すること。 

 

（３）部活動における感染症対策の強化 

緊急事態宣言の対象区域に属する地域においては、その感染状況を踏まえ、

学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等を一時的に制限するなど感染症

への警戒度を高めること。また、部活動終了後に、生徒同士で食事をすること

を控えるよう特に指導を徹底すること。なお、新型コロナウイルス感染症対策

分科会の専門家から、緊急事態宣言下における学生・生徒が行う部活動につい

ての考え方が取りまとめられており、その要点は（別紙３）のとおりであるた

め、これについても参照すること。 

 

（４）学校外の行動における留意事項 

緊急事態宣言の対象区域に属する地域の学校においては、対処方針も踏まえ、

児童生徒等に対して、特に 20 時以降の不要不急の外出は控えることなどにつ

いても指導すること。同様に、教職員に対しても周知徹底すること。 

 

（５）幼稚園における感染症対策 

  幼稚園においては、必要に応じて（２）等に述べた感染症対策を参照すると

ともに、幼児特有の事情を考慮し、「衛生管理マニュアル」第５章「幼稚園に

おいて特に留意すべき事項について」に掲げる事項にも留意しながら、各園に

おける感染症対策について改めて確認・徹底すること。 

 

３．心のケア等 

「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支
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援学校等における教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事

項について（通知）」（令和２年５月 27 日付け初等中等教育局児童生徒課長通

知）を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に起因するストレス、いじめ、偏見

等に関し、相談窓口（「24 時間子供ＳＯＳダイヤル」や各自治体において開設

している相談窓口等）を適宜周知するとともに、必要に応じて養護教諭やスク

ールカウンセラー等による支援を行うなど、児童生徒の心のケア等に配慮する

こと。 

併せて、学校現場で感染症対策や心のケア等を最前線で支える教職員の精神

面の負担にも鑑み、学校の管理職や設置者等は「新型コロナウイルス感染症へ

の対応に伴う教職員のメンタルヘルス対策等について（通知）」（令和２年６月

26 日付け初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長・健康教育・食育

課長通知）等も踏まえ、教職員のメンタルヘルスにも十分配意すること。 

 

４．高等学校入学者選抜等 

（１）高等学校入学者選抜等の実施 

  今後予定されている令和３年度高等学校入学者選抜等については、緊急事

態宣言の対象区域に属する地域の内外に関わらず、万全を期した上で、予定ど

おり実施していただきたいこと。 

  その際には、「令和３年度高等学校入学者選抜等の実施に当たっての留意事

項について」（令和２年６月 22 日付け初等中等教育局児童生徒課・特別支援

教育課・参事官（高等学校担当）・総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡）

や「令和３年度高等学校入学者選抜等における無症状の濃厚接触者の取扱い

について」（令和２年 10 月 30 日付け初等中等教育局児童生徒課・特別支援教

育課・参事官（高等学校担当）・総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡）を

踏まえ、各実施者において、引き続き、感染症対策や追検査等による受検機会

の確保に努めていただきたいこと。 

 

（２）感染症対策の徹底と更なる検討 

例えば、試験会場で発熱・咳等の症状のある入学志願者がいた場合にどのよ

うな対応をするか、試験会場で起こり得る事態を想定してあらかじめ対応を定

めておき、試験の現場において混乱が生じないよう留意することなど、地域の

感染状況を踏まえ、必要に応じて、更なる感染症対策も検討していただきたい

こと。 

その際には、「令和３年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症

に対応した試験実施のガイドライン」（令和２年６月 19 日大学入学者選抜方

法の改善に関する協議決定、同年 10 月 29 日一部改定）や「令和３年度大学入
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学者選抜に係る大学入学共通テスト新型コロナウイルス感染症予防対策等に

ついて」（令和２年 11 月６日付け独立行政法人大学入試センター理事長通知）

なども参考としていただきたいこと。 

また、入学志願者や試験監督者等の試験業務に携わる者の体調管理について、

入学志願者の在籍する中学校等や入学者選抜の実施者において、より徹底する

こと。 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○下記以外のこと 
 初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
 
○運動部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課 学校体育室（内３７７７） 

 
 ○文化部活動に関すること 
  文化庁 参事官（芸術文化担当）学校芸術教育室（内２８３２） 
  
 ○心のケア等に関すること 
  初等中等教育局 児童生徒課（内３２８９） 
 
 ○高等学校入学者選抜等に関すること 
  ・下記以外 

初等中等教育局 児童生徒課（内３２９１） 
  ・中等教育学校 
   初等中等教育局 参事官（高等学校担当）（内２３４９） 
  ・特別支援学校 
   初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 
  ・専修学校高等課程 
   総合教育政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室（内２９１５） 
 
 



 

１ 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
 

令和２年３月 28日（令和３年１月７日変更） 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 
政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医
療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明
な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら
れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及
び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ
ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣
総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が
設置された。 
国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 
その上で、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人と

の距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な
感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等により
クラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）の
発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染
拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重症
者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 
また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の
封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重
要である。 
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 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対
応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも
必要である。 
既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して
相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確
認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的
かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 
このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項
に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和
２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置
を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県
及び福岡県とした。 
以後、4月 16日に、各都道府県における感染状況等を踏まえ、全都道府

県について緊急事態措置を実施すべき区域とし、5 月 4 日には、全都道府
県において緊急事態措置を実施すべき期間を令和 2 年 5 月 31 日まで延長
することとした。その後、各都道府県における感染状況等を踏まえ、段階
的に緊急事態措置を実施すべき区域を縮小していった。 

5月 25日に、感染状況等を分析し、総合的に判断した結果、全ての都道
府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこととなったため、政
府対策本部長は、法第 32条第 5項に基づき、緊急事態解除宣言を行った。 
その後、新規報告数は、10 月末以降増加傾向となり、11 月以降その傾

向が強まっていった。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状
況が継続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
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こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に
鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和３年１月８
日から令和３年２月７日までの 31 日間であり、緊急事態措置を実施すべ
き区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県である。 
本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者
を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく
ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するに当たって準
拠となるべき統一的指針を示すものである。 
 
一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 
 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、
令和３年１月５日までに、合計 250,343 人の感染者、3,718 人の死亡者が
確認されている。 
令和２年４月から５月にかけての緊急事態宣言下において、東京都、大

阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛
知県、京都府、兵庫県及び福岡県の 13都道府県については、特に重点的に
感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があったことから、本対処
方針において特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）
の中でも「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向
が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな
い場合も多いことや、全都道府県が足並みをそろえた取組が行われる必要
があったことなどから、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべ
き区域として感染拡大の防止に向けた対策を促してきた。 
その後、5 月 1 日及び 4日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、引き続き、それまでの枠



4 

組みを維持し、全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域（特
定警戒都道府県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向
けた取組を進めてきた。 
その結果、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイ

ルス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病
床等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 
５月 14日には、その時点における感染状況等の分析・評価を行い、総合

的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都
府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、引き続き特定警戒都道府
県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていくことと
なった。 
また、5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に判断したと

ころ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道県について
は、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向
けた取組を進めていく必要があった。 
その後、5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・評価を行

い、総合的に判断したところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべ
き区域に該当しないこととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出さ
れた。 
 
緊急事態宣言解除後、主として７月から８月にかけて、特に大都市部の

歓楽街における接待を伴う飲食店を中心に感染が広がり、その後、周辺地
域、地方や家庭・職場などに伝播し、全国的な感染拡大につながっていっ
た。 
この感染拡大については、政府及び都道府県、保健所設置市、特別区（以

下「都道府県等」という。）が連携し、大都市の歓楽街の接待を伴う飲食店
等、エリア・業種等の対象を絞った上で、重点的な PCR検査の実施や営業
時間短縮要請など、メリハリの効いた対策を講じることにより、新規報告
数は減少に転じた。 
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また、8月７日の新型コロナウイルス感染症対策分科会（以下「分科会」という。）
においては、今後想定される感染状況に応じたステージの分類を行うととも
に、ステージを判断するための指標（「６つの指標」。以下「ステージ判断の
指標」という。）及び各ステージにおいて講じるべき施策が提言された。 
この提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言（緊急事態措置を実施すべき区域

を含む）の発出及び解除の判断に当たっては、以下を基本として判断するこ
ととする。その際、「ステージ判断の指標」は、提言において、あくまで目安
であり、これらの指標をもって機械的に判断するのではなく、政府や都道府
県はこれらの指標を総合的に判断すべきとされていることに留意する。 
（緊急事態宣言発出の考え方） 
 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、
分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等）を踏まえ
て、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及
ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問
委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
（緊急事態宣言解除の考え方） 
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況（特に、緊

急事態措置を実施すべき区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策
が必要な地域になっているか等）を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処
方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断する。 
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要

な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続ける。 
 

8 月 28 日には政府対策本部が開催され、「新型コロナウイルス感染症に
関する今後の取組」がとりまとめられ、重症化するリスクが高い高齢者や
基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症者に
重点化すること、また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検査体制、
医療提供体制を確保・拡充することとなった。 
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夏以降、減少に転じた新規報告数は、10月末以降増加傾向となり、11月
以降その傾向が強まっていったことから、クラスター発生時の大規模・集
中的な検査の実施による感染の封じ込めや感染拡大時の保健所支援の広域
調整等、政府と都道府県等が密接に連携しながら、対策を講じていった。
また、10月23日の分科会においては、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を回
避することや、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を周知することなどの
提言がなされた。12月には首都圏を中心に新規報告数は過去最多の状況が継
続し、医療提供体制がひっ迫している地域が見受けられた。 
こうした感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に

鑑み、令和３年１月７日、政府対策本部長は、法第 32条第 1項に基づき、
緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年１月８日から令和３年２月７日
までの 31日間とし、区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県とする緊急
事態宣言を行った。 

 
 新型コロナウイルス感染症については、以下のような特徴がある。 
 ・ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の

割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者
は低い傾向にある。令和２年 6月から 8月に診断された人における重
症化する割合や死亡する割合は 1月から 4月までと比べて低下してい
る。重症化する人の割合は約 1.6%（50 歳代以下で 0.3%、60 歳代以
上で 8.5%）、死亡する人の割合は、約 1.0%（50 歳代以下で 0.06%、
60歳代以上で 5.7%）となっている。 

・ 重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある人で、重症化のリス
クとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高
血圧、心血管疾患、肥満がある。 

・ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性があ
る期間は、発症の 2 日前から発症後７日から 10 日間程度とされてい
る。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量
が高くなると考えられている。 



7 

新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染さ
せているのは２割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考
えられている。 

・ 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感
染し、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの
人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離
での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」と
いう。）の環境で感染リスクが高まる。このほか、飲酒を伴う懇親会等、
大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同
生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意
が必要である。 

・ 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR 検査、
抗原定量検査、抗原定性検査等がある。新たな検査手法の開発により、
検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔
ぬぐい液を使うことも可能になっている。なお、抗体検査は、過去に
新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるもので
あるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うこ
とはできない。 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療は、軽症の場合は経過観察のみで
自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行
う。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬（炎症を抑え
る薬）・抗ウイルス薬の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器や
体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ＥＣＭ
Ｏ）等による集中治療を行うことがある。 

・英国、南アフリカ等の世界各地で変異株が確認されている。国立感染症研究所
によると、英国で確認された変異株(VOC-202012/01)については、英国の解
析では今までの流行株よりも感染性が高いこと（実効再生産数を0.4以上増加
させ、伝播のしやすさを最大 70%程度増加すると推定）が示唆されること、
現時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響は調査中で
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あることなど、また、南アフリカで確認された変異株(501Y.V2)については、
感染性が増加している可能性が⽰唆されているが、精査が必要であること、現
時点では、重篤な症状との関連性やワクチンの有効性への影響を⽰唆する証
拠はないこと等の見解がまとめられている。 

  国立感染症研究所によると、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策
としては、従来と同様に、「三つの密」の回避、マスクの着用、手洗い等が推
奨されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２
年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ
ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた一方で、その後、欧米経由で侵入
した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられている。7 月、
8月の感染拡大は、検体全てが欧州系統から派生した２系統に集約されたもの
と考えられる。現時点では、国内感染は国内で広がったものが主流と考えられ
る 。 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全国民に提供できる
数量の確保を目指すこととしており、これまでモデルナ社、アストラゼ
ネカ社及びファイザー社のワクチンの供給を受けることについて契約
締結等に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施するため、令和２年
９月時点で得られた知見、分科会での議論経過等を踏まえ、内閣官房及
び厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につ
いて（中間とりまとめ）」を策定したが、その後、予防接種法（昭和 23
年法律第 68 号）の改正や接種順位の検討等、接種に向け必要な準備を
進めている。現時点では国内で承認されたワクチンは存在しないものの
ファイザー社のワクチンについて 12 月中旬に薬事承認申請がなされて
おり、現在、安全性・有効性を最優先に、迅速審査を行っているところ
であり、承認後にはできるだけ速やかに接種できるよう接種体制の整備
を進めている。 

・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究
では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在
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宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、３月以降、売り上げがよ
り大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが示されて
いる。また、令和２年４～６月期の国内総生産（GDP）は実質で前期比
7.9％減、年率換算で 28.1％減を記録した。 

 
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 
 ① これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏ま

え、より効果的な感染防止策等を講じていく。 
② 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止
めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場
面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として
対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人
の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時
間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進
する。 

③ 緊急事態措置を実施すべき区域以外の地域においては、地域の感染状
況や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との持続的な両立を図っていく。その際、感染状況は地
域によって異なることから、各都道府県知事が適切に判断する必要があ
るとともに、人の移動があることから、隣県など社会経済的につながり
のある地域の感染状況に留意する必要がある。 

④ 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高ま
る「５つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係
団体に対して、業種別ガイドライン等の実践と科学的知見等に基づく
進化を促していく。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症についての監視体制の整備及び的確な情
報提供・共有により、感染状況等を継続的に監視する。また、医療提供体制
がひっ迫することのないよう万全の準備を進めるほか、検査機能の強化、
保健所の体制強化及びクラスター対策の強化等に取り組む。 



10 

⑥ 的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と社会
経済活動の維持との両立を持続的に可能としていく。 

⑦ 感染の拡大が認められる場合には、政府や都道府県が密接に連携しな
がら、重点的・集中的なPCR検査の実施や営業時間短縮要請等を含め、
速やかに強い感染対策等を講じる。 

 
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
（１）情報提供・共有 
① 政府は、地方公共団体と連携しつつ、以下の点について、国民の共感
が得られるようなメッセージを発出するとともに、状況の変化に即応
した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるととも
に、冷静な対応をお願いする。 
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 
・ 国民に分かりやすい疫学解析情報の提供。 
・ 医療提供体制及び検査体制に関する分かりやすい形での情報の
提供。 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、
「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底
等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避けること。特に、日常生活及び職場において、人
混みや近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すこと
や歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促
すこと。 

・ 令和２年10月23日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５つの
場面」」（飲酒を伴う懇親会やマスクなしでの会話など）や、「感染リスクを
下げながら会食を楽しむ工夫」（なるべく普段一緒にいる人と少人数、席の
配置は斜め向かい、会話の時はマスク着用等）の周知。 

・ 業種別ガイドライン等の実践。特に、飲食店等について、業種別ガイドラ
インを遵守している飲食店等を利用するよう、促すこと。 
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・ 風邪症状等体調不良がみられる場合の休暇取得、学校の欠席、外
出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、あらかじめ
厚生労働省が定める方法による必要があることの周知。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かり
やすく周知すること。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対
策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び
かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 
・ 国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移
動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防止）の呼びかけ。   

   ・ 接触確認アプリ（COVID-19 Contact-Confirming Application：ＣＯＣＯＡ）
のインストールを呼びかけるとともに、陽性者との接触があった旨の通知が
あった場合における適切な機関への受診の相談や陽性者と診断された場合
における登録の必要性についての周知。併せて、地域独自のＱＲコード等に
よる追跡システムの利用の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省
等関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体も
積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十
分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症やクラスターの発生状況について迅速に情報を公
開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す
る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の
海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国
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者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対
する14日間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府に対し、帰国
時・入国時の手続や目的地までの交通手段の確保等について適切か
つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。
また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、
諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住
民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ
り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還
元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理
に関するガイドライン（平成 23 年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団
体も、これに準じた対応に努める。 

 
（２）サーベイランス・情報収集 
① 感染の広がりを把握するために必要な検査を実施し、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 144号。
以下「感染症法」という。）第 12条に基づく医師の届出等によりその実
態を把握する。 

② 厚生労働省及び都道府県等は、感染が拡大する傾向が見られる場合は
それを迅速に察知して的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体
制を整えておく必要がある。また、感染拡大の防止と社会経済活動の維
持との両立を進めるためにも感染状況を的確に把握できる体制をもつこ
とが重要であるとの認識の下、地方衛生研究所や民間の検査機関等の関係
機関における検査体制の一層の強化、地域の関係団体と連携した地域外
来・検査センターの設置等を迅速に進めるとともに、新しい検査技術につい
ても医療現場に迅速に導入する。都道府県は、医療機関等の関係機関によ
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り構成される会議体を設けること等により、民間の検査機関等の活用促進
を含め、ＰＣＲ等検査の実施体制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働
省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、
これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑に検査を行い、感染が
拡大している地域においては、医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に
対する幅広いＰＣＲ等検査の実施に向けて取組を進めるとともに、院内・施
設内感染対策の強化を図る。政府と都道府県等で協働して今後の感染拡大局
面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要
な支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の一連のプロセスを通
じた対策を実施する。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での
感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調
査など有効なサーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡について
は、新型コロナウイルス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等
に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス
テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-
19：ＨＥＲ－ＳＹＳ）を活用し、都道府県別の陽性者数等の統計データ
の収集・分析を行うとともに、その結果を適宜公表し、より効果的・効
率的な対策に活用していく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等
を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 
Information System：Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況やＰＣＲ
等検査の実施状況等を一元的かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも
提供し、迅速な患者の受入調整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 
⑦ 政府は、変異株に対して迅速に診断するための検査キット等の開発の支援
を進める。 

⑧ 都道府県は、地方公共団体間での迅速な情報共有に努めるとともに、県下の
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感染状況について、リスク評価を行う。 
⑨ 遺伝子配列を分析するにあたり、公衆衛生対策を進めていく上で必要な情
報を、国立感染症研究所において収集を行う。 

 
（３）まん延防止 
１）外出の自粛（後述する「４）職場への出勤等」を除く） 

特定都道府県は、法第 45条第 1項に基づき、不要不急の外出・移動
の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20 時以降の不要
不急の外出自粛について、住民に徹底する。 
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場

への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なも
のについては外出の自粛要請の対象外とする。 
また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底す
るとともに、あらゆる機会を捉えて、令和２年４月22日の専門家会議で示
された「10 のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活
様式の実践例」、10月 23 日の分科会で示された、「感染リスクが高まる「５
つの場面」」等を活用して住民に周知を行うものとする。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
特定都道府県は、当該地域で開催される催物（イベント等）について、

主催者等に対して、法第 45 条第２項等に基づき、別途通知する目安を
踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等）を設
定し、その要件に沿った開催の要請を行うものとする。併せて、開催に
あたっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び
飲食を回避するための方策を徹底するよう、主催者等に求めるものとす
る。 
また、スマートフォンを活用した接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）につ

いて、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバ
シーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体等の
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幅広い協力を得て引き続き普及を促進する。 
３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後
述する「５）学校等の取扱い」を除く） 
① 特定都道府県は、法第 24 条第９項及び法第 45 条第２項等に基づ
き、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、
飲食店に対する営業時間の短縮（20時までとする。ただし、酒類の提
供は 11時から 19時までとする。）の要請を行うものとする。要請に
あたっては、関係機関とも連携し、営業時間短縮を徹底するための対
策強化を行う。 
法第 45 条第２項に基づく要請に対し、正当な理由がないにもかか

わらず応じない場合には、法第 45 条第３項に基づく指示を行い、こ
れらの要請及び指示の公表を行うものとする。政府は、新型コロナウ
イルス感染症の特性及び感染の状況を踏まえ、施設の使用制限等の要
請、指示の対象となる施設等の所要の規定の整備を行うものとする。 
また、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することや、施設に人

が集まり、飲食につながることを防止する必要があること等を踏まえ、
飲食店以外の他の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成
25年政令第 122号）第 11条に規定する施設（学校、保育所をはじめ
別途通知する施設を除く。）についても、同様の働きかけを行うものと
する。 
また、特定都道府県は、感染の拡大につながるおそれのある一定の

施設について、別途通知する目安を踏まえた規模要件等（人数上限・
収容率、飲食を伴わないこと等）を設定し、その要件に沿った施設の
使用の働きかけを行うものとする。 

 ② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府
県を支援する。 

③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガイ
ドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める。
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その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提
供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 
 ① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう

働きかけを行うものとする。 
・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものである
が、「出勤者数の 7 割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に
向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテ
ーション勤務等を強力に推進すること。 

・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
の継続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
低減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ
チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る
箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張によ
る従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）や「三つの密」
や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ
う促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、
喫煙室等）に注意するよう周知すること。さらに、職場や店舗等に関
して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかけること。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行
う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」
を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事
業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤
務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める
とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

５）学校等の取扱い 
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 ① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求
めるのではなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請す
る。幼稚園、小学校、中学校、高等学校等については、子供の健やか
な学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナ
ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要
請する。また、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の
効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応する
ことを要請する。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇
親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態
宣言区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限）
を要請する。大学入学共通テスト、高校入試等については、実施者に
おいて、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した
上で、予定どおり実施する。都道府県は、学校設置者に対し、保健管
理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校
関係者の感染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、感染防止策
の徹底を行いつつ、原則開所することを要請する。 

６）緊急事態宣言が発出されていない場合の都道府県における取組等 
① 都道府県は、持続的な対策が必要であることを踏まえ、住民や事業
者に対して、以下の取組を行うものとする。その際、感染拡大の防止
と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としていくため、「新
しい生活様式」の社会経済全体への定着を図るとともに、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要に応じて、
後述③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の開催制限、施
設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。 
（外出の自粛等） 
・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の回避や、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」
をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する
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「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あらゆる機会を捉えて、
令和２年４月 22 日の専門家会議で示された「10 のポイント」、５
月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、10月
23日の分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」等
について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を
含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を
控える等注意を促すこと。 
感染が拡大している地域において、こうした対応が難しいと判断さ

れる場合は、帰省や旅行について慎重な検討を促すこと。特に発熱等
の症状がある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。 
・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協
力の要請等を行うこと。 
（催物（イベント等）の開催） 
・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン
等に基づく適切な感染防止策が講じられることを前提に、地域の感染
状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要な規模要件
（人数上限や収容率）の目安を示すこと。その際、事業者及び関係団
体において、エビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂された場
合は、それに基づき適切に要件を見直すこと。 
また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるかなど）や種別（コンサート、展
示会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催
の要件や主催者において講じるべき感染防止策を検討し、主催者に周
知すること。 
催物等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物
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の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による
行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して
強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握して
おくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等の活用等について、
主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 
国と連携して、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等
を含めて、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 
・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤
等、人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗い
や手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励
行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出
勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用
等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避け
る行動を徹底するよう促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」
（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意するよう周知すること。さら
に、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働
きかけること。 
（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」
のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等
に対して必要な協力を依頼すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、
政府と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者
等に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか
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けるものとする。 
③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感
染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、
把握・分析を行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目安と
しつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ず
べき施策」や累次の分科会提言（12月 11日「今後の感染の状況を踏
まえた対応についての分科会から政府への提言」等）等を踏まえ、地
域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条第 9項に基づく措置等
を講じるものとする。特に、ステージⅢ相当の対策が必要な地域等に
あっては、速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移行するよ
う、取り組むものとする。また、ステージⅢ相当の対策が必要な地域
で、感染の状況がステージⅣに近づきつつあると判断される場合には、
特定都道府県における今回の措置に準じた取組を行うものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅
速に情報共有を行う。 

７）水際対策 
① 政府は、水際対策について、変異株を含め、国内への感染者の流入
及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、
帰国者のチェック・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等
を、引き続き、実施する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、
健康観察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必
要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請、港湾の利
用調整や水際・防災対策連絡会議等を活用した対応力の強化等を行う
とともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29
条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停
留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留
施設の確保に努める。 
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８）クラスター対策の強化 
① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査
により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を
行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
う。その際、より効果的な感染拡大防止につなげるため、積極的疫学
調査を実施する際に優先度も考慮する。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策に当たる専門家の確
保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡
大の兆候が見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地
域への派遣を行う。 

  なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所における積極的疫学
調査に係る人員体制が不足するなどの問題が生じた場合には、都道府
県は関係学会・団体等の専門人材派遣の仕組みである IHEAT
（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）の活用
や、厚生労働省と調整し、他の都道府県からの応援派遣職員の活用等
の人材・体制確保のための対策を行う。 
また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の専門的業務を十分

に実施できるよう保健所の業務の重点化や人材育成等を行うこと等
により、感染拡大時に即応できる人員体制を平時から整備する。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点
から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道
府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か
つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ
く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す
るよう、地方公共団体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、
対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第
20条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下
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の取組を行う。 
 ・ 大規模な歓楽街については、令和 2 年 10 月 29 日の分科会にお

ける「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググルー
プ当面の取組方策に関する報告書」に示された取組を踏まえ、通常
時から相談・検査体制の構築に取り組むとともに、早期介入時には、
重点的（地域集中的）な PCR検査等の実施や、必要に応じ、エリ
ア・業種を絞った営業時間短縮要請等を機動的に行うこと。 

 ・ 事業者に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけること。 
 ・ 言語の壁や生活習慣の違いがある在留外国人を支援する観点から、

政府及び都道府県等が提供する情報の一層の多言語化、大使館のネ
ットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備等に
より、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築するこ
と。 

⑥ 政府は、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）について、機能の向上を図
るとともに、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることや
プライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、その幅広
い活用や、感染拡大防止のための陽性者としての登録を行うよう、呼
びかけを行い、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援シス
テム（ＨＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携した積極的疫学調査で活
用することにより、効果的なクラスター対策につなげていく。 

９）その他共通的事項等 
 ① 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講

じる。特定都道府県は、緊急事態措置を講じるに当たっては、法第５条を
踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要
性等について、国民に対し丁寧に説明する。特定都道府県は、緊急事態措
置を実施するに当たっては、法第20条に基づき、政府と密接に情報共有
を行う。政府は、専門家の意見を聴きながら、必要に応じ、特定都道府県
と総合調整を行う。 

 ② 緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・医薬品や生活必需品の買い
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占め等の混乱が生じないよう、国民に冷静な対応を促す。 
③ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制
の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

④ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま
る施設における感染対策を徹底する。 

 
（４）医療等 
① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保
を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフトする観
点から、令和２年 10 月 14 日の新型コロナウイルス感染症を指定感
染症として定める等の政令（令和２年政令第 11号）の改正（令和２
年 10月 24日施行）により、高齢者や基礎疾患のある者等入院勧告・
措置の対象の明確化を行っており、都道府県等は、当該政令改正に基
づき、地域の感染状況等を踏まえ、適切に入院勧告・措置を運用する
こと。 
重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、特に病床

確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力した上で、なお病床が
ひっ迫する場合には、高齢者等も含め入院治療が必要ない無症状病
原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）は、宿泊施設
（適切な場合は自宅）での療養とすることで、入院治療が必要な患
者への医療提供体制の確保を図ること。丁寧な健康観察を実施する
こと。 
特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本
とすること。そのため、都道府県は、ホテル等の一時的な宿泊療養
施設及び運営体制の確保に努めるとともに、政府は、都道府県と密
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接に連携し、その取組を支援すること。 
子育て等の事情によりやむを得ず自宅療養を行う際には、都道府

県等は電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握するとと
もに、医師が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて診療
を行う体制を整備すること。 

・ 都道府県は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その
家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の協
力を得て、ケアマネージャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携
し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症の
患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医療
機関の役割分担を行うとともに、病床・宿泊療養施設確保計画に沿っ
て、段階的に病床・宿泊療養施設を確保すること。 

  特に、病床が逼迫している場合、令和２年 12 月 28 日の政府対策
本部で示された「感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療
提供体制パッケージ」を活用しつつ、地域の実情に応じ、重点医療機
関以外の医療機関に働きかけを行うなど病床の確保を進めること。 

  また、医療機関は、業務継続計画（ＢＣＰ）も踏まえ、必要に応じ、
医師の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延
期を検討し、空床確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の
利用、法第 48 条に基づく臨時の医療施設の開設についてその活用
を十分に考慮すること。厚生労働省は、それらの活用に当たって、必
要な支援を行うこと。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備するととも
に、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受
入調整に必要な医療機関の情報の見える化を行うこと。また、厚生
労働省は、都道府県が患者搬送コーディネーターの配置を行うことに
ついて、必要な支援を行うこと。 
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・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府
県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する
こと。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の
確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次のよ
うな対策を講じる。 
・ かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターを通
じて、診療・検査医療機関を受診することにより、適切な感染管理を
行った上で、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療
を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関
（地域外来・検査センター）の設置を行うこと。 
また、大型テントやプレハブを活用した、いわゆるドライブス

ルー方式やウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な
診療・検査体制を確保すること。併せて、検査結果を踏まえて、患者
の振り分けや受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、診療・検
査医療機関の指定や地域外来・検査センターの設置を柔軟かつ積極的
に行うこと。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医
療機関及び産科医療機関等について、必要に応じ、新型コロナウイ
ルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医
療機関として設定すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対
応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都
道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ
ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役
割分担を推進すること。 
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・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点
から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を
推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力
して、次のような対策を講じる。 
・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策
や潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進する
こと。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格者
以外の民間の人材等の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、全
国の医療機関等の医療人材募集情報を掲載するWebサイト「医療の
お仕事Ｋｅｙ-Ｎｅｔ」の運営等を通じて、医療関係団体、ハローワ
ーク、ナースセンター等と連携し、医療人材の確保を支援すること。
また、都道府県が法第 31条に基づく医療等の実施の要請等を行うに
当たって、必要な支援を実施すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県、関係機関は協力して、次の
ような対策を講じる。 
・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医
療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ
Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を
確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必
要な医療機器・物資・感染防止に必要な資材等を迅速に確保し、適切
な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に
ＰＣＲ等検査や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保すること。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する
ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に
ついて周知徹底を図る。 
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・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 
▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 
▸ パソコンやエレベーターのボタン等複数の従事者が共有するも
のは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の従事者と一
定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 
等の対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ
ため、面会は、地域における発生状況等も踏まえ、患者、家族のＱＯ
Ｌを考慮しつつ、緊急の場合を除き制限するなどの対応を検討するこ
と。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防
ぐため、感染が流行している地域では、患者、家族のＱＯＬを考慮し
つつ、施設での通所サービス等の一時利用を中止又は制限する、入院
患者、利用者の外出、外泊を制限するなどの対応を検討すること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、
新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健
所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感
染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けることなどを含む感染防
止策の更なる徹底等を通して、医療機関及び施設内での感染の拡大
に特に注意を払う。 
高齢者施設等の発熱等の症状を呈する入所者・従事者に対する検

査や陽性者が発生した場合の当該施設の入所者等への検査が速やか
に行われるようにする。また、感染者が多数発生している地域にお
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ける医療機関、高齢者施設等への積極的な検査が行われるようにす
る。 
加えて、手術や医療的処置前等において、当該患者について医師の

判断により、ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 
⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府
県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分
離等の感染防止策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であっ
ても、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力
体制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力し
て、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女
性労働者に配慮した休みやすい環境整備等の取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検
討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ
う、医療通訳の整備等を、引き続き、強化すること。 

・ レムデシビルやデキサメタゾンについて、必要な患者への供給の確
保を図るとともに、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等
の開発を加速すること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、
効果が期待されるものについて、その効果を検証するための臨床研
究・治験等を速やかに実施すること。 

・ ワクチンについては、ファイザー社から 12月中旬に薬事承認申請
がなされており、国内治験データ等のデータに基づき審査を行うとと
もに、有効性・安全性が確認された後には、できるだけ速やかに接種
を開始できるよう、接種体制の整備を進めること。 

・ その他のワクチンについても、関係省庁・関係機関と連携し、迅速
に開発等を進めるとともに、承認申請された際には審査を行った上で、
できるだけ早期の実用化、国民への供給を目指すこと。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の
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下で実施されるよう、実施時期や実施時間等に配慮すること。 
・ 国は、実費でＰＣＲ検査が行われる場合にも、医療と結びついた検
査が行われるよう、周知を行うとともに、精度管理についても推進す
ること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算・第２次補正予算、予備費等も活
用し、地方公共団体等に対する必要な支援を行うとともに、医療提供体
制の更なる強化に向け、対策に万全を期す。 

 
（５）経済・雇用対策 

 現下の感染拡大の状況に応じ、その防止を最優先とし、予備費を活用す
るなど臨機応変に対応することとする。昨年春と夏の感染拡大の波を経験
する中、感染対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提供体制
の確保状況等を踏まえながら、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との
両立を図ってきた。具体的には、政府は、令和２年度第 1次補正予算を含
む「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20日閣議決
定）及び令和２年度第２次補正予算の各施策を、国・地方を挙げて迅速か
つ着実に実行することにより、感染拡大を防止するとともに、雇用の維持、
事業の継続、生活の下支えに万全を期してきた。今後、令和２年度第３次
補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対
策」（令和２年 12月 8日閣議決定）及び令和３年度当初予算の各施策を、
国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、医療提供体制の確
保やワクチンの接種体制等の整備をはじめとする新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の防止に全力を挙げるとともに、感染症の厳しい影響に
対し、雇用調整助成金や官民の金融機関による実質無利子・無担保融資
等により雇用と生活をしっかり守っていく。その上で、成長分野への民
間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を
促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。今後も感染状況や経済・
国民生活への影響を注意深く見極め、引き続き、新型コロナウイルス感
染症対策予備費の適時適切な執行により、迅速・機動的に対応する。 
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（６）その他重要な留意事項 
１）偏見・差別等への対応、社会課題への対応等 
① 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症へのり患は誰
にでも生じ得るものであり、感染者やその家族、勤務先等に対する不
当な扱いや誹謗中傷は、人権侵害に当たり得るのみならず、体調不良
時の受診遅れや検査回避、保健所の積極的疫学調査への協力拒否等に
つながり、結果として感染防止策に支障を生じさせかねないことから、
分科会の偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループが行
った議論のとりまとめ（令和 2年 11月 6日）を踏まえ、以下のよう
な取組を行う。 
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及に加え、政
府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し、地方公共
団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう、偏見・差別等の
防止等に向けた啓発・教育に資する発信を強化すること。 

・ 偏見・差別等への相談体制を、研修の充実、NPOを含めた関係
機関の連携、政府による支援、SNSの活用等により強化すること。 

・ 悪質な行為には法的責任が伴うことについて、政府の統一的なホ
ームページ等を活用して、幅広く周知すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公
表の在り方に関して、改めて国としての統一的な考え方を整理す
ること。 

・ クラスター発生等の有事対応中においては、感染症に関する正
しい知識に加えて、感染者等を温かく見守るべきこと等を発信す
ること。 

② 政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏
見・差別等による風評被害等を受けないよう、国民への普及啓発等必
要な取組を実施する。 

③ 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援や
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いじめ防止等の必要な取組を実施する。 
④ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合において、国民の自
由と権利の制限を必要最小限のものとする。特に、女性の生活や雇用
への影響が深刻なものとなっていることに留意し、女性や障害者等に
与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク、個人防護具、医薬品、医薬部外
品、食料品等に係る物価の高騰や買占め、売り惜しみを未然に回避し
又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶
者暴力、性犯罪・性暴力や児童虐待等。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 
・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家
庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下で、高齢者等がフレイル状態等にならないよう、
コミュニティにおける支援を含め、健康維持・介護サービスの確保。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな
られた方に対して尊厳をもってお別れ、火葬等が行われるよう、適切
な方法について、周知を行う。 

２）物資・資材等の供給 
① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具、
消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、
政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、
人工呼吸器等の必要な物資を政府の責任で確保する。例えば、マスク
等を政府で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布するとと
もに、感染拡大に備えた備蓄を強化する。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資が安定的に供給さ
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れるよう、これらの物質の需給動向を注視するとともに、過剰な在庫を抱
えることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政
府は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬及び抗ウイルス薬の原
薬を含む医薬品、医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努め
るとともに、国産化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 
① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を
行う。 

② 政府は、対策の推進に当たっては、地方公共団体、経済団体等の関
係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め全ての
部局が協力して対策に当たる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況
等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に
ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かすと
ともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける国・地
域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学
研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症
への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措
置や取組を行うに当たり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、
必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県等は、緊急事態措置等を実施するに当たっては、あら
かじめ政府と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特
定都道府県等が適切に緊急事態措置を講じることができるよう、専門
家の意見を踏まえつつ、特定都道府県等と総合調整を行う。 
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⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府
県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び
指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共
機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。
政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は
政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 
① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又
は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を
あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの積極的な実施に努
める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水
道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ
の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ
う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生
活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要
に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブル等を防止するため、
必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底
する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 
政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針等諮問委員会、分科会等との定期的な情報交換等を通じ、国内外の
感染状況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。
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その上で、最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行
うとともに、それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 
① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても講じることと
する。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて
は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や
クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ
っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針
等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす
る。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若
しくは終了するに当たっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の
実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十
分踏まえた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただ

きつつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全

ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で

必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビ

ニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処

理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場等）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 

 
 



（参考）学校教育活動を継続するためのチェックリスト 

 

 教職員や関係者の皆さまのこれまでの献身的な御努力に心から感謝申し上げ

ます。国内で高いレベルの感染状況が続く中、子供たちの学びを何としても継

続するため、緊急事態宣言の対象区域の学校はもとより、区域外の学校でも、

感染対策を徹底するための総点検をお願いします。 

 具体的には、各学校等において、以下の点について改めて再点検を行い、感

染対策の万全を期していただきますよう、お願いします。 

 

 

□ 登校・出勤前の健康観察などによる健康状態の把握に加え、登校後の体調

不良者の早期発見に努め、養護教諭等と連携した迅速な対応をとっています

か。 

 

□ 教職員についても、体調不良時には休みをとったり受診したりしやすい環

境の整備を工夫していますか。 

  

□ 教室等における常時換気（難しい場合には 30 分に１回以上、少なくとも

休み時間ごとに窓を全開）を励行するとともに、児童生徒等に温かい服装を

心掛けるよう指導し、学校内での防寒目的の衣服の着用等について、柔軟に

対応していますか（コートや防寒着・マフラー等の着用、ひざ掛け・毛布な

どの使用等）。 

 

□ 各教科の学習活動や方法が、「衛生管理マニュアル」第３章「具体的な活

動場面ごとの感染症予防対策について」に示された、地域の感染レベルに応

じた活動の考え方に相応するものとなっていますか。 

（※全ての教科についてチェック） 

 

□ 体育の授業を体育館など屋内で実施する必要がある場合は、呼気が激しく

なるような運動は避けるなど、体育における留意事項を徹底していますか。 

 

□ 給食、弁当、部室での食事、教職員の食事などを含め、すべての飲食の場

面において、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話

を控えるなどの対応を工夫していますか。また、食事後の歓談時には必ずマ

スクを着用するよう指導を徹底していますか。 

 

□ 部活動（その前後の活動も含む）において、地域毎の感染レベルに応じた

活動を行っていますか。特に、高等学校においては、地域の感染状況に応じ

て、感染リスクの高い活動を一時的に制限することも含め検討しています

か。 

（別紙２） 



 

緊急事態宣言下における学生・生徒が行う部活動について 

 

  

緊急事態宣言下においては、大学および高等学校・中学校等における部活動・

サークル等の扱いについては、感染拡大防止の観点から慎重な取り扱いが求められ

る。仮に、活動を行う場合には、いわゆる「三つの密」「感染リスクが高まる『５つの場

面』」および大きな発声を避けるとともに、部活動に付随する、屋内での着替えや車

での移動といった場面での感染対策に十分に留意することを前提とすべきである。 

 

その上で、感染リスクが高い活動の目安として以下の考えで整理し、地域の感染

状況等に応じて、これら感染リスクの高い活動については一時的に活動を制限する

ことも含め検討するなど、感染症への警戒を強化すべきである。 

 

1. 学生・生徒同士が組み合うことが主体となる活動 

2. 身体接触を伴う活動 

3. 大きな発声や激しい呼気を伴う活動 

 

（別紙３） 



事 務 連 絡 
令和３年１月１４日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 

 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の 
対象区域拡大を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等におけ 
る新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（参考送付） 

 
 

この度、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の対象区域に、７府県（栃木県、岐阜県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県）が加えられたことを踏まえ、文部科学省から、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域拡大を踏まえた

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（令

和３年１月 14日通知）」を発出いたしましたのでお知らせします。 
新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
January 14th, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Thorough implementation of measures against novel coronavirus disease (COVID-
19) at elementary schools, junior high schools and high schools upon the area expansion 
of the declaration of a state of emergency 

 
 
MEXT would like to announce that we issued “ Thorough implementation of measures 
against novel coronavirus disease (COVID-19) at elementary schools, junior high schools 
and high schools upon the area expansion of the declaration of a state of emergency 
(Notification dated January 14, 2021)”, upon the addition of 7 prefectures to the area of the 
declaration of a state of emergency by the Prime Minister. Please find attached the file. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



 
２文科初第 1493 号 
令和３年１月 14 日 

 
  各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 都 道 府 県 知 事 
  附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長  殿 
  小中高等学校を設置する学校設置会社を 
 所轄する構造改革特別区域法第１２条 
 第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 
  厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
 
 

  文部科学省初等中等教育局長          

瀧  本   寛      
 
 
 
 

スポーツ庁次長                

藤 江  陽 子      
 
 
 
 

文化庁次長                  

矢 野  和 彦      
 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の

対象区域拡大を踏まえた、小学校、中学校及び高等学校等におけ

る新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知） 

 

 

この度、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基

づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）」の

対象区域に、７府県（栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡

県）が加えられ、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針（以下「対処方針」という。）」が変更されました。 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域が拡大されたことを

踏まえ、各学校等及び設置者において、これまでの通知等を踏まえて、感染症対策の総点検を

行い、感染症対策を一層徹底いただくようお願いします。 



各学校等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校高等

課程をいう。以下同じ。）、設置者及び高等学校入学者選抜等の実施者（小学校や

中学校、特別支援学校等の入学者選抜を含む。）におかれては、「学校における新

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や、「小学校、中学校及

び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」（令和３

年１月５日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文化庁次長連名通知）、「新

型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、

中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留

意事項について」（令和３年１月８日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・

文化庁次長連名通知）（以下「１月８日通知」という。）等を踏まえ、以下の点に

留意し、感染症対策を一層徹底いただくよう、お願いします。 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校高等課程を

含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員

会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を

設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受

けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属

学校を置く各国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対し、厚生労

働省社会・援護局長におかれては所管の専修学校高等課程に対し、周知いただく

ようお願いします。 

 

記 
 
 昨日、対処方針が改訂され、新たに７府県がその対象とされました。各学校等

において、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル」を踏まえて、地域の感染レベルに応じた感染症対策を徹底することが大切で

す。特に、高等学校については、小学校や中学校と比較して、感染が確認された

事例が多いことから、警戒度を高め、感染症対策を強化いただくようお願いしま

す。 
 
 １月８日通知でもお示ししましたが、緊急事態宣言の対象となった地域に限

らず、全国の学校等におかれては、感染症対策の実施状況について、（別紙）の

チェックリストも活用いただき、改めて確認するとともに、学校の設置者におい

ても、各学校等の状況を把握・確認し、必要な措置や支援を行っていただくよう

お願いします。 
 



（参考資料） 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年１月 13 日変更） 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel coronavirus/th siryou/kihon r 030113.pdf 
 

・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

（2020.12.3 ver.5）」 
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt kouhou01-000004520 01.pdf 
 
・「小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹

底について」（令和３年１月５日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文化

庁次長連名通知） 
https://www.mext.go.jp/content/20210105-mxt kouhou01-000004520 01.pdf 
 
・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学

校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関す

る留意事項について」（令和３年１月８日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次

長・文化庁次長連名通知） 
https://www.mext.go.jp/content/20210108-mxt kouhou01-000004520 01.pdf 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
  

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○下記以外のこと 
 初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
 
○運動部活動に関すること 

スポーツ庁 政策課 学校体育室（内３７７７） 
 
 ○文化部活動に関すること 
  文化庁 参事官（芸術文化担当）学校芸術教育室（内２８３２） 
  
 



（参考）学校教育活動を継続するためのチェックリスト 

 

 教職員や関係者の皆さまのこれまでの献身的な御努力に心から感謝申し上げ

ます。国内で高いレベルの感染状況が続く中、子供たちの学びを何としても継

続するため、緊急事態宣言の対象区域の学校はもとより、区域外の学校でも、

感染対策を徹底するための総点検をお願いします。 

 具体的には、各学校等において、以下の点について改めて再点検を行い、感

染対策の万全を期していただきますよう、お願いします。 

 

 

□ 登校・出勤前の健康観察などによる健康状態の把握に加え、登校後の体調

不良者の早期発見に努め、養護教諭等と連携した迅速な対応をとっています

か。 

 

□ 教職員についても、体調不良時には休みをとったり受診したりしやすい環

境の整備を工夫していますか。 

  

□ 教室等における常時換気（難しい場合には 30 分に１回以上、少なくとも

休み時間ごとに窓を全開）を励行するとともに、児童生徒等に温かい服装を

心掛けるよう指導し、学校内での防寒目的の衣服の着用等について、柔軟に

対応していますか（コートや防寒着・マフラー等の着用、ひざ掛け・毛布な

どの使用等）。 

 

□ 各教科等の学習活動や方法が、「衛生管理マニュアル」第３章「具体的な

活動場面ごとの感染症予防対策について」に示された、地域の感染レベルに

応じた活動の考え方に相応するものとなっていますか。 

（※全ての教科等についてチェック） 

 

□ 体育の授業を体育館など屋内で実施する必要がある場合は、呼気が激しく

なるような運動は避けるなど、体育における留意事項を徹底していますか。 

 

□ 給食、弁当、部室での食事、教職員の食事などを含め、すべての飲食の場

面において、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話

を控えるなどの対応を工夫していますか。また、食事後の歓談時には必ずマ

スクを着用するよう指導を徹底していますか。 

 

□ 部活動（その前後の活動も含む）において、地域毎の感染レベルに応じた

活動を行っていますか。特に、高等学校においては、地域の感染状況に応じ

て、感染リスクの高い活動を一時的に制限することも含め検討しています

か。 

（別紙） 



事 務 連 絡 

令和３年２月２２日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のための 

ガイドラインの改訂について（参考送付） 

 

 

新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められることが見込まれるとこ

ろ、この度、別添のとおり、令和２年６月５日に発出した「新型コロナウイルス感染症に対

応した持続的な学校運営のためのガイドライン」を改訂いたしましたのでお知らせします。 

新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 松原 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤、清野 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669, 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

International Affairs Division, 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 

February 22th, 2021 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS), 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

Revision of the Guideline for Continuous School Operation in response to COVID-19  

(for reference) 

 

As it is expected to take long-term countermeasures against COVID-19, we would like to 

announce that MEXT has revised the "Guideline for Continuous School Operation in response to 

COVID-19" issued on June 5, 2020. Please kindly find attached the file.  

We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 

about your response to the novel coronavirus disease. 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

 

 

 [Contact] 

Director: MATSUBARA Taro 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit Chief: KATO Hisano, Officer: SEINO Minako 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



 

 

 

２文科初第 1769 号  

令和３年２月 19 日  

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国公立大学法人の長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 殿 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

厚 生 労 働 事 務 次 官 

 

 

    文部科学事務次官         

藤 原  誠       

 

 

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイ

ドラインの改訂について（通知） 

 

これまで，新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営の在り方に関しては，令

和２年６月５日に発出した，新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営

のためのガイドライン等においてお伝えしてきたところです。 

新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められることが見込まれ

るところ，この度，本ガイドラインを別添１のとおり改訂することとしましたので，

お知らせします。 

主な改訂箇所は，別紙のとおりとなります。 

 

これらのことを，都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校（高

等課程を置く専修学校を含み，大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の

市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して，都道府県知事におかれては所轄の

学校法人に対して，国公立大学法人の長におかれてはその設置する附属学校に対して，

文部科学大臣所轄学校法人理事長におかれてはその設置する学校に対して，構造改革

特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の

学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社に対して，厚生労働省事務次官

におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して周知くださいますようお願い

します。 

 

【改訂】 

感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応や，臨時休業の

実施の考え方，やむを得ず学校に登校できない児童生徒への学習指導等につ

いて改訂しました。 



 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○全体に関すること 
  初等中等教育局 初等中等教育企画課（内４６７８） 

○保健管理に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８，２９７６） 

○学習指導に関すること 
初等中等教育局 教育課程課（内２３６７） 

○ＩＣＴの活用に関すること 
初等中等教育局 情報教育・外国語教育課（内２０８５） 

○心身の状況の把握，心のケア及び児童虐待対応に関すること 
初等中等教育局 児童生徒課（内２９０５） 

○学校図書館に関すること 
総合教育政策局 地域学習推進課（内３７１７） 

○学校給食に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２６９４） 

○部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課（内３７７７） 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内２８３２） 

○学校安全に関すること 

総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課（内２９６６） 

○子供の居場所確保に係る財産処分手続に関すること 
大臣官房 文教施設企画・防災部 施設助成課（内２４６４） 

○指導体制の確保に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 財務課（内２５８７） 
・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３２） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○教職員の勤務，非常勤職員等の業務体制の確保に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３２） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○障害のある児童生徒等に関すること 
初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 

○幼稚園に関すること 
  初等中等教育局 幼児教育課（内３１３６） 

○専修学校に関すること 

総合教育政策局 生涯学習推進課（内２９３９） 

○私立学校に関すること 
  高等教育局私学部 私学行政課（内２５３２） 

○国立大学附属学校に関すること 
総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○公立大学附属学校に関すること 

高等教育局 大学振興課（内３３７０） 



別紙 

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン 

主な改訂内容について 

 

 

○ 初版策定時（令和２年６月５日）における時限的な記載を恒久的な記載に修正 

 

○ 「３ 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応」において、

感染の不安を理由に登校しないケースを「出席停止・忌引き等の日数」として

扱いうる範囲をより明確に記載 

 「生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で，同居家族に

高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって，他に手段がない場合な

ど，合理的な理由があると校長が判断する場合」には，「出席停止・忌引等の日

数」として記録し，欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能 

 

 

○ 「４ 臨時休業の実施の考え方」において、以下の点を明記 

 児童生徒等・教職員の感染が確認された際にも直ちに臨時休業を行うのではなく、

保健所の調査や学校医の助言等を踏まえた上で、設置者が判断 

 地域一斉の臨時休業は、子供の健やかな学びの保障等の観点からも避けるべき 

 地域の社会経済活動全体の停止・制限に合わせて学校の臨時休業を検討する場合

でも、時差登校や分散登校、オンライン学習等を積極的に検討し、学びの継続に

取り組むべき 

 

 

○ 「５ 学習指導等」において、やむを得ず学校に登校できない児童生徒への学

習指導に係る記載を充実すると共に、「感染症や災害の発生等の非常時にやむ

を得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について（通知）」（令和３年２

月 19 日２文科初第 1733 号初等中等教育局長通知）を参照するよう追記 

 

 

○ これまでに発出された関連通知（授業目的公衆送信補償金制度、教職員のメン

タルヘルス対策、学校再開後の児童生徒等の心のケア等）の内容を追記 

 



１ 
 

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン 

 

１ 基本的考え方 

 

（１）趣旨 

新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められることが見込ま

れるところであるが，こうした中でも持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保

障していくため，学校における感染およびその拡大のリスクを可能な限り低減した

上で，学校運営を継続していく必要がある。 

本ガイドラインは，そのための学校運営の指針を示すものである。 

 

 （２）ガイドラインの対象及び対象期間 

本ガイドラインの対象は，幼稚園，幼保連携型認定こども園，小学校，中学校，義

務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校及び専修学校高等課程とする。 

本ガイドラインの対象期間は，新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年

法律第 31 号。以下「特措法」という。）第 15 条第１項の規定に基づく新型コロナウ

イルス感染症対策本部が設置されている期間とする。 

 

２ 学校における感染症対策の考え方 

 

学校においては，手洗いや咳エチケット，換気といった基本的な感染症対策に加え，

感染拡大リスクが高い「３つの密（密閉・密集・密接）」を徹底的に避ける，身体的距

離を確保するといった感染症対策を徹底することが必要である。 

学校における新型コロナウイルス感染症への対応を検討する上では，新型コロナウ

イルス感染症対策分科会の提言等を踏まえ，以下のような感染状況の段階に応じて行

うことが適切である。 

 

①特措法第 32 条第１項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態

宣言」という。）の対象となっている都道府県に相当する感染状況である地域 

 

②感染の拡大に注意を要する地域や，感染経路が不明な感染者が一定程度存在してい

たことなどにより当面の間注意を要する地域 

 

③感染が一定程度収束し，感染拡大が見られない地域 

 

３ 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応  

 

（１）衛生主管部局との連携 

児童生徒等及び教職員の感染が判明した場合又は児童生徒等及び教職員が感染者

別添１ 



２ 
 

の濃厚接触者に特定された場合には，衛生主管部局と連携し，感染者の行動履歴把

握や濃厚接触者の特定等のための調査に協力する。 

 

（２）出席停止等の取扱い 

①出席停止の措置を取るべき場合 

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定さ

れた場合には，学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 19 条の規定に基づく出

席停止の措置を取る。 

これに加えて，新型コロナウイルス感染症への対応として，児童生徒等に発熱等

の風邪の症状がみられるときにも，同条に基づく出席停止の措置を取る。感染がま

ん延している地域（２の①や②の感染状況の段階である地域）においては，同居の

家族に発熱等の風邪の症状がみられるときにも，出席停止の措置を取る。（教職員の

取扱いについては６（１）を参照） 

なお，出席停止の指示等を行った場合においては，当該児童生徒が授業を十分に

受けることができないことによって，学習に著しい遅れが生じることのないよう，

５（１）に記載の必要な措置を講じること等にも配慮する。 

   

②上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合 

保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等については，生活

圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で，同居家族に高齢者や

基礎疾患がある者がいるなどの事情があって，他に手段がない場合など，合理的な

理由があると校長が判断する場合には，指導要録上「出席停止・忌引等の日数」とし

て記録し，欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能である（幼稚園等については，

備考欄等にその旨を記載）。その判断に当たっては，特に小中学生は就学義務も踏ま

え，児童生徒の学びが保障されるよう配慮することが重要である。 

また，医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等に

ついては（３）を参照する。 

なお，海外から帰国・再入国した児童生徒等については，政府の水際対策の取組

として一定期間自宅等での待機の要請の対象となっている者は，当該待機の期間を

経ていることを確認した上で，健康状態に問題がなければ登校させて構わない。 

 

（３）医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等 

医療的ケアを必要とする児童生徒等（以下「医療的ケア児」という。）や基礎疾患

等がある児童生徒等については，主治医の見解を保護者に確認の上，登校の判断を

する。登校すべきでないと判断した場合の出欠の扱いについては，「非常変災等児童

生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで，校長が出

席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。また，指導要録上も「欠席

日数」とはせずに，「出席停止・忌引等の日数」として記録を行う（幼稚園等につい

ては，備考欄等にその旨を記載）。 
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併せて，医療的ケア児の登校に当たっては，事前に受入れ体制などを学校医等に

相談する。 

このほか，特別支援学校等における障害のある児童生徒等については，指導の際

に接触が避けられなかったり，多くの児童生徒等がスクールバス等で一斉に登校し

たりすることもあることから，こうした事情や，児童生徒等の障害の種類や程度等

を踏まえ，適切に対応する。 

 

４ 臨時休業の実施の考え方  

 

（１）児童生徒等や教職員の感染が確認された場合 

児童生徒等や教職員の感染が確認された場合，直ちに臨時休業を行うのではなく，

感染者の学校内での活動状況を踏まえ，保健所に臨時休業の実施の必要性について

相談する。 

学校においては，校長が感染者及び濃厚接触者を，出席停止とする（教職員の場

合には出勤させない扱いとする）が，これにとどまらず，学校の全部または一部の

臨時休業を行う必要があるかどうかについては，設置者が，保健所の調査や学校医

の助言等を踏まえて判断する。学校内で感染が広がっている可能性が高い場合など

には，その感染が広がっているおそれの範囲に応じて，保健所等と相談の上，学級

や学年単位など必要な範囲にとどめる。 

 

（２）地域の感染状況を踏まえた対応 

①学校教育活動の継続 

地域の感染状況により，警戒度を上げなければならない場合であっても，地域 

一斉の臨時休業については，学校における新型コロナウイルスのこれまでの感染 

状況や特性を考慮すれば，子供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点から 

も，避けるべきである。 

特に小学校及び中学校については，現時点で家庭内感染が大部分であることを 

踏まえれば，地域一斉の臨時休業は，当該地域の社会経済活動全体を停止するよ 

うな場合に取るべき措置である。 

中学生・高校生については，地域の感染状況に応じて，まずは例えばマスクを 

着用しないで行う感染リスクの高い活動を一時的に制限するなど，生徒の発達段 

階に合わせた柔軟な対応を検討すべきである。 

地域の社会経済活動全体の停止や制限に併せて学校の臨時休業を検討する場合 

にも，例えば時差登校や分散登校，オンライン学習等の可能性を積極的に検討し，

学びの継続に取り組むべきである。 

 

  ②緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域等 

   緊急事態宣言が出された場合において，特措法第 45 条第２項に基づき都道府県

知事より学校の施設の使用の制限又は停止等の要請を行ったり，同法第 24 条第７
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項や第 36 条第６項等に基づき，都道府県知事や市町村長が教育委員会に対し，必要

な措置を講ずることの要請を行ったりする場合がある。いずれの場合であっても，

学校の設置者は，児童生徒等の生活圏におけるまん延状況を把握し，児童生徒の学

びの保障も考慮しつつ，①も踏まえ，首長と十分相談を行い，臨時休業の必要性に

ついて判断する。 

 

（３）臨時休業を行う場合の留意点 

学校内で感染が広がったことを受けて臨時休業を行う場合や，地域の社会経済 

活動全体の停止等に併せて臨時休業を行う場合にも，以下の点に留意すべきであ 

る。 

 

①学校教育活動の継続  

臨時休業を行う場合には，児童生徒の学習に著しい遅れが生じることのないよう，

５（１）に記載の必要な措置等を講じる。 

また，地域の社会経済活動全体の停止等が長期化する場合などで，臨時休業が長

期化する場合には，緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域も含め，地

域の感染状況に応じ，学校の全部を休業とした上で任意の登校日を設ける方法や，

学校の一部を休業とした上で授業日としての登校日を設ける方法などにより，分散

登校（児童生徒等を複数のグループに分けた上でそれぞれが限られた時間，日にお

いて登校する方法）を行うことにより，感染リスクを可能な限り低減しつつ，学校

教育活動を継続することが重要である。 

この場合，時間帯又は日によって登校の対象とする学年又は学級を順次変える方

法や，学級を複数のグループに分けた上で，登校の対象とするグループを順次変え

る方法等により工夫することが考えられる。 

 

②児童生徒等の心身の状況の把握 

学校の全部を休業とする場合，学級担任等を中心として，電話等を通じ，臨時休

業に伴い自宅で過ごす児童生徒等及びその保護者との連絡を密にし，臨時休業期間

中において必ず定期的に児童生徒等の心身の健康状態を把握する。その際，保護者

だけではなく，児童生徒等本人とも直接電話等で会話するなどして，児童生徒等の

状況を的確に把握する。また，様々な悩みやストレス等に関し，必要に応じて養護

教諭やスクールカウンセラー等による支援（児童生徒の発達段階等に応じて電話に

よる相談を含む。）を行うとともに，相談窓口（「24 時間子供 SOS ダイヤル」や各自

治体において開設している相談窓口等）を適宜周知したり，設置したりするなど，

児童生徒等の心のケア等に配慮する。特に，要保護児童対策地域協議会に登録され

ている支援対象の児童生徒等に関しては，在宅時間が大幅に増加することに伴う児

童虐待のリスクも踏まえ，電話等で定期的に児童生徒等の状況を把握すること。加

えて，スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして児童相談所等の関係機関

と緊密に連携し，必要な支援を行う。 
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臨時休業期間中や分散登校期間中であっても，児童生徒等の状況等から，対面で

の指導（児童生徒等の心身の状況の把握や心のケアを含む。）等の必要性が高いと考

えられる場合には，感染症対策を徹底した上で，短時間の最小限度の範囲で行うこ

とも考えられる。 

①にも記載しているとおり，地域の感染状況に応じ，登校日を適切に設定するこ

とも考えられるが，登校日以外の日においても，体調面にも配慮した上で，虐待の

リスクなど特に配慮を要する児童生徒等一部の者については登校させたりするなど，

きめ細かな対応のための工夫を行う。 

   

③子供の居場所の確保 

学校の臨時休業を行う場合には，保護者が休暇を取得するなどの協力が必要とな

るが，子供の居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては，当該学校を臨時

休業とした趣旨を踏まえ，児童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮し，慎重に判

断する必要がある。特に，４（２）②における学校の臨時休業が行われる場合にあっ

ても，要請の趣旨を踏まえつつ，保護者が医療従事者である場合等について，都道

府県の首長部局等と十分に相談の上，居場所の確保について検討することが望まし

い。 

また，学校の一部を休業とする場合においても，分散登校に伴い，登校する児童

生徒の兄弟姉妹である幼児や低学年の児童が自宅で一人になる場合が生じることも

考えられるところであり，担当部局と相談し，地域全体としての子供の居場所づく

りに配慮する必要がある。 

その上で，子供の居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を

実施する場合には，一斉臨時休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス

感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用によ

る子どもの居場所の確保について（依頼）」（令和２年３月２日付け文部科学省初等

中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行う。その際，以下の点には特

に留意する。 

 

・学校の教室等の活用 

学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサービスにおいて通常

時より利用児童のニーズが高まることが考えられるため，密集性を回避し感染を防

止すること等から，一定のスペースを確保することが必要である。 

このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合は，国庫補助を受

けて整備した学校施設の一時使用であれば財産処分には該当せず，手続は不要であ

り，積極的に施設の活用を推進する。 

また，放課後等デイサービスについても，学校の臨時休業期間においては，放課

後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合でも報酬を

請求することを認めるので，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合

は，積極的に施設の活用を推進する。 
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・給食提供機能の活用 

子供の居場所確保に当たり，児童生徒等に対して学校給食の調理場や調理員を活

用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられ，地域の実情やニーズに応じて

対応を判断する。 

 

・幼稚園を臨時休業する場合の預かり保育等の提供 

幼稚園の臨時休業を行う場合には，幼稚園は一人で家にいることができない年齢

の幼児が利用していることを踏まえ，感染拡大防止のための万全の対策を講じた上

での預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通じて，必要な者に保育が提供

されないということがないよう，居場所の確保に向けた取組を検討する。特に，子

ども・子育て支援新制度や幼児教育・保育の無償化において保育の必要性の認定を

受けている幼児であって，保護者が医療従事者や社会の機能を維持するために就業

を継続することが必要な者である場合や，ひとり親家庭などで仕事を休むことが困

難な者の子供の保育が必要な場合等については積極的な対応を検討する。 

また，これらの居場所確保の取組に当たって昼食を提供することも工夫の一つと

考えられるため，地域の実情やニーズに応じて対応を判断する。 

 

④非常勤職員等の業務体制の確保 

 学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常勤職員を含む職員

全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体としての業務体制の確保に万全を期

す。具体的には，授業がない場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や児童

生徒の自宅等における学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給食調理

員の場合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒，

寄宿舎運営に係る検討等の業務，特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業

務等，外国語指導助手（ALT）の場合には授業準備の補助や児童生徒の家庭学習の支

援等を行うことが考えられ，補助金事業により配置される職員等を含め，他の職員

についても臨時休業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定される

ところであり，各教育委員会等において，当該非常勤職員についてはその任用形態

や学校の運営状況等を，補助金事業により配置される職員についてはその補助目的

を踏まえながら，適切に対応する。 

なお，基本的には上記の通り類似の業務を行うことにより対応することが考えら

れるが，これが困難である場合には，例えば，本人の同意を得て業務内容を変更し

て新たな業務を行わせることなど，適切に対応することが考えられる。 

また，やむなく職員を休業させる場合，休業手当の支給の判断を適切に行う。 

 

⑤分散登校日を設定する場合の出欠の取扱い等 

・学校の全部を休業とする場合 

学校の全部を休業とした上で任意の登校日を設定する場合は，指導要録上の「授
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業日数」（幼稚園等については教育日数。以下同じ。）には含まないものとして取り

扱う。 

 

・学校の一部を休業とする場合 

学校の一部を休業とした上で授業日としての登校日を設定する場合，児童生徒の

出欠の取扱いについては，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における

児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 29 日初等中等

教育局長通知）別紙等における考え方を踏まえ，以下のとおりとなる。 

・学年の全部を休業とした日数は授業日数には含めない。 

・学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ，授業のある児童生徒について

は出欠を記録するとともに，授業のない児童生徒については「出席停止・忌引等

の日数」として記録する（幼稚園等については，備考欄等にその旨を記載）。 

なお，出欠を記録する際には，本ガイドライン３（２）及び（３）に示したとお

り，やむを得ず学校に登校できない児童生徒等への必要な配慮を行う。 

 

５ 学習指導等  

 

 （１）学習指導 

・やむを得ず学校に登校できない児童生徒への学習指導等 

臨時休業や出席停止等により，やむを得ず学校に登校できないことに対しては，

学習に著しい遅れが生じることのないようにするとともに，規則正しい生活習慣を

維持し，学校と児童生徒との関係を継続することが重要である。このため，感染の

状況に応じて，地域や学校，児童生徒の実情等を踏まえながら，学校において必要

な措置を講じる。特に，一定の期間児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合

などには，例えば同時双方向型のウェブ会議システムを活用するなどして，指導計

画等を踏まえた教師による学習指導と学習把握を行うことが重要である。 

学習指導を行う際には，感染の状況に応じて，地域や学校，児童生徒の実情等を

踏まえながら，主たる教材である教科書に基づいて指導するとともに，教科書と併

用できる教材等（例えばデジタル又はアナログの教材，オンデマンド動画，テレビ

放送等）を組み合わせたり，ICT 環境を活用したりして指導することが重要である。

また，登校日の設定や家庭訪問の実施，電話や電子メールの活用等を通じて学習の

状況や成果をきめ細かく把握することが重要である。 

さらに，課題を配信する際には児童生徒の発達の段階や学習の状況を踏まえ，適

切な内容や量となるよう留意する。その際，「新型コロナウイルス感染症対策のため

に小学校，中学校，高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等につい

て」（令和２年４月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）別紙の「学習計画

表」等も参考に計画性を持った自宅等での学習が行われるよう工夫を講じる。また，

文部科学省においても，児童生徒の自宅等における学習の支援方策の一つとして，

それに資する教材等を「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており，本サイトを
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活用することも考えられる。 

家庭の事情等により特に配慮を要する児童生徒に対しては，ICT 環境の整備のた

め特段の配慮措置を講じたり，地域における学習支援の取組の利用を促したり，特

別に登校させたりするなどの対応をとることが必要である。 

特別支援学校等においては，児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階

等，学校の臨時休業等の状況等を十分踏まえ，個別の指導計画等の精査や見直しを

行う。加えて，自宅等における学習内容の提示や教材等の提供に当たっては，児童

生徒や必要に応じて協力を求める保護者等にとって実施しやすい方法や留意すべき

点等も合わせて分かりやすく示すこと等に配慮する。 

幼稚園については，各園が行うことができる活動はどういった内容や形態がある

か，教育のほか家庭及び地域における教育の支援も含め，各園における幼児や家庭

及び地域の状況を踏まえて検討する。その際，「子供の学び応援サイト」に掲載した

「新型コロナウイルス感染症への対応のための幼稚園等の取組事例集」も参考とし

つつ，家庭で過ごす幼児の教育支援や保護者支援等に取り組む。 

なお，新型コロナウイルス感染症を含む感染症や災害の発生等の非常時にやむを

得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導については，「感染症や災害の発

生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」（令和

３年２月 19 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）において，学習指導に関する

基本的な考え方や自宅等における学習の取扱い，指導要録上の取扱い等について示

しているので，参照されたい。 

 

（参考）子供の学び応援サイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 

・登校日の設定等による学校での指導の充実 

感染拡大防止に十分配慮しながら，教師が様々な工夫を行いつつ，学校における

指導を充実させるため，地域の感染状況や児童生徒・教職員の負担を勘案しつつ，

臨時休業期間中も登校日を設ける，学校の空き教室や社会教育施設等も最大限活用

して分散登校を実施するなどして，学校での指導を充実させることが考えられる。 

その際には，進路の指導の配慮が必要な小学校第６学年・中学校第３学年等の最

終学年の児童生徒が優先的に学習活動を開始できるよう配慮する。併せて，最終学

年以外の指導においては，教師による対面での学習支援が特に求められる小学校第

１学年の児童にも配慮する。なお，高等学校等においても，進学や就職を控えた高

等学校第３学年の生徒等に配慮するなど，生徒の発達段階や多様な学校の実態を踏

まえつつ，同等の対応を検討する。 

 

  ・登校再開後の対応 

児童生徒が学校に登校することができるようになった時点で，臨時休業等の間の

学習内容の定着を確認した上で，児童生徒の状況を踏まえ，可能な限り，教育課程
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内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習等の措置を講じる。 

また，必要に応じて，例えば１コマを 40 分や 45 分に短くしたうえでの一日当た

りの授業コマ数の増加等の時間割編成の工夫や長期休業期間の見直し，土曜日の活

用，学校行事の重点化や準備時間の縮減等の様々な工夫により，学校における指導

を充実させることが考えられる。 

その際には，児童生徒や教職員の負担軽減にも配慮する。なお，新型コロナウイ

ルス感染症対策のための臨時休業により，学校教育法施行規則に定める標準授業時

数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって，学校教育

法施行規則に反するものとはされないとされている。また，高等学校及び特別支援

学校高等部において，非常時に臨時休業を行い，学習指導要領に定める標準（35 単

位時間の授業を１単位として計算）を踏まえて編成した教育課程の単位時間数を下

回った場合であっても，弾力的に対処し，単位の修得の認定を行うことができる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により，上記のとおり各種の取組を行い学校に

おける指導を充実したとしても，なお年度当初予定していた内容の指導を本年度中

に終えることが困難である場合の特例的な対応として，学習指導要領に定める内容

が効果的に指導できるよう，個人でも実施可能な学習活動の一部を ICT 等を活用し

て授業以外の場において行うことなどにより，学校の授業において行う学習活動を，

教師と児童生徒の関わり合いや児童生徒同士の関わり合いが特に重要な学習への動

機付けや協働学習，学校でしか実施できない実習等に重点化することや，最終学年

以外の児童生徒に係る教育課程に関する特例的な対応として令和２年度の教育課程

だけでなく，令和３年度又は令和４年度までの教育課程を見通して検討を行い，学

習指導要領において指導する学年が規定されている内容を含め，次学年又は次々学

年に移して教育課程を編成することが考えられる。また，教科書発行者の協力も得

て，特例的な対応をとる際に参考となる年間指導計画参考資料を各教科書発行者の

ホームページに掲載しているため，必要に応じ参考にされたい。 

なお，幼稚園については，臨時休業中の幼児の家庭での生活の状況等も踏まえな

がら，幼児が発達に必要な体験を得られるよう活動を工夫する必要がある。その際

には，「子供の学び応援サイト」に掲載した「幼稚園等再開後の取組事例集」を必要

に応じて参考とされたい。 

 

（参考）子供の学び応援サイト「学校の先生へ」ページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00512.html 

子供の学び応援サイト「幼児教育について」ページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00456.html 

 

・ICT の活用 

やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導や学習状況の把握を行

う際には，ICT を最大限活用して遠隔で対応することが極めて効果的であることを

踏まえ，緊急時においては，学校の設置者や各学校の平常時における一律の各種 ICT
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活用ルールにとらわれることなく，家庭環境やセキュリティに留意しながらも，ま

ずは家庭のパソコンやタブレット，スマートフォン等の活用，学校の端末の持ち帰

りなど，あらゆる機器や環境を最大限活用する。そのために，各学校及び学校の設

置者において，家庭の通信環境について把握しておくことが必要である。一方，家

庭の端末等を活用することはあくまで緊急的な対応であり，各設置者において一刻

も早く児童生徒の ICT 環境を整えることが必要である。このため，各設置者におい

ては，「GIGA スクール構想」の実現に向けて，端末等の早期調達・納品に向けた更な

る取組を進めるとともに，やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し，家庭環

境や情報セキュリティに十分留意しながら，自宅等においても学習を継続できるよ

うオンライン学習が行える環境を積極的に整えること。 

また，ICT を活用した自宅等における学習に係る低所得世帯への通信費の支援に

ついては，就学援助（要保護児童生徒援助費補助金），特別支援教育就学奨励費（要

保護世帯）及び高校生等奨学給付金において，通信費相当額を支援しており，これ

らの支援制度等を周知し，活用を促す。 

さらに，ICT を活用した遠隔授業における著作物利用に係る著作権等の取扱いに

ついては，平成 30 年著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」によって，

教育機関の設置者が指定管理団体に補償金を支払うことで，授業の過程において必

要な限度で，原則として著作権者等の許諾を得ることなく様々な著作物の利用が可

能となっている。補償金額について，詳しくは指定管理団体「一般社団法人授業目

的公衆送信補償金等管理協会（サートラス）」の下記ウェブページに掲載の授業目的

公衆送信補償金規程を参照されたい。 

 

（参考）サートラス 認可関係資料 https://sartras.or.jp/ninka/ 

 

・各学年の修了及び卒業の認定等 

臨時休業等に伴い，やむを得ず学校に登校できない状況にある児童生徒等につい

ては，各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては，弾力的に対処し，その進

級，進学等に不利益が生じないよう配慮する。 

 

（２）学校図書館の活用 

学校図書館については，感染症対策を徹底した上で，時間帯を決めるなどして貸

出等を行うことが望ましいことのほか，特に分散登校をする場合において時間帯に

より登校する児童生徒が変わる場合，学校図書館を児童生徒の自習スペースとして

活用することも考えられる。 

 

（３）学校給食の実施 

「学校給食衛生管理基準」に基づく調理作業や配食を行うなど衛生管理を徹底す

ること，食事前後の手洗いを徹底することのほか，会食に当たっては飛沫を飛ばさ

ないよう，机を向かい合わせにしない，または会話を控えるなどの対応を行う。 
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臨時休業に伴い学校給食を休止する際には，関係事業者等と十分協議を行うなど，

関係者の理解と協力を得られるよう留意する。 

 

（４）部活動 

部活動の実施に当たっては，生徒の健康・安全を第一に考慮して，地域の感染状

況に応じて実施内容や方法を工夫する。 

なお，学校の全部を休業とする場合は，部活動は自粛する。 

 

（５）指導体制の確保 

学級を２つのグループに分けて指導を行う場合や土曜日に授業を行う場合には，

学校における対面指導の時間に加え，自宅等における学習の支援への対応や給食時

の対応，登下校の安全管理など，通常時とは異なる業務の発生も考慮した人的体制

を確保する必要がある。このため，教職員の役割等の校務分掌の見直し，勤務日や

勤務時間の適切な割振りを行うとともに，地域の感染状況に応じた加配教員や学習

指導員，スクール・サポート・スタッフの活用等を行うことにより，教職員の勤務負

担が過重とならないよう十分に留意しつつ，きめ細かな指導及び身体的距離を確保

するための指導体制の確保を図る。 

 

６ その他 

 

（１）教職員の勤務 

公立学校の教職員については，教職員本人が罹患した場合には病気休暇等を取得

させることや，発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合には特別休暇等を取得させること，教職員が濃厚接触者であるなど当該教職

員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念

義務の免除により学校へ出勤させないようにすることなど，各地方公共団体の条例

等にのっとり教職員の服務について引き続き適切な取扱いを行う。また，教職員が

学校へ出勤しない場合においては，在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣旨

を踏まえる。 

また，週休日である土曜日に登校日を設けたり授業を行ったりする場合には，教

職員の勤務日及び勤務時間について，各地方公共団体の条例等にのっとり，適切に

振替を行う。 

なお，学校の全部又は一部を休業する場合においては，教職員において，在宅勤

務や時差出勤のほか，管理職を含む学校の教職員がローテーションで出勤するなど

の自身の健康にも配慮する勤務形態の工夫を可能な範囲内で行いつつも，児童生徒

等の学習指導や児童生徒等の心のケア等を家庭任せにすることなく，必要な業務を

確実に継続することが求められる。 

併せて，学校現場で感染症対策や心のケア等を最前線で支える教職員の精神面の

負担にも鑑み，学校の管理職や設置者等は，教職員のメンタルヘルスにも十分配意
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する。 

 

（２）授業料等や修学支援等の取扱い  

臨時休業期間中の学校における授業料等納付金の取扱いについては，学校の設置

者の権限と責任において適切に定め，運用すべきものであるが，学校の教育活動に

必要となる費用を総合して定められているものであり，また，一時的に通学できな

い期間が生じたとしても，学びの保障のために学校による教育に関する様々な役務

の提供に取り組まれていることを踏まえれば，必ずしも授業料の返還が生じるもの

ではないと考えられる。 

この際，就学援助等については，その認定及び学用品費等の支給について，申請

期間の延長等，可能な限り柔軟な対応を行うとともに，新型コロナウイルス感染症

の影響等により家計が急変し年度の途中において認定を必要とする者について，速

やかな認定と必要な援助を行う。 

公立高等学校及び特別支援学校等において，新型コロナウイルス感染症の影響等

により，児童生徒等の学資を負担している者の状況が変化し，入学料，授業料等の

学納金の納付が困難な者に対して，各教育委員会においては，各地方公共団体にお

ける入学料等の免除，減額及び猶予に関する制度等も踏まえて配慮する。また，私

立学校においても，都道府県私立学校主管部課において，各私立学校における学納

金の免除，減額及び猶予等の柔軟な対応が行われるよう各私立学校を設置する学校

法人に対して周知いただきたい。また，私立学校の行う学納金の減免に対し，適切

な支援を行うことが望まれる。 

高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金については，各学校や高校生等の状

況に応じ，申請期間の延長や申請期限の複数回設定など生徒等に配慮した柔軟な対

応を行う。高等学校等就学支援金については，新型コロナウイルス感染症の影響に

より，生徒・保護者等からの書類提出が遅れる場合には，高等学校等就学支援金の

支給に関する法律（平成 22 年法律第 18 号）第６条第３項の「やむを得ない理由」

に該当するものとして取り扱って差し支えなく，また，高校生等奨学給付金などそ

の他の高校生等への修学支援についても同様に取り扱って差し支えない（その他の

高校生等への修学支援については，当該年度に支出可能なものに限る。）。 

また，新型コロナウイルス感染症の影響等により年度の途中において家計急変し

た高校生等に対し，公立高等学校等に在学する高校生等については，文部科学省が

実施する高等学校等修学支援事業費補助金（家計急変世帯への支援），私立高等学校

等に在学する高校生等については，同じく私立高等学校等経常費助成費補助金も活

用し，授業料減免措置等の必要な支援を行うとともに，高校生等奨学給付金につい

ては，令和２年度から家計急変世帯への支援の実施及び一部給付の早期化を可能と

したところであり，積極的に活用いただきたい。こうした高校生等に対する修学支

援について，各制度の内容や問合せ先を改めて生徒・保護者等に周知するなど，生

徒・保護者等の相談に対して丁寧な対応を行う。 

各自治体において実施している奨学金を必要とする高校生等に対しては，可能な



１３ 
 

限り速やかに弾力的な対応を行う。 

年度途中において所得が減少する世帯の増加が見込まれることから，これらの制

度については申請のあった者から随時審査を行うなど，可能な限り早期に支給や減

免等を行っていただきたい。 

更に，卒業年次の高校生等については，次年度の進路決定にあたり，経済的理由

により修学を断念することがないように，高等教育の修学支援新制度（給付型奨学

金及び授業料等減免），日本学生支援機構の貸与型奨学金（無利子・有利子）等，大

学等への進学に際して利用できる経済的支援施策についても周知を行う。 

なお，スクールバス代，空調費，寮費など対価性の強い納付金の使途となる費用

が臨時休業に伴って縮減される場合には，実際の費用の発生状況を踏まえつつ，例

えば，月毎，四半期・学期毎の事前納付の場合には，登校再開後の徴収金額の中で調

整することや，年間費用の事前納付の場合には，登校再開後の適切な時期に不用額

を返還することなどが考えられる。 

 

（３）児童生徒等の心身の状況の把握，心のケア等 

新型コロナウイルス感染症に起因するストレス，いじめ，偏見等に関し，相談窓

口（「24 時間子供 SOS ダイヤル」や各自治体において開設している相談窓口等）を適

宜周知するとともに，学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察やス

トレスチェック等により，児童生徒等の状況を的確に把握し，健康相談等の実施や

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面から

の支援など，管理職のリーダーシップのもと，関係教職員がチームとして組織的に

対応する。 

 

（４）感染者等に対する偏見や差別への対応 

感染者，濃厚接触者とその家族，この感染症の対策や治療にあたる医療従事者や

社会機能の維持に当たる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為

は，断じて許されないものであり，新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識

を基に，発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ，このような偏見や差別が生

じないようにする。 

 

（５）学校安全の確保 

①熱中症事故の防止について  

児童生徒の学習の遅れを補うため，夏季休業期間を短縮したり，夏季休業期間中

に登校日を設けたりする自治体や学校も考えられることから，その際の児童生徒等

の健康確保に向けた取組に一層留意する必要がある。このため，適切な水分補給や

処置を行うことができる環境の整備や，空調設備等の整備状況や気象状況等にも留

意した休業日等の取扱いについて万全を期す。 

 

②登下校時の安全確保について 
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児童生徒の登下校時の安全確保については，各学校において，児童生徒に対して

交通安全や防犯の観点も踏まえた安全指導を行うことや，地域と連携した見守り活

動の実施等に取り組むことが重要である。 

特に，感染症対策のため分散登校が実施される場合には，児童生徒が通学路を一

人で登下校するといったことも想定されるので，安全確保については特段の注意を

する必要がある。 

また，登下校時の安全確保については，教育委員会・学校と警察や自治体の交通

安全担当部署，PTA や保護者，地域のボランティア等との連携が重要であり，スクー

ルガード・リーダーなどの見守りの専門家も活用することが考えられる。その際，

特に通学に不慣れな小学校第１学年の通学中の安全確保については十分に注意する。 

 

（６）放課後児童クラブ等における学校の教室等の活用等  

放課後児童クラブ等においては，密集性を回避し感染を防止する観点等から，一

定のスペースを確保することが必要であることから，教育委員会と福祉部局が積極

的に連携を図り，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場合には積極的に

学校施設の活用を推進する。 

 

（７）学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等 

このガイドラインに示すもののほか，新型コロナウイルス感染症に対応した持続

的な学校運営の詳細については，学校における新型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアルその他の方法により別途示す。 
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新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン 新旧対照表 

（傍線部分は改訂部分） 

改訂後 改訂前 

１ 基本的考え方 

（略） 

 

２ 学校における感染症対策の考え方 

 

学校においては，手洗いや咳エチケット，換気といった基本的

な感染症対策に加え，感染拡大リスクが高い「３つの密（密閉・

密集・密接）」を徹底的に避ける，身体的距離を確保するといった

感染症対策を徹底することが必要である。 

学校における新型コロナウイルス感染症への対応を検討する

上では，新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言等を踏ま

え，以下のような感染状況の段階に応じて行うことが適切であ

る。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３ 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対

１ 基本的考え方 

（略） 

 

２ 学校における感染症対策の考え方 

 

新型コロナウイルス感染症と共に生きていく社会を前提とし

た場合，新規感染者数が限定的となった地域であっても，再度感

染が拡大する可能性がある。このため，長丁場に備え，手洗いや

咳エチケット，換気といった基本的な感染症対策に加え，感染拡

大リスクが高い「３つの密」を徹底的に避けるために，身体的距

離の確保（ソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタ

ンス）といった「新しい生活様式」に，学校を含めた社会全体が

移行することが不可欠である。 

学校における新型コロナウイルス感染症への対応を検討する

上では，新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等を踏

まえ，以下のような感染状況の段階に応じて行うことが適切であ

る。 

 

（略） 

 

３ 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対

別添２ 
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応 

 

（１） （略） 

（２）出席停止等の取扱い 

①出席停止の措置を取るべき場合 

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の

濃厚接触者に特定された場合には，学校保健安全法（昭和 33 年

法律第 56号）第 19 条の規定に基づく出席停止の措置を取る。 

これに加えて，新型コロナウイルス感染症への対応として，児

童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときにも，同条に基づ

く出席停止の措置を取る。感染がまん延している地域（２の①や

②の感染状況の段階である地域）においては，同居の家族に発熱

等の風邪の症状がみられるときにも，出席停止の措置を取る。（教

職員の取扱いについては６（１）を参照） 

なお，出席停止の指示等を行った場合においては，当該児童生

徒が授業を十分に受けることができないことによって，学習に著

しい遅れが生じることのないよう，５（１）に記載の必要な措置

を講じること等にも配慮する。 

 

②上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合 

保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒

等については，生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増

えている地域で，同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるな

どの事情があって，他に手段がない場合など，合理的な理由があ

応 

 

（１） （略） 

（２）出席停止等の取扱い 

①出席停止の措置を取るべき場合 

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の

濃厚接触者に特定された場合には，学校保健安全法（昭和 33 年

法律第 56号）第 19 条の規定に基づく出席停止の措置を取る。 

これに加えて，新型コロナウイルス感染症への対応として，児

童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときにも，同条に基づ

く出席停止の措置を取る。感染がまん延している地域（２の①や

②の感染状況の段階である地域）においては，同居の家族に発熱

等の風邪の症状がみられるときにも，出席停止の措置を取る。（教

職員の取扱いについては６（１）を参照） 

 

 

 

 

 

②上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合 

保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒

等については，新型コロナウイルス感染症については現時点で未

だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み，例えば，感染経

路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより，
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ると校長が判断する場合には，指導要録上「出席停止・忌引等の

日数」として記録し，欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能

である（幼稚園等については，備考欄等にその旨を記載）。その判

断に当たっては，特に小中学生は就学義務も踏まえ，児童生徒の

学びが保障されるよう配慮することが重要である。 

また，医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等の

ある児童生徒等については（３）を参照する。 

なお，海外から帰国・再入国した児童生徒等については，政府

の水際対策の取組として一定期間自宅等での待機の要請の対象

となっている者は，当該待機の期間を経ていることを確認した上

で，健康状態に問題がなければ登校させて構わない。 

（略） 

 

（３）（略） 

 

４ 臨時休業の実施の考え方 

 

（１）児童生徒等や教職員の感染が確認された場合 

児童生徒等や教職員の感染が確認された場合，直ちに臨時休業

を行うのではなく，感染者の学校内での活動状況を踏まえ，保健

所に臨時休業の実施の必要性について相談する。 

学校においては，校長が感染者及び濃厚接触者を，出席停止と

する（教職員の場合には出勤させない扱いとする）が，これにと

どまらず，学校の全部または一部の臨時休業を行う必要があるか

感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由

があると校長が判断する場合には，指導要録上「出席停止・忌引

等の日数」として記録し，欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも

可能である（幼稚園等については，備考欄等にその旨を記載）。 

また，医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等の

ある児童生徒等については（３）を参照する。 

なお，海外から帰国した児童生徒等については，政府の水際対

策の取組として一定期間自宅等での待機の要請の対象となって

いる者は，当該待機の期間を経ていることを確認した上で，健康

状態に問題がなければ登校させて構わない。 

（略） 

 

 

（３）（略） 

 

４ 臨時休業の実施 

 

（１）臨時休業を実施する場合の考え方 

①学校で感染者が発生した場合 

児童生徒等や教職員の感染が確認された場合，学校の設置者

は，濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間，学校の全部

又は一部の休業を実施する。また， 感染者の学校内での活動の状

況や地域の感染拡大の状況を踏まえ，学校内で感染が広がってい

る可能性が高いと判断した場合にも，学校の全部または一部の臨
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どうかについては，設置者が，保健所の調査や学校医の助言等を

踏まえて判断する。学校内で感染が広がっている可能性が高い場

合などには，その感染が広がっているおそれの範囲に応じて，保

健所等と相談の上，学級や学年単位など必要な範囲にとどめる。 

 

（２）地域の感染状況を踏まえた対応 

①学校教育活動の継続 

地域の感染状況により，警戒度を上げなければならない場合で

あっても，地域一斉の臨時休業については，学校における新型コ

ロナウイルスのこれまでの感染状況や特性を考慮すれば，子供の

健やかな学びの保障や心身への影響の観点からも，避けるべきで

ある。 

特に小学校及び中学校については，現時点で家庭内感染が大部

分であることを踏まえれば，地域一斉の臨時休業は，当該地域の

社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置である。 

中学生・高校生については，地域の感染状況に応じて，まずは

例えばマスクを着用しないで行う感染リスクの高い活動を一時

的に制限するなど，生徒の発達段階に合わせた柔軟な対応を検討

すべきである。 

地域の社会経済活動全体の停止や制限に併せて学校の臨時休

業を検討する場合にも，例えば時差登校や分散登校，オンライン

学習等の可能性を積極的に検討し，学びの継続に取り組むべきで

ある。 

 

時休業を行う。これらについては，感染した児童生徒等や教職員

の学校における活動の態様，接触者の多寡，地域における感染拡

大の状況及び感染経路の明否を踏まえて判断する。 

 

 

（２）臨時休業を行う場合の留意点 

①（新設） 
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②緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域等 

緊急事態宣言が出された場合において，特措法第 45 条第２項

に基づき都道府県知事より学校の施設の使用の制限又は停止等

の要請を行ったり，同法第 24 条第７項や第 36条第６項等に基づ

き，都道府県知事や市町村長が教育委員会に対し，必要な措置を

講ずることの要請を行ったりする場合がある。いずれの場合であ

っても，学校の設置者は，児童生徒等の生活圏におけるまん延状

況を把握し，児童生徒の学びの保障も考慮しつつ，①も踏まえ，

首長と十分相談を行い，臨時休業の必要性について判断する。 

 

 

 

（３）臨時休業を行う場合の留意点 

学校内で感染が広がったことを受けて臨時休業を行う場合や，

地域の社会経済活動全体の停止等に併せて臨時休業を行う場合

にも，以下の点に留意すべきである。 

 

①学校教育活動の継続  

臨時休業を行う場合には，児童生徒の学習に著しい遅れが生じ

ることのないよう，５（１）に記載の必要な措置等を講じる。 

また，地域の社会経済活動全体の停止等が長期化する場合など

で，臨時休業が長期化する場合には，緊急事態宣言の対象区域に

属すると特定された地域も含め，地域の感染状況に応じ，学校の

全部を休業とした上で任意の登校日を設ける方法や，学校の一部

②緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域等 

緊急事態宣言が出された場合において，特措法第 45 条第２項

に基づき都道府県知事より学校の施設の使用の制限又は停止等

の要請を行ったり，同法第 24 条第７項や第 36条第６項等に基づ

き，都道府県知事や市町村長が教育委員会に対し，必要な措置を

講ずることの要請を行ったりする場合がある。いずれの場合であ

っても，学校の設置者は，児童生徒等の生活圏におけるまん延状

況を把握し，児童生徒の学びの保障も考慮しつつ，臨時休業の必

要性について，首長と事前に十分相談を行い，必要に応じ学校の

臨時休業等の措置を講じる。 

 

 

（３）（新設） 

 

 

 

 

①分散登校日の設定 

学校の臨時休業を行う際，緊急事態宣言の対象区域に属すると

特定された地域も含め，地域の感染状況に応じ，学校の全部を休

業とした上で任意の登校日を設ける方法や，学校の一部を休業と

した上で授業日としての登校日を設ける方法などにより，分散登

校（児童生徒等を複数のグループに分けた上でそれぞれが限られ

た時間，日において登校する方法）を行うことにより，感染リス
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を休業とした上で授業日としての登校日を設ける方法などによ

り，分散登校（児童生徒等を複数のグループに分けた上でそれぞ

れが限られた時間，日において登校する方法）を行うことにより，

感染リスクを可能な限り低減しつつ，学校教育活動を継続するこ

とが重要である。 

この場合，時間帯又は日によって登校の対象とする学年又は学

級を順次変える方法や，学級を複数のグループに分けた上で，登

校の対象とするグループを順次変える方法等により工夫するこ

とが考えられる。 

 

②児童生徒等の心身の状況の把握 

学校の全部を休業とする場合，学級担任等を中心として，電話

等を通じ，臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒等及びその保護

者との連絡を密にし，臨時休業期間中において必ず定期的に児童

生徒等の心身の健康状態を把握する。その際，保護者だけではな

く，児童生徒等本人とも直接電話等で会話するなどして，児童生

徒等の状況を的確に把握する。また，様々な悩みやストレス等に

関し，必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支

援（児童生徒の発達段階等に応じて電話による相談を含む。）を行

うとともに，相談窓口（「24 時間子供 SOS ダイヤル」や各自治体

において開設している相談窓口等）を適宜周知したり，設置した

りするなど，児童生徒等の心のケア等に配慮する。特に，要保護

児童対策地域協議会に登録されている支援対象の児童生徒等に

関しては，在宅時間が大幅に増加することに伴う児童虐待のリス

クを可能な限り低減しつつ，学校教育活動を継続することが重要

である。 

この場合，時間帯又は日によって登校の対象とする学年又は学

級を順次変える方法や，学級を複数のグループに分けた上で，登

校の対象とするグループを順次変える方法等により工夫するこ

とが考えられる。 

 

 

 

 

②児童生徒等の心身の状況の把握 

学校の全部を休業とする場合，学級担任等を中心として，電話

等を通じ，臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒等及びその保護

者との連絡を密にし，休校期間中において必ず定期的に児童生徒

等の心身の健康状態を把握する（概ね２週間に１回程度）。その

際，保護者だけではなく，児童生徒等本人とも直接電話等で会話

するなどして，児童生徒等の状況を的確に把握する。また，様々

な悩みやストレス等に関し，必要に応じて養護教諭やスクールカ

ウンセラー等による支援（児童生徒の発達段階等に応じて電話に

よる相談を含む。）を行うとともに，相談窓口（「24 時間子供ＳＯ

Ｓダイヤル」や各自治体において開設している相談窓口等）を適

宜周知したり，設置したりするなど，児童生徒等の心のケア等に

配慮する。特に，要保護児童対策地域協議会に登録されている支

援対象の児童生徒等に関しては，在宅時間が大幅に増加すること
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クも踏まえ，電話等で定期的に児童生徒等の状況を把握するこ

と。加えて，スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして

児童相談所等の関係機関と緊密に連携し，必要な支援を行う。 

臨時休業期間中や分散登校期間中であっても，児童生徒等の状

況等から，対面での指導（児童生徒等の心身の状況の把握や心の

ケアを含む。）等の必要性が高いと考えられる場合には，感染症対

策を徹底した上で，短時間の最小限度の範囲で行うことも考えら

れる。 

①にも記載しているとおり，地域の感染状況に応じ，登校日を

適切に設定することも考えられるが，登校日以外の日において

も，体調面にも配慮した上で，虐待のリスクなど特に配慮を要す

る児童生徒等一部の者については登校させたりするなど，きめ細

かな対応のための工夫を行う。 

 

 

③子供の居場所の確保 

学校の臨時休業を行う場合には，保護者が休暇を取得するなど

の協力が必要となるが，子供の居場所確保に向けた取組を行うか

どうかについては，当該学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ，児

童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮し，慎重に判断する必要

がある。特に，４（２）②における学校の臨時休業が行われる場

合にあっても，要請の趣旨を踏まえつつ，保護者が医療従事者で

ある場合等について，都道府県の首長部局等と十分に相談の上，

居場所の確保について検討することが望ましい。 

に伴う児童虐待のリスクも踏まえ，電話等で定期的に児童生徒等

の状況を把握すること（概ね１週間に１回以上）。加えて，スクー

ルソーシャルワーカー等を活用するなどして児童相談所等の関

係機関と緊密に連携し，必要な支援を行う。 

臨時休業中や分散登校期間中であっても，児童生徒等の状況等

から，対面での指導（児童生徒等の心身の状況の把握や心のケア

を含む。）等の必要性が高いと考えられる場合には，感染症対策を

徹底した上で，短時間の最小限度の範囲で行うことも考えられ

る。 

①にも記載しているとおり，地域の感染状況に応じ，登校日を

適切に設定することも考えられるが，登校日以外の日において

も，体調面にも配慮した上で，虐待のリスクなど特に配慮を要す

る児童生徒等一部の者については登校させたりするなど，きめ細

かな対応のための工夫を行う。 

   

③子供の居場所の確保 

学校の臨時休業を行う場合には，保護者が休暇を取得するなど

の協力が必要となるが，子供の居場所確保に向けた取組を行うか

どうかについては，当該学校を臨時休業とした趣旨を踏まえ，児

童生徒等の間での感染拡大リスクを考慮し，慎重に判断する必要

がある。特に，４（１）②における学校の臨時休業が行われる場

合にあっても，要請の趣旨を踏まえつつ，保護者が医療従事者で

ある場合等について，都道府県の首長部局等と十分に相談の上，

居場所の確保について検討することが望ましい。 



 

8 
 

（略） 

 

・学校の教室等の活用 

学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサー

ビスにおいて通常時より利用児童のニーズが高まることが考え

られるため，密集性を回避し感染を防止すること等から，一定の

スペースを確保することが必要である。 

このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場

合は，国庫補助を受けて整備した学校施設の一時使用であれば財

産処分には該当せず，手続は不要であり，積極的に施設の活用を

推進する。 

（略） 

 

④非常勤職員等の業務体制の確保 

 学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常

勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体

としての業務体制の確保に万全を期す。具体的には，授業がない

場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や児童生徒の自宅

等における学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給

食調理員の場合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場

合は寄宿舎の清掃や消毒，寄宿舎運営に係る検討等の業務，特別

支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務等，外国語指導助

手（ALT）の場合には授業準備の補助や児童生徒の家庭学習の支援

等を行うことが考えられ，補助金事業により配置される職員等を

（略） 

 

・学校の教室等の活用 

学校の臨時休業に伴い，放課後児童クラブ，放課後等デイサー

ビスにおいて通常時より利用児童のニーズが高まることが考え

られるため，密集性を回避し感染を防止すること等から，一定の

スペースを確保することが必要である。 

このため，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場

合は，国庫補助を受けて整備した学校施設を使用する場合であっ

ても財産処分には該当せず，手続は不要であり，積極的に施設の

活用を推進する。 

（略） 

 

④非常勤職員等の業務体制の確保 

学校の臨時休業においては，各地域や学校の実情に応じ，非常

勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図るとともに，組織全体

としての業務体制の確保に万全を期す。具体的には，授業がない

場合であっても，非常勤講師の場合は授業準備や児童生徒の家庭

学習の支援，学校用務員の場合は学校施設の修繕，給食調理員の

場合は給食調理場等の清掃，消毒，寄宿舎の職員の場合は寄宿舎

の清掃や消毒，寄宿舎運営に係る検討等の業務，特別支援教育支

援員の場合は教材準備の補助の業務等を行うことが考えられ，補

助金事業により配置される職員等を含め，他の職員についても休

業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定され
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含め，他の職員についても臨時休業期間中も何らかの業務に携わ

ることが可能であると想定されるところであり，各教育委員会等

において，当該非常勤職員についてはその任用形態や学校の運営

状況等を，補助金事業により配置される職員についてはその補助

目的を踏まえながら，適切に対応する。 

（略） 

 

⑤分散登校日を設定する場合の出欠の取扱い等 

（略） 

 

・学校の一部を休業とする場合 

学校の一部を休業とした上で授業日としての登校日を設定す

る場合，児童生徒の出欠の取扱いについては，「小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び

指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 29 日初等中等教育

局長通知）別紙等における考え方を踏まえ，以下のとおりとなる。 

・学年の全部を休業とした日数は授業日数には含めない。 

・学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ，授業のあ

る児童生徒については出欠を記録するとともに，授業のない児童

生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録する（幼

稚園等については，備考欄等にその旨を記載）。 

なお，出欠を記録する際には，本ガイドライン３（２）及び（３）

に示したとおり，やむを得ず学校に登校できない児童生徒等への

必要な配慮を行う。 

るところであり，各教育委員会等において，当該非常勤職員につ

いてはその任用形態や学校の運営状況等を，補助金事業により配

置される職員についてはその補助目的を踏まえながら，適切に対

応する。 

（略） 

 

 

⑤分散登校日を設定する場合の出欠の取扱い等 

（略） 

 

・学校の一部を休業とする場合 

学校の一部を休業とした上で授業日としての登校日を設定す

る場合，児童生徒の出欠の取扱いについては，「小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び

指導要録の改善等について」（平成 31 年３月 29 日初等中等教育

局長通知）別紙等における考え方を踏まえ，以下のとおりとなる。 

・学年の全部を休業とした日数は授業日数には含めない 

・学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ，授業のあ

る児童生徒については出欠を記録するとともに，授業のない児童

生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録する（幼

稚園等については，備考欄等にその旨を記載） 

なお，出欠を記録する際には，「新型コロナウイルス感染症対策

のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習

指導について」（令和２年４月 10日付け初等中等教育局長通知。
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５ 学習指導等 

 

（１）学習指導 

・やむを得ず学校に登校できない児童生徒への学習指導等 

臨時休業や出席停止等により，やむを得ず学校に登校できない

児童生徒に対しては，学習に著しい遅れが生じることのないよう

にするとともに，規則正しい生活習慣を維持し，学校と児童生徒

との関係を継続することが重要である。このため，感染の状況に

応じて，地域や学校，児童生徒の実情等を踏まえながら，学校に

おいて必要な措置を講じる。特に，一定の期間児童生徒がやむを

得ず学校に登校できない場合などには，例えば同時双方向型のウ

ェブ会議システムを活用するなどして，指導計画等を踏まえた教

師による学習指導と学習把握を行うことが重要である。 

学習指導を行う際には，感染の状況に応じて，地域や学校，児

童生徒の実情等を踏まえながら，主たる教材である教科書に基づ

いて指導するとともに，教科書と併用できる教材等（例えばデジ

タル又はアナログの教材，オンデマンド動画，テレビ放送等）を

組み合わせたり，ICT 環境を活用したりして指導することが重要

である。また，登校日の設定や家庭訪問の実施，電話や電子メー

ルの活用等を通じて学習の状況や成果をきめ細かく把握するこ

とが重要である。 

以下「学習指導通知」という。）の３（２）に示したとおり，やむ

を得ず学校に登校できない児童生徒への必要な配慮を行う。 

 

５ 学習指導等 

 

（１）学習指導 

・臨時休業等に伴い登校できない児童生徒への学習支援 

臨時休業等により児童生徒が授業を十分に受けることができ

ないことによって，学習に著しい遅れが生じることのないよう，

学校が指導計画等を踏まえながら，教科書及びそれと併用できる

紙の教材，テレビ放送，オンライン教材・動画，同時双方向型の

オンライン指導等を組み合わせた家庭学習を課すとともに，登校

日の設定や家庭訪問の実施，電話や電子メールの活用等を通じて

教師による学習指導や学習状況の把握を適切に行い，児童生徒等

の学習を支援する必要がある。その際，「新型コロナウイルス感染

症対策のために小学校，中学校，高等学校等において臨時休業を

行う場合の学習の保障等について」（令和２年４月 21 日付け文部

科学省初等中等教育局長通知）別紙の「学習計画表」等も参考に

計画性を持った家庭学習を課すなどの工夫を講じる。また，文部

科学省においても，児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等

を「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており，家庭学習を課

す際に本サイトを活用することも考えられる。 

特別支援学校等においては，児童生徒の障害の状態や特性及び

心身の発達の段階等，学校の臨時休業等の状況等を十分踏まえ，



 

11 
 

さらに，課題を配信する際には児童生徒の発達の段階や学習の

状況を踏まえ，適切な内容や量となるよう留意する。その際，「新

型コロナウイルス感染症対策のために小学校，中学校，高等学校

等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について」（令和

２年４月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）別紙の「学

習計画表」等も参考に計画性を持った自宅等での学習が行われる

よう工夫を講じる。また，文部科学省においても，児童生徒の自

宅等における学習の支援方策の一つとして，それに資する教材等

を「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており，本サイトを活

用することも考えられる。 

家庭の事情等により特に配慮を要する児童生徒に対しては，

ICT 環境の整備のため特段の配慮措置を講じたり，地域における

学習支援の取組の利用を促したり，特別に登校させたりするなど

の対応をとることが必要である。 

特別支援学校等においては，児童生徒の障害の状態や特性及び

心身の発達の段階等，学校の臨時休業等の状況等を十分踏まえ，

個別の指導計画等の精査や見直しを行う。加えて，自宅等におけ

る学習内容の提示や教材等の提供に当たっては，児童生徒や必要

に応じて協力を求める保護者等にとって実施しやすい方法や留

意すべき点等も合わせて分かりやすく示すこと等に配慮する。 

幼稚園については，各園が行うことができる活動はどういった

内容や形態があるか，教育のほか家庭及び地域における教育の支

援も含め，各園における幼児や家庭及び地域の状況を踏まえて検

討する。その際，「子供の学び応援サイト」に掲載した「新型コロ

個別の指導計画等の精査や見直しを行う。加えて，家庭における

学習内容の提示や教材等の提供に当たっては，児童生徒や必要に

応じて協力を求める保護者等にとって実施しやすい方法や留意

すべき点等も合わせて分かりやすく示すこと等に配慮する。 

幼稚園については，各園が行うことができる活動はどういった

内容や形態があるか，教育のほか家庭及び地域における教育の支

援も含め，各園における幼児や家庭及び地域の状況を踏まえて検

討する。その際，「子供の学び応援サイト」に掲載した「新型コロ

ナウイルス感染症への対応のための幼稚園等の取組事例集」も参

考としつつ，家庭で過ごす幼児の教育支援や保護者支援等に取り

組む。 

また，児童生徒が学校に登校することができるようになった時

点で，臨時休業等の間の学習内容の定着を確認した上で，児童生

徒の状況を踏まえ，可能な限り，令和２年度の教育課程内での補

充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施する，家庭

学習を適切に課す等の必要な措置を講じる。 

なお，新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴

い学校に登校できない児童生徒に対し学校が課す家庭学習につ

いては，学習指導通知においてその基本的な考え方や学習評価へ

の反映，登校再開後の指導等について示しているので，参照され

たい。 

 

（参考）子供の学び応援サイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_0
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ナウイルス感染症への対応のための幼稚園等の取組事例集」も参

考としつつ，家庭で過ごす幼児の教育支援や保護者支援等に取り

組む。 

なお，新型コロナウイルス感染症を含む感染症や災害の発生等

の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学

習指導については，「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得

ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」（令和３年

２月 19 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）において，学

習指導に関する基本的な考え方や自宅等における学習の取扱い，

指導要録上の取扱い等について示しているので，参照されたい。 

 

（参考）子供の学び応援サイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien

/index_00001.htm 

 

・登校日の設定等による学校での指導の充実 

（略） 

 

・登校再開後の対応 

児童生徒が学校に登校することができるようになった時点で，

臨時休業等の間の学習内容の定着を確認した上で，児童生徒の状

況を踏まえ，可能な限り，教育課程内での補充のための授業や教

育課程に位置付けない補習等の措置を講じる。 

また，必要に応じて，例えば１コマを 40分や 45分に短くした

0001.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登校日の設定等による学校での指導の充実 

（略） 

 

また，登校再開後は，例えば１コマを 40分や 45分に短くした

うえでの一日当たりの授業コマ数の増加等の時間割編成の工夫

や長期休業期間の短縮，土曜日の活用，学校行事の重点化や準備

時間の縮減等の様々な工夫により，学校における指導を充実させ

ることが考えられる。 

その際には，新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業
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うえでの一日当たりの授業コマ数の増加等の時間割編成の工夫

や長期休業期間の見直し，土曜日の活用，学校行事の重点化や準

備時間の縮減等の様々な工夫により，学校における指導を充実さ

せることが考えられる。 

その際には，児童生徒や教職員の負担軽減にも配慮する。なお，

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により，学校教

育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課

程の授業時数を下回ったことのみをもって，学校教育法施行規則

に反するものとはされないとされている。また，高等学校及び特

別支援学校高等部において，非常時に臨時休業を行い，学習指導

要領に定める標準（35 単位時間の授業を１単位として計算）を踏

まえて編成した教育課程の単位時間数を下回った場合であって

も，弾力的に対処し，単位の修得の認定を行うことができる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により，上記のとおり各種の

取組を行い学校における指導を充実したとしても，なお年度当初

予定していた内容の指導を本年度中に終えることが困難である

場合の特例的な対応として，学習指導要領に定める内容が効果的

に指導できるよう，個人でも実施可能な学習活動の一部を ICT 等

を活用して授業以外の場において行うことなどにより，学校の授

業において行う学習活動を，教師と児童生徒の関わり合いや児童

生徒同士の関わり合いが特に重要な学習への動機付けや協働学

習，学校でしか実施できない実習等に重点化することや，最終学

年以外の児童生徒に係る教育課程に関する特例的な対応として

令和２年度の教育課程だけでなく，令和３年度又は令和４年度ま

により，学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編

成した教育課程の授業時数を下回ったことのみをもって，学校教

育法施行規則に反するものとはされないとされていることも踏

まえ，児童生徒や教職員の負担軽減にも配慮する。 

なお，新型コロナウイルス感染症の影響により，上記のとおり

各種の取組を行い学校における指導を充実したとしても，なお年

度当初予定していた内容の指導を本年度中に終えることが困難

である場合の特例的な対応等について，「新型コロナウイルス感

染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施における『学びの保

障』の方向性等について」（令和２年５月 15 日付け初等中等教育

局長通知）において示しているので，参照されたい。また，教科

書発行者の協力も得て，特例的な対応をとる際に参考となる資料

（小学校６年生・中学校３年生全教科）を「子供の学び応援サイ

ト」に掲載しており，義務教育段階の他の学年についても順次掲

載予定なので，必要に応じ参考にされたい。 

 

（参考）子供の学び応援サイト「学校の先生へ」ページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_

00512.html 
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での教育課程を見通して検討を行い，学習指導要領において指導

する学年が規定されている内容を含め，次学年又は次々学年に移

して教育課程を編成することが考えられる。また，教科書発行者

の協力も得て，特例的な対応をとる際に参考となる年間指導計画

参考資料を各教科書発行者のホームページに掲載しているため，

必要に応じ参考にされたい。 

なお，幼稚園については，臨時休業中の幼児の家庭での生活の

状況等も踏まえながら，幼児が発達に必要な体験を得られるよう

活動を工夫する必要がある。その際には，「子供の学び応援サイ

ト」に掲載した「幼稚園等再開後の取組事例集」を必要に応じて

参考とされたい。 

 

（参考）子供の学び応援サイト「学校の先生へ」ページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien

/mext_00512.html 

子供の学び応援サイト「幼児教育について」ページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien

/mext_00456.html 

 

・ICT の活用 

やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導や

学習状況の把握を行う際には，ICT を最大限活用して遠隔で対応

することが極めて効果的であることを踏まえ，緊急時において

は，学校の設置者や各学校の平常時における一律の各種 ICT 活用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＩＣＴの活用 

児童生徒に家庭学習を課す際や学習状況の把握を行う際には

ＩＣＴを最大限活用して遠隔で対応することが極めて効果的で

あることを踏まえ，今回が緊急時であることにも鑑み，学校の設

置者や各学校の平常時における一律の各種ＩＣＴ活用ルールに
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ルールにとらわれることなく，家庭環境やセキュリティに留意し

ながらも，まずは家庭のパソコンやタブレット，スマートフォン

等の活用，学校の端末の持ち帰りなど，あらゆる機器や環境を最

大限活用する。そのために，各学校及び学校の設置者において，

家庭の通信環境について把握しておくことが必要である。一方，

家庭の端末等を活用することはあくまで緊急的な対応であり，各

設置者において一刻も早く児童生徒のICT環境を整えることが必

要である。このため，各設置者においては，「GIGA スクール構想」

の実現に向けて，端末等の早期調達・納品に向けた更なる取組を

進めるとともに，やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対

し，家庭環境や情報セキュリティに十分留意しながら，自宅等に

おいても学習を継続できるようオンライン学習が行える環境を

積極的に整えること。 

また，ICT を活用した自宅等における学習に係る低所得世帯へ

の通信費の支援については，就学援助（要保護児童生徒援助費補

助金），特別支援教育就学奨励費（要保護世帯）及び高校生等奨学

給付金において，通信費相当額を支援しており，これらの支援制

度等を周知し，活用を促す。 

さらに，ICT を活用した遠隔授業における著作物利用に係る著

作権等の取扱いについては，平成 30 年著作権法改正による「授

業目的公衆送信補償金制度」によって，教育機関の設置者が指定

管理団体に補償金を支払うことで，授業の過程において必要な限

度で，原則として著作権者等の許諾を得ることなく様々な著作物

の利用が可能となっている。補償金額について，詳しくは指定管

とらわれることなく，家庭環境やセキュリティに留意しながら

も，まずは家庭のパソコンやタブレット，スマートフォン等の活

用，学校の端末の持ち帰りなど，あらゆる機器や環境を最大限活

用する。そのために，各学校及び学校の設置者において，家庭の

通信環境について至急把握する。 

一方，家庭の端末等を活用することはあくまで緊急的な対応で

あり，各設置者において一刻も早く児童生徒のＩＣＴ環境を整え

ることが必要である。このため，各設置者においては，令和元年

度補正予算，令和２年度補正予算における端末や通信機器整備支

援も活用し，直ちに調達行為に入るとともに，納期を分割するこ

となどにより，特に早急に整備が必要な分は優先的に整えるなど

の対応を行う。これにより，遅くとも令和２年８月までには，少

なくとも小学校第６学年・中学校第３学年等の最終学年の児童生

徒や，経済的理由等でＩＣＴ環境を準備できない家庭に対してＩ

ＣＴ環境が整備されることを目指す。 

また，ＩＣＴを活用した家庭学習に係る低所得世帯への通信費

の支援については，就学援助（要保護児童生徒援助費補助金），特

別支援教育就学奨励費（要保護世帯）及び高校生等奨学給付金に

おいて，通信費相当額を追加支給することとしており，これらの

支援制度等を周知し，活用を促す。 

さらに，ＩＣＴを活用した遠隔での指導等を行う際の著作物利

用に係る著作権等の取扱いについては，平成 30 年著作権法改正

による「授業目的公衆送信補償金制度」が４月 28 日に施行され，

著作権者等の許諾を得ることなく円滑な著作物利用が可能とな
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理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（サー

トラス）」の下記ウェブページに掲載の授業目的公衆送信補償金

規程を参照されたい。 

 

（参考）サートラス 認可関係資料 

https://sartras.or.jp/ninka/ 

 

・各学年の修了及び卒業の認定等 

臨時休業等に伴い，やむを得ず学校に登校できない状況にある

児童生徒等については，各学年の課程の修了又は卒業の認定に当

たっては，弾力的に対処し，その進級，進学等に不利益が生じな

いよう配慮する。 

 

（２）～（４）（略） 

 

（５）指導体制の確保 

学級を２つのグループに分けて指導を行う場合や土曜日に授

業を行う場合には，学校における対面指導の時間に加え，自宅等

における学習の支援への対応や給食時の対応，登下校の安全管理

など，通常時とは異なる業務の発生も考慮した人的体制を確保す

る必要がある。このため，教職員の役割等の校務分掌の見直し，

勤務日や勤務時間の適切な割振りを行うとともに，地域の感染状

況に応じた加配教員や学習指導員，スクール・サポート・スタッ

フの活用等を行うことにより，教職員の勤務負担が過重とならな

っていることに留意すること（補償金額については，令和２年度

は特例的に無償）。 

 

 

 

 

 

・各学年の修了及び卒業の認定等 

臨時休業等に伴い，やむを得ず学校に登校できない状況にあっ

た児童生徒については，各学年の課程の修了又は卒業の認定に当

たっては，弾力的に対処し，その進級，進学等に不利益が生じな

いよう配慮する。 

 

（２）～（４）（略） 

 

（５）指導体制の確保 

学級を２つのグループに分けて指導を行う場合や土曜日に授

業を行う場合には，学校における対面指導の時間に加え，家庭学

習の支援への対応や給食時の対応，登下校の安全管理など，通常

時とは異なる業務の発生も考慮した人的体制を確保する必要が

ある。このため，教職員の役割等の校務分掌の見直し，勤務日や

勤務時間の適切な割振りを行うとともに，地域の感染状況に応じ

た加配教員や学習指導員，スクール・サポート・スタッフの活用

等を行うことにより，教職員の勤務負担が過重とならないよう十
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いよう十分に留意しつつ，きめ細かな指導及び身体的距離を確保

するための指導体制の確保を図る。 

 

６ その他  

 

（１）教職員の勤務 

公立学校の教職員については，教職員本人が罹患した場合には

病気休暇等を取得させることや，発熱等の風邪症状により勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合には特別休暇等を取

得させること，教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤

することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務

や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないようにするこ

となど，各地方公共団体の条例等にのっとり教職員の服務につい

て引き続き適切な取扱いを行う。また，教職員が学校へ出勤しな

い場合においては，在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣

旨を踏まえる。 

また，週休日である土曜日に登校日を設けたり授業を行ったり

する場合には，教職員の勤務日及び勤務時間について，各地方公

共団体の条例等にのっとり，適切に振替を行う。 

なお，学校の全部又は一部を休業する場合においては，教職員

において，在宅勤務や時差出勤のほか，管理職を含む学校の教職

員がローテーションで出勤するなどの自身の健康にも配慮する

勤務形態の工夫を可能な範囲内で行いつつも，児童生徒等の学習

指導や児童生徒等の心のケア等を家庭任せにすることなく，必要

分に留意しつつ，きめ細かな指導及び身体的距離を確保するため

の指導体制の確保を図る。 

 

６ その他 

 

（１）教職員の勤務 

公立学校の教職員については，教職員本人が罹患した場合には

病気休暇等を取得させることや，発熱等の風邪症状により勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合には特別休暇等を取

得させること，教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤

することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務

や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないようにするこ

となど，各地方公共団体の条例等にのっとり教職員の服務につい

て引き続き適切な取扱いを行う。また，教職員が学校へ出勤しな

い場合においては，在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣

旨を踏まえる。 

また，週休日である土曜日に登校日を設けたり授業を行ったり

する場合には，教職員の勤務日及び勤務時間について，各地方公

共団体の条例等にのっとり，適切に振替を行う。 

なお，学校の全部又は一部を休業する場合においては，教職員

において，在宅勤務や時差出勤のほか，管理職を含む学校の教職

員がローテーションで出勤するなどの自身の健康にも配慮する

勤務形態の工夫を可能な範囲内で行いつつも，児童生徒等の学習

指導や児童生徒等の心のケア等を家庭任せにすることなく，必要
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な業務を確実に継続することが求められる。 

併せて，学校現場で感染症対策や心のケア等を最前線で支える

教職員の精神面の負担にも鑑み，学校の管理職や設置者等は，教

職員のメンタルヘルスにも十分配意する。 

 

（２）授業料等や修学支援等の取扱い  

臨時休業期間中の学校における授業料等納付金の取扱いにつ

いては，学校の設置者の権限と責任において適切に定め，運用す

べきものであるが，学校の教育活動に必要となる費用を総合して

定められているものであり，また，一時的に通学できない期間が

生じたとしても，学びの保障のために学校による教育に関する

様々な役務の提供に取り組まれていることを踏まえれば，必ずし

も授業料の返還が生じるものではないと考えられる。 

この際，就学援助等については，その認定及び学用品費等の支

給について，申請期間の延長等，可能な限り柔軟な対応を行うと

ともに，新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し

年度の途中において認定を必要とする者について，速やかな認定

と必要な援助を行う。 

公立高等学校及び特別支援学校等において，新型コロナウイル

ス感染症の影響等により，児童生徒等の学資を負担している者の

状況が変化し，入学料，授業料等の学納金の納付が困難な者に対

して，各教育委員会においては，各地方公共団体における入学料

等の免除，減額及び猶予に関する制度等も踏まえて配慮する。ま

た，私立学校においても，都道府県私立学校主管部課において，

な業務を確実に継続することが求められる。 

 

 

 

 

（２）授業料等や修学支援等の取扱い 

臨時休業期間中の学校における授業料等納付金の取扱いにつ

いては，学校の設置者の権限と責任において適切に定め，運用す

べきものであるが，学校の教育活動に必要となる費用を総合して

定められているものであり，また，当該期間など一時的に通学で

きない期間が生じたとしても，学びの保障のために学校による教

育に関する様々な役務の提供に取り組まれていることを踏まえ

れば，必ずしも授業料の返還が生じるものではないと考えられ

る。 

この際，就学援助等については，その認定及び学用品費等の支

給について，申請期間の延長等，可能な限り柔軟な対応を行うと

ともに，新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し

年度の途中において認定を必要とする者について，速やかな認定

と必要な援助を行う。 

公立高等学校及び特別支援学校等において，新型コロナウイル

ス感染症の影響等により，児童生徒等の学資を負担している者の

状況が変化し，入学料，授業料等の学納金の納付が困難な者に対

して，各教育委員会においては，各地方公共団体における入学料

等の免除，減額及び猶予に関する制度等も踏まえて配慮する。ま
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各私立学校における学納金の免除，減額及び猶予等の柔軟な対応

が行われるよう各私立学校を設置する学校法人に対して周知い

ただきたい。また，私立学校の行う学納金の減免に対し，適切な

支援を行うことが望まれる。 

高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金については，各学

校や高校生等の状況に応じ，申請期間の延長や申請期限の複数回

設定など生徒等に配慮した柔軟な対応を行う。高等学校等就学支

援金については，新型コロナウイルス感染症の影響により，生徒・

保護者等からの書類提出が遅れる場合には，高等学校等就学支援

金の支給に関する法律（平成 22 年法律第 18 号）第６条第３項の

「やむを得ない理由」に該当するものとして取り扱って差し支え

なく，また，高校生等奨学給付金などその他の高校生等への修学

支援についても同様に取り扱って差し支えない（その他の高校生

等への修学支援については，当該年度に支出可能なものに限

る。）。 

また，新型コロナウイルス感染症の影響等により年度の途中に

おいて家計急変した高校生等に対し，公立高等学校等に在学する

高校生等については，文部科学省が実施する高等学校等修学支援

事業費補助金（家計急変世帯への支援），私立高等学校等に在学す

る高校生等については，同じく私立高等学校等経常費助成費補助

金も活用し，授業料減免措置等の必要な支援を行うとともに，高

校生等奨学給付金については，令和２年度から家計急変世帯への

支援の実施及び一部給付の早期化を可能としたところであり，積

極的に活用いただきたい。こうした高校生等に対する修学支援に

た，私立学校においても，都道府県私立学校主管部課において，

各私立学校における学納金の免除，減額及び猶予等の柔軟な対応

が行われるよう各私立学校を設置する学校法人に対して周知い

ただきたい。また，私立学校の行う学納金の減免に対し，適切な

支援を行うことが望まれる。 

高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金については，各学

校や高校生等の状況に応じ，申請期間の延長や申請期限の複数回

設定など生徒等に配慮した柔軟な対応を行う。高等学校等就学支

援金については，新型コロナウイルス感染症の影響により，生徒・

保護者等からの書類提出が遅れる場合には，高等学校等就学支援

金の支給に関する法律（平成 22 年法律第 18 号）第６条第３項の

「やむを得ない理由」に該当するものとして取り扱って差し支え

なく，また．その他の高校生等への修学支援についても同様に取

り扱って差し支えない。 

また，新型コロナウイルス感染症の影響等により年度の途中に

おいて家計急変した高校生等に対し，公立高等学校等に在学する

高校生等については，文部科学省が実施する高等学校等修学支援

事業費補助金（家計急変世帯への支援），私立高等学校等に在学す

る高校生等については，同じく私立高等学校等経常費助成費補助

金も活用し，授業料減免措置等の必要な支援を行うとともに，高

校生等奨学給付金については，新たに家計急変世帯への支援の実

施及び一部給付の早期化を可能としたところであり，積極的に活

用いただきたい。こうした高校生等に対する修学支援について，

各制度の内容や問い合わせ先を改めて生徒・保護者等に周知する
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ついて，各制度の内容や問合せ先を改めて生徒・保護者等に周知

するなど，生徒・保護者等の相談に対して丁寧な対応を行う。 

（略） 

なお，スクールバス代，空調費，寮費など対価性の強い納付金

の使途となる費用が臨時休業に伴って縮減される場合には，実際

の費用の発生状況を踏まえつつ，例えば，月毎，四半期・学期毎

の事前納付の場合には，登校再開後の徴収金額の中で調整するこ

とや，年間費用の事前納付の場合には，登校再開後の適切な時期

に不用額を返還することなどが考えられる。 

 

（３）児童生徒等の心身の状況の把握，心のケア等 

新型コロナウイルス感染症に起因するストレス，いじめ，偏見

等に関し，相談窓口（「24 時間子供 SOS ダイヤル」や各自治体に

おいて開設している相談窓口等）を適宜周知するとともに，学級

担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察やストレス

チェック等により，児童生徒等の状況を的確に把握し，健康相談

等の実施やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

等による心理面・福祉面からの支援など，管理職のリーダーシッ

プのもと，関係教職員がチームとして組織的に対応する。 

 

（４）（略） 

 

（５）学校安全の確保 

①熱中症事故の防止について  

など，生徒・保護者等の相談に対して丁寧な対応を行う。 

（略） 

なお，スクールバス代，空調費，寮費など対価性の強い納付金

の使途となる費用が臨時休業に伴って縮減される場合には，実際

の費用の発生状況を踏まえつつ，例えば，月毎，四半期・学期毎

の事前納付の場合には，学校再開後の徴収金額の中で調整するこ

とや，年間費用の事前納付の場合には，学校再開後の適切な時期

に不用額を返還することなどが考えられる。 

 

 

（３）学校再開後における児童生徒等の心身の状況の把握，心の

ケア等 

学校再開後においては，学級担任や養護教諭等を中心としたき

め細かな健康観察やストレスチェック等により，児童生徒等の状

況を的確に把握し，健康相談等の実施やスクールカウンセラー・

スクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面からの支援

など，管理職のリーダーシップのもと，関係教職員がチームとし

て組織的に対応する。 

 

 

（４）（略） 

 

（５）学校安全の確保 

①熱中症事故の防止について  



 

21 
 

児童生徒の学習の遅れを補うため，夏季休業期間を短縮した

り，夏季休業期間中に登校日を設けたりする自治体や学校も考え

られることから，その際の児童生徒等の健康確保に向けた取組に

一層留意する必要がある。このため，適切な水分補給や処置を行

うことができる環境の整備や，空調設備等の整備状況や気象状況

等にも留意した休業日等の取扱いについて万全を期す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②登下校時の安全確保について 

児童生徒の登下校時の安全確保については，各学校において，

児童生徒に対して交通安全や防犯の観点も踏まえた安全指導を

行うことや，地域と連携した見守り活動の実施等に取り組むこと

が重要である。 

特に，感染症対策のため分散登校が実施される場合には，児童

生徒が通学路を一人で登下校するといったことも想定されるの

で，安全確保については特段の注意をする必要がある。 

また，登下校時の安全確保については，教育委員会・学校と警

児童生徒の学習の遅れを補うため，夏季休業期間を短縮した

り，夏季休業期間中に登校日を設けたりする自治体や学校も考え

られることから，その際の児童生徒等の健康確保に向けた取組に

一層留意する必要がある。このため，適切な水分補給や処置を行

うことができる環境の整備や，空調設備等の整備状況や気象状況

等にも留意した休業日等の取扱いについて万全を期す。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，学校教育活動にお

いては，児童生徒等及び教職員は，基本的には常時マスクを着用

することが望ましいと考えられるところ，気候の状況等により，

熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合

は，換気や児童生徒等の間に十分な距離を保つなどの配慮をした

上で，マスクを外すよう対応する。なお，体育の授業及び運動部

活動におけるマスク着用の必要はないが，感染リスクを避けるた

めには，児童生徒の間隔を十分に確保するなどの取扱いをする。 

 

②学校再開後における登下校時の安全確保について 

学校再開後の児童生徒の登下校時の安全確保については，各学

校において，児童生徒に対して交通安全や防犯の観点も踏まえた

安全指導を行うことや，地域と連携した見守り活動の実施等に取

り組むことが重要である。 

特に，感染症対策のため分散登校が実施される場合には，児童

生徒が通学路を一人で登下校するといったことも想定されるの

で，安全確保については特段の注意をする必要がある。 

また，登下校時の安全確保については，教育委員会・学校と警
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察や自治体の交通安全担当部署，PTA や保護者，地域のボランテ

ィア等との連携が重要であり，スクールガード・リーダーなどの

見守りの専門家も活用することが考えられる。その際，特に通学

に不慣れな小学校第１学年の通学中の安全確保については十分

に注意する。 

 

（６）放課後児童クラブ等における学校の教室等の活用等  

放課後児童クラブ等においては，密集性を回避し感染を防止す

る観点等から，一定のスペースを確保することが必要であること

から，教育委員会と福祉部局が積極的に連携を図り，教室，図書

館，体育館，校庭等が利用可能である場合には積極的に学校施設

の活用を推進する。 

 

 

（７）（略） 

 

察や自治体の交通安全担当部署，ＰＴＡや保護者，地域のボラン

ティア等との連携が重要であり，スクールガード・リーダーなど

の見守りの専門家も活用することが考えられる。その際，特に通

学に不慣れな小学校第１学年の通学中の安全確保については十

分に注意する。 

 

（６）学校再開後における放課後児童クラブ等における学校の教

室等の活用等  

学校再開後においても，放課後児童クラブ等においては，密集

性を回避し感染を防止する観点等から，一定のスペースを確保す

ることが必要であることから，教育委員会と福祉部局が積極的に

連携を図り，教室，図書館，体育館，校庭等が利用可能である場

合には積極的に学校施設の活用を推進する。 

 

（７）（略） 

 

 



事 務 連 絡 
令和３年３月 11 日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 

 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

在留外国人のお祭り等における 
新型コロナウイルス感染症対策の各国言語による周知について（参考送付） 

 
 

令和３年２月 19 日付け事務連絡にて「在留外国人のお祭り等における新型コロナウイル

ス感染症対策の徹底について」を参考送付したところですが、当該事務連絡の別紙箇所につ

いて 18 か国語に翻訳されましたのでお知らせします。 

新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、清野 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
March 11th, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS), 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
Announcement in several languages regarding countermeasures against novel coronavirus disease 
(COVID-19) for festivals of foreign residents (sent for reference) 
 
MEXT would like to inform you that the notification regarding “Thorough countermeasures 
against novel coronavirus disease (COVID-19) for festivals of foreign residents” sent to you on 
February 19th, 2021 have been translated into 18 languages. Please kindly find attached the files. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, Officer: SEINO Minako 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底につい

て」の周知事項等について 18 か国語に翻訳いたしました。翻訳素材として、在留外国

人への周知にご活用ください。 

 

事 務 連 絡 

令和３年３月 11 日 

 

各都道府県 

新型コロナウイルス感染症対策担当部局 御中 

 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 

 

在留外国人のお祭り等における 

新型コロナウイルス感染症対策の各国言語による周知について 

 

 

 平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力いただき感謝申し上げま

す。 

 これまで、「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナウイルス感染症対策の

徹底について」（令和２年 10 月 30 日、11 月 13 日、12 月 18 日、令和３年２月 19 日発

出）にて、在留外国人における大規模クラスター等の発生を防ぐとともに、自国の伝統や

風習等に基づき行うお祭り等が安全に開催できるよう、在留外国人担当部局などの関係部

局や、国際交流協会などの関係団体等と連携の上、在留外国人やその関係の方々に対し、

周知をお願いしてきたところですが、当該事務連絡の別紙箇所について 18 か国語に翻訳

（別添参照）いたしました。 

 つきましては、下記１から３にご留意いただきつつ、SNS や HP 等への掲載、チラシの

作成等、在留外国人における新型コロナウイルスの感染症拡大防止の広報に活用していた

だくよう、お願いいたします。 

なお、当室においても関係外交代表団や団体等と連携し、より有効な情報発信や支援を

引き続き進めてまいります。引き続き在留外国人に対する適切な感染拡大防止のための支

援等について御尽力、御協力をお願いします。 

 

記１：翻訳言語 

英語、アラビア語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、韓国語、フランス

語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、インドネシア語、タガログ語、カ

ンボジア語、ベトナム語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語 

 

記２：使用用途 

各都道府県において、SNS や HP 等への掲載やチラシの作成等の素材として適宜お使い

ください。 

※ 現在コロナ室では、今回お送りする翻訳文章を掲載したイラスト入りのチラシの

準備を進めております。チラシは準備が整い次第、電子ファイルにてお送りいたし



ます。 

 

※ 周知等を行っていただく際の方法として、すでに各都道府県におけるチラシ等の

フォーマット等があれば今回送付する翻訳素材を落とし込んでいただく形、後日当

室から送付するチラシを用いる形、どちらでも結構です。 

 

記３：備考 

今回行った翻訳は仮訳であり、必ずしも各国又は同国内における地域ごとの言い回し等

に即さない場合がございます。 

翻訳に関して改変等の必要がある場合は、各項目の趣旨に反しない範囲内において各都

道府県の御判断で行っていただいて結構です。 

なお、その結果、内容に齟齬が生じた場合については、当室として責任を負いかねます

のでご承知おきください。 

  

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室（総括班） 

担当者：八重樫、神前、重友、倉田、北村、山口、岩熊、石岡 

TEL：03-6257-1309 





事 務 連 絡 
令和３年４月１６日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 
 

学校の水泳授業における感染症対策について（参考送付） 
 
 
水泳の授業においては、児童生徒の密集・密接の場面が想定されるため、様々な感染リ

スクへの対策を講じる必要があることから、文部科学省が、「学校の水泳授業における感

染症対策について（令和３年４月９日通知）」を発出いたしましたのでお知らせします。 
 
新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、氏師 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
April 16th, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS), 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Countermeasures against the novel coronavirus disease (COVID-19) at swimming classes 
 
 
MEXT would like to announce that we issued “Countermeasures against the novel coronavirus 
disease (COVID-19) at swimming classes (Notification dated April 9, 2021)”, considering the 
necessity to take countermeasures in preparation for various risk of infection, as it is expected that 
students will be crowded and in close-contact at swimming classes. Please find attached the file. 
 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 
 

[Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, UJISHI Daiki 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



本事務連絡は、学校の水泳授業（幼稚園におけるプール活動を含む。）における感染症

対策の徹底をお願いするものです。 

事 務 連 絡  

令和３年４月９日  

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 

 各都道府県・指定都市教育委員会幼稚園主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課  

 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 

 独立行政法人国立高等専門学校機構担当 課 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

 受けた地方公共団体の学校設置会社担当 課 

 

ス ポ ー ツ 庁 政 策 課 学 校 体 育 室  

文部科学省初等中等教育局幼児教育課  

 

 

学校の水泳授業における感染症対策について 

 

 

体育は実技を伴う教科であるため、特に児童生徒の健康と安全を第一に考えて、学習の

内容や形態、授業の実施場所や時期等を総合的に考慮しながら、感染リスクへの対策が必

要となります。 

特に、水泳の授業においては、複数学級による合同授業の実施に伴い多くの児童生徒が

同時にプールや更衣室を使用したり、複数の児童生徒が組になる形態で安全の確認をし

ながら学習を行ったりするなど、児童生徒の密集・密接の場面が想定されるため、様々な

感染リスクへの対策を講じる必要があります。 

このため、児童生徒の健康と安全を第一に考えて、地域の感染状況を踏まえ、密集・密

接の場面を避けるなど、下記の事項を十分に踏まえた対策を講じた上で、水泳授業の実施

について検討してください。このことについては、幼稚園におけるプール活動についても

同様です。 

また、実施に当たっては、スポーツ庁が作成した「コロナ禍における体育、保健体育の

教師用指導資料」（https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/ 

jsa_00001.htm）も参考にしてください。 

このことについて、都道府県・指定都市教育委員会の学校体育主管課及び幼稚園主管課

におかれては、それぞれ域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、都道府県の私

立学校主管課におかれては、所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課にお

御中 



かれては、関係する附属学校に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受け

た地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄する学校設置会社が設置する

学校に対して、周知くださるようお願いします。 

 

記 

 

１．学校プールについては、学校環境衛生基準（平成２１年文部科学省告示第６０号）に

基づき適切に管理すること。特にプール水の遊離残留塩素濃度については、プールのど

の部分でも基準の濃度となるように管理すること。また、ドアノブやシャワーや洗眼器

の水栓など児童生徒が手を触れる箇所は、適宜消毒を行うこと。 

屋内プールについては、換気設備を適切に運転するなど換気を行うこと。また、学校

以外のプールを活用して授業を行う場合には、そのプールの管理者に対して学校環境

衛生基準及び本事務連絡に基づく適切な管理を徹底すること。 

 

２．毎朝の検温や健康観察により学習前の児童生徒の健康状態を把握し、体調が優れない

児童生徒の水泳授業への参加は見合わせること。 

授業を見学する児童生徒については、気温が高い日などは、熱中症にならないよう、

日陰で見学させたり、必要に応じてマスクを外し、他の児童生徒との距離を２ｍ以上確

保したりするよう指導すること。 

 

３．授業中、児童生徒に不必要な会話や発声を行わないよう指導するとともに、プール内

で密集しないよう、プールに一斉に大人数の児童生徒が入らないようにすること。プー

ル内だけでなくプールサイドでも児童生徒の間隔は２ｍ以上を保つことができるよう

にすること。 

 

４．授業中、手をつないだり、体を支えたりするなど、児童生徒が密接する活動は避ける

こと。例えば、バディシステムについても、児童生徒によるプールサイドでの人数確認

は、事故防止の上で重要であるが、複数の児童生徒が組になる形態であるので、感染リ

スクに十分注意して運用すること。 

 

５．更衣室については、児童生徒の身体的距離を確保することが困難である場合は、一斉

に利用させず少人数の利用にとどめること。更衣室利用中は、不必要な会話や発声をし

ないよう児童生徒に指導すること。水泳の授業中はマスクを外すことになるので、マス

クの適切な取扱いについて指導するとともに、更衣室利用の前後に手洗いを徹底する

こと。また、更衣室のドアノブやスイッチ、ロッカーなど児童生徒が手を触れる箇所は、

適宜消毒を行うこと。 

 

６．水泳の授業で児童生徒が使用するタオルやゴーグルなどの私物の取り違えや貸し借

りをしないよう指導すること。 



 

７．水泳授業を実施する際には、以上の感染症対策について学校内で共有するとともに、

児童生徒や保護者の理解を図ること。 

 

８．幼稚園においてプール（ビニールプールを含む）を活用した活動を行う場合も、上記

１．～７．を十分に踏まえた対策を講じること。なお、幼児期の特性から、必ずしも幼

児が１．～７．に基づく対応を直ちに実施できない場合もあると考えられるが、幼児が

感染症予防の必要性を理解できるように説明を工夫するとともに、幼児自身が自分で

できるようになっていくために十分な時間を確保すること。 

 

 

 

【本件担当】 

〔水泳授業の全般に関すること〕 

スポーツ庁政策課学校体育室 

電話 03-5253-4111（内線 2674） 

〔幼稚園におけるプール活動に関すること〕 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

電話 03-5253-4111（内線 2376） 

 



事 務 連 絡 
令和３年４月２１日  

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 

 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

在留外国人のお祭り等における 
新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（参考送付） 

 
 

このたび、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、近日中に想定されるお祭

り等が安全に開催できるよう、別添の事務連絡（「在留外国人のお祭り等における新型コロ

ナウイルス感染症対策の徹底について（第５報）令和３年４月２１日」が発出されましたの

でお知らせします。 

新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について、適切に御判断いただくための

検討材料としていただけますと幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、氏師 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
April 21st, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS), 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Thorough countermeasures against novel coronavirus disease (COVID-19)  
for festivals of foreign residents 

 
 
MEXT would like to announce that the Office for Novel Coronavirus Disease Control, 
Cabinet Secretariat has issued “Thorough countermeasures against novel coronavirus disease 
(COVID-19) for festivals of foreign residents (Notification dated April 21st, 2021)”, in order to 
be able to hold safely upcoming festivals. Please kindly find attached the file. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 
about your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, UJISHI Daiki 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



在留外国人が自国の伝統や風習等に基づきお祭り等を行うに当たり、言葉の壁等により

適切な感染防止策に取り組むことができないということがないよう、感染防止策につい

て速やかな周知をお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和３年４月 21 日 

 

各都道府県 

新型コロナウイルス感染症対策担当部局 御中 

 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 

 

在留外国人のお祭り等における 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（第５報） 

 

 

 平素から新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力いただき感謝申し上げま

す。 

 ご承知の通り、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪

府、兵庫県及び沖縄県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、当該区域におい

ては不要不急の外出自粛等が要請されているところですが、当該区域以外においても引き

続き、基本的な感染防止策の徹底が求められます。 

 こうした中、「在留外国人が参加するお祭り等における新型コロナウイルス感染症対策

の徹底について」（令和２年 10 月 30 日、11 月 13 日、12 月 18 日、令和３年２月 19 日発

出）でお知らせしてきましたとおり、在留外国人における大規模クラスター等が発生しな

いよう早期かつ適切な対応を行うべく、在留外国人に対する情報発信等の取り組みが求め

られているところです。 

 在留外国人においては、自国の伝統や風習等に基づき行うお祭り等を実施するに当た

り、言葉の壁等により適切な感染防止策に取り組めない状況があるのであれば、必要な支

援を講ずる必要があります。 

 つきましては、当面、近日中に想定される下記１のお祭り等が安全に開催できるよう、

在留外国人担当部局等の関係部局や、国際交流協会等などの関係団体等と連携の上、在留

外国人やその関係の方々に対し、下記２の点について、速やかな周知をお願いします。 

なお、当室においても関係外交代表団や団体等と連携し、より有効な情報発信や支援を

進めてまいります。引き続き、在留外国人に対する適切な感染拡大防止のための支援等に

ついて御尽力、御協力をお願いします。 

 

記１ 

直近の主なお祭り等（地域によって、日程が異なる可能性があることに留意） 

・ ４月 21 日 フン王祭り（ベトナム） 

・ ５月 13 日 キリスト昇天祭（インドネシア） 

・ ５月 13 日～14 日  ラマダン明け大祭（ミャンマー、インドネシア、ネパール 等） 



・ ５月中旬  ブン・バンファイ（タイ） 

・ ５月 25 日 カソン満月の祭り（ミャンマー） 

・ ５月下旬～６月上旬 聖体祭（ブラジル、ボリビア 等） 

・ ６月 21 日 アイマラ暦元旦（ボリビア） 

・ ７月下旬  メッカ巡礼祭（ミャンマー、インドネシア、ネパール 等） 

 

記２ 

 体調が悪い場合は、イベントや会食に参加しないこと。 

 密が発生しやすい場所や基本的な感染防止策が徹底されていないイベントや会食への

参加を控えること。特に、多数の人が密集し、かつ、大声等の発生を伴う行事、パーテ

ィー等への参加は控えること。 

 イベントや会食の参加に当たっては、適切な対人距離の確保、手指消毒、マスクの着用、

大声での会話の自粛など、適切な感染防止策を徹底すること。 

 街頭や飲食店での大量または深夜にわたる飲酒や、飲酒しての行事への参加は、その行

事の特性を踏まえつつ、なるべく自粛すること。 

 必要に応じて、家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなどの新し

い楽しみ方を検討すること。 

 新型コロナウイルス感染症に感染したと疑われる場合で、医療機関への受診等に関し

て疑問等がある場合には、居住する自治体の相談窓口等に電話すること。 

（以上） 

 

【参考①：当室の外国人向け新型コロナウイルス感染症回避のためのポスター等（19言語）】 
英語：https://corona.go.jp/en/、アラビア語：https://corona.go.jp/ar/、 

イタリア語：https://corona.go.jp/it/、スペイン語：https://corona.go.jp/es/、 

ドイツ語：https://corona.go.jp/de/、ロシア語：https://corona.go.jp/ru/、 

韓国語：https://corona.go.jp/ko/、フランス語：https://corona.go.jp/fr/、 

ポルトガル語：https://corona.go.jp/pt/、中国語（簡体字）：https://corona.go.jp/zh-cn/、 

中国語（繁体字）：https://corona.go.jp/zh-tw/、インドネシア語：https://corona.go.jp/id/、 

タガログ語：https://corona.go.jp/tl/、カンボジア語：https://corona.go.jp/km/ 

ベトナム語：https://corona.go.jp/vi/、タイ語：https://corona.go.jp/th/、 

ミャンマー語：https://corona.go.jp/my/、ネパール語：https://corona.go.jp/ne/ 

やさしい日本語：https://corona.go.jp/ja-easy/ 

 

※ やさしい日本語を除く 18 言語については、在留外国人が参加するお祭り等における留意事項を翻訳したチラシも

ございますので、是非ご活用ください 

 
【参考②：電話相談窓口】 
○ 各都道府県の相談窓口（医療機関への受診に関する疑問） 

・やさしい日本語：https://www.c19.mhlw.go.jp/area-jp.html 

・英語：ttps://www.c19.mhlw.go.jp/area-en.html 
・ポルトガル語：https://www.c19.mhlw.go.jp/area-pt.html 
・中文（簡体）：https://www.c19.mhlw.go.jp/area-cs.html 
・中文（繁体）：https://www.c19.mhlw.go.jp/area-ct.html 

・韓国語：https://www.c19.mhlw.go.jp/area-kr.html 

 

○ 厚生労働省電話相談窓口（発生状況、全般に関する疑問） 



・電話番号 0120-565-653（9 時から 21 時対応） 

・対応言語 英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語※、ベトナム語※ 

          ※タイ語は 9 時から 18 時対応、ベトナム語は 10 時から 19 時対応 

 
【参考③：外国人の生活支援にかかる情報等】 
○ 外国人在留支援センター（FRESC）（出入国在留管理庁） 

  http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html 

 
○ 外国人生活支援ポータルサイト 

各省の支援施策や地域における外国人向けの生活相談窓口の一覧等を言語別に掲載。 

トップページ：http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

 

【問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室（総括班） 

担当者：八重樫、多田、阪本、坂本、重友、倉田、北村、山口、岩熊、石岡 

TEL：03-6257-1309 



事 務 連 絡 

令和３年４月２８日 

 

各都道府県各種学校所管課 

日本インターナショナルスクール協議会  御中 

在日ブラジル学校協議会 

 

 

文部科学省大臣官房国際課  

 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～『学校の新しい生活様式』～」の改訂について（参考送付） 

 

 

この度、令和２年１２月３日付け事務連絡にて改訂をお知らせした「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」を再

び改訂しましたので、別添のとおりお知らせいたします。今般の新型コロナウイルス感染

症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための検討材料としていただけます

と幸いです。 

各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 

日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

（本件連絡先） 

文部科学省大臣官房国際課 

国際協力企画室長 松原 

人物交流専門官  小野 

外国人教育政策係 加藤、氏師 

Tel：03-5253-4111（内線 3222） 

Fax：03-5253-3669, 

E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 

 

 

International Affairs Division,  

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 

April 28th, 2021 

 

Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 

Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 

 

Revision of “New School Lifestyle –COVID-19 Infection Control Manuals and 

Guidelines for schools” 

 

 

MEXT would like to announce that we revised again the “New School Lifestyle –COVID-19 

Infection Control Manuals and Guidelines for schools” which we sent as a reference in the 

administrative notification dated December 3rd, 2020. Please kindly find attached files. 

We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration 

about your response to the novel coronavirus disease. 

 

To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 

notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 

your jurisdiction. 

To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 

 

 [Contact] 

Director: MATSUBARA Taro 

Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 

Unit Chief: KATO Hisano, UZISHI Daiki 

Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 

Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



事 務 連 絡 
令和 3 年 5 月 10 日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏ま 
えた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染 
症への対応に関する留意事項について（参考送付） 

 
このたび、内閣総理大臣より、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県の４都府県を対象区域

として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく「新型

インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）」の期間が 5 月 31 日まで

延長されるとともに、愛知県及び福岡県を対象区域として 5 月 12 日から 5 月 31 日までを

期間とし新たに緊急事態宣言が行われました。また、既にまん延防止等重点措置を実施すべ

き区域（以下「重点措置区域」という。）とされていた埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県及

び沖縄県の措置期間が 5 月 31 日まで延長されるとともに、5 月 9 日から 5 月 31 日までを

期間として北海道、岐阜県及び三重県が新たに重点措置区域とされました。 
これを踏まえ、文部科学省から、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態

宣言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対

応に関する留意事項について（令和 3 年 5 月 7 日通知）」を発出しましたのでお知らせいた

します。 
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくため

の検討材料としていただけますと幸いです。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周知く

ださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加盟校

に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、氏師 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 



(Tentative translation) 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
May 10, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Notification regarding countermeasures against COVID-19 at elementary schools 
and junior and senior high schools based on the Declaration of a state of emergency 

 
 
The Prime Minister of Japan has announced that the period of the Declaration of a state of 
emergency targeting Tokyo, Kyoto, Osaka, and Hyogo Prefecture has been extended until 31 
May, and that the state of emergency has been newly declared for Aichi and Fukuoka 
prefectures from 12 May until 31 May. In addition, the period for the Priority preventive 
measures stipulated for Saitama, Chiba, Kanagawa, Ehime, and Okinawa prefectures has be 
extended until 31 May, and the period for priority measures newly stipulated for Hokkaido, 
Gifu, and Mie prefectures has be extended from 9 May to 31 May. 
Accordingly, MEXT has issued its "Notification regarding Countermeasures against COVID-19 
at Elementary Schools and Junior and Senior High Schools based on the Declaration of the 
State of Emergency in accordance with the Act on Special Measures against Pandemic 
Influenza and New Infectious Diseases" (Notification dated 7 May 2021). Please find attached 
the file. 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration about 
your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this notification 
to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, UJISHI Daiki 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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事 務 連 絡 

令和３年５月７日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏ま

えた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染

症への対応に関する留意事項について 

 

このたび、内閣総理大臣より、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県の４都府県を対象

区域として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）」の期間が５月

31 日まで延長されるとともに、愛知県及び福岡県を対象区域として５月 12 日から５月

31 日までを期間とし新たに緊急事態宣言が行われました。また、既にまん延防止等重点

措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」という。）とされていた埼玉県、千葉県、

神奈川県、愛媛県及び沖縄県の措置期間が５月 31 日まで延長されるとともに、５月９日

から５月 31 日までを期間として北海道、岐阜県及び三重県が新たに重点措置区域とさ

れ、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下「対処方針」

という。）」が改訂されました。 

各学校等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校高等課程を

いう。以下同じ。）及び設置者におかれては、改訂された基本的対処方針等に基づくとと

もに、下記に御留意の上、新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いします。 

各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校高等課程を含む。

以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会教育長におか

れては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社

を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長にお

かれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長に

おかれては、その管下の学校に対し、厚生労働省社会・援護局長におかれては所管の専

修学校高等課程に対し、周知いただくようお願いします。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間の

延長及びまん延防止等重点措置の公示が行われたことを踏まえ、各学校

等及び設置者において、改めて感染症対策の徹底をお願いいたします。 



2 

 

記 

 

１．感染症対策の徹底 

  現在、懸念される変異株の感染者数が増加傾向にあり、各地で変異株の感染者割合

が上昇するとともに、急速に従来株から変異株への置き換わりが進みつつある状況に

あります。また、感染力の強い変異株の拡大により、屋外飲食のような３密ではない

状況でもクラスターが発生している事案なども確認されております。このような感染

状況に鑑み、例えば、児童生徒等に発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しない

ことを徹底することや屋外においても十分な感染症対策を講じていただくことなど、

各学校等及びその設置者におかれては以下の通知等も踏まえ、感染症対策を一層徹底

いただきたいこと。 

  ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、

中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留

意事項について」（令和３年１月８日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文

化庁次長連名通知） 

    https://www.mext.go.jp/content/20210108-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 

  ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ た小学校、

中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留

意事項について」（令和３年４月 23 日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・

食育課事務連絡） 

    https://www.mext.go.jp/content/20210423-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf 

  ・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の

新しい生活様式」～（令和３年４月 28 日 Ver.６） 

    https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html 

 

２．部活動の「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い活動」の制限等 

各学校においては、これまでも地域の感染状況に応じた対策を講じていただいてい

るところですが、一部の部活動で、練習や試合、又はそれに付随する飲食等の行動が

原因と思われるクラスターが複数発生しているところです。 

こうした不十分な対策による感染拡大の事案が今後も発生すれば、他の地域や学校

等の部活動や大会の実施にも影響を与えかねないこととなります。 

このことも踏まえ、緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域に属する地域におけ

る部活動の実施に当たっては、感染状況に応じて、別紙に示す具体例をもとに、屋内

外を問わず、これまで以上に感染症対策を徹底していただきたいこと。 

 

３．学校教育活動の継続 

学校においては、地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能な限り、

学校行事や部活動等も含めた学校教育活動を継続し、子供の健やかな学びを保障して

いくことが重要であること。 

  また、感染不安などを理由とした地域一斉の臨時休業については、子供の学びの保
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障や心身への影響、学齢期の子供がいる医療従事者等の負担等の観点を考慮し、慎重

に検討する必要があること。特に、小学校及び中学校については、現時点で家庭内感

染が大部分であることも踏まえれば、子供の健やかな学びの保障や心身への影響等の

観点からも、地域一斉の臨時休業は避けるべきであること。 

 

４．変更後の対処方針 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030507.pdf 

 

（学校の取扱いに係る記載） 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

７）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるので

はなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小学

校、中学校、高等学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影

響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を要請する。また、大学等については、感染防止

と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適

切に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対

策の徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施によ

る学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮における感染防

止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスク

の高い活動の制限又は自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学生等が

登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。都道府県は、学校設置者に対し、

保健管理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関

係者の感染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省 
初等中等教育局 健康教育・食育課 ０３－５２５３－４１１１（内２９１８） 



 

 

部活動の「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い活動」の制限等について 

 

 

 緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域に所在する各学校においては、以下に示す事

項について、改めて確認いただくとともに、部活動中における感染リスクの高い活動等の

制限のみに限らず、部活動に付随する場面での対策の徹底も図りつつ、学校全体として一

層の感染症対策に取り組んでいただくようお願いします。 

   

 

 

＜感染リスクの高い活動等の制限等＞ 

 近距離で組み合うことが主体となる活動や身体接触を伴う活動，大きな発声や激しい
呼気を伴う活動などを一時的に制限する。 

 密集を避けるため活動時間などを工夫するとともに、活動中は大きな声での会話や応
援等は行わない。 

 用具等については、不必要に使いまわしをしないとともに、こまめに消毒する。 
 学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等を一時的に制限する。 
 大会等の参加に当たっては、大会中はもとより、会場への移動時や会食・宿泊時、会場
での更衣室や会議室等の利用時などにおいても、時間差利用、身体的距離の確保、会話

の制限を行う。 

 

＜部活動に付随する場面での対策の徹底＞ 

 部活動終了後に、車座になって飲み物を飲みながら会話したり、食事を行ったりした
際に感染が広がることを防ぐため、部活動前後での集団での飲食は控えるとともに、

人との接触を避ける観点から、部活動終了後はすみやかな帰宅を促す。 

 部室、更衣室、ロッカールーム等の共用エリアを使用する場合には、短時間の利用と
し、一斉に利用することは避け、時間差利用、身体的距離の確保、会話の制限を行う。 

 寮や寄宿舎は集団生活を行う場であり、共用施設なども多く、大人数が日常生活を送
る場であることから、密になる環境が形成されやすいため、平時から健康管理や感染

症対策、感染症発生時の対応について学校医や関係機関と検討し、十分な注意を持っ

て用意をしておく。 

 

＜学校全体としての取組＞ 

 活動を認めるに当たって部活動から学校への活動計画書等の提出を求めるなど学校と
して感染対策を確認する。 

 部活動に参加する者が感染した場合に感染の拡大を防ぐため、連絡体制や対応手順を
再確認する。 

 部活動に参加する者自身による日常的な検温や体調管理などの健康観察の励行を強化
し、発熱等の症状がある生徒等は活動への参加を控えるよう周知徹底を図る。 

別紙 



事 務 連 絡 
令和 3 年 5 月 14 日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」の一部追記について（参考送付） 

 
 
この度、令和 3 年 4 月 28 日付け事務連絡にて改訂をお知らせした「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」につ

いて、亜塩素酸水の取扱いに関する内容を一部追記しましたので、別添のとおりお知らせ

いたします。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、氏師 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
May 14th, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Postscript of “New School Lifestyle –COVID-19 Infection Control Manuals and 
Guidelines for schools” 

 
 
MEXT would like to announce that we added descriptions about handling Chlorous Acid Water 
to the “New School Lifestyle –COVID-19 Infection Control Manuals and Guidelines for schools” 
issued on April 28th, 2021. Please kindly find an attached file. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, UZISHI Daiki 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



令和３年４月 28 日に発出した学校衛生管理マニュアル（Ver.6）について、亜塩素

酸水の取扱いに関する内容を追記しました。 

追記後のマニュアルについて、地方公共団体の衛生主管部局にも共有していただく

ようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和３年５月 14日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」の一部追記について 

 

この度、令和３年４月28日に発出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」について、亜塩素酸水

の取扱いに関する内容を一部追記しましたので、お知らせします。 

追記箇所は、別紙のとおりとなります。 

追記後のマニュアルについては、地方公共団体の衛生主管部局にも共有していただくようお

願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を含み、

大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府

県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公

立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれ

てはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１

項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び

学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こど

も園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課

程を置く専修学校に対して周知されるようお願いします。 

 

 

  

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８・２９７６） 



 別紙  

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

（2021.4.28 Ver.6）」追記箇所 

 

【35 ページ】 

（追記前） （追記後） 

３）感染者が発生した場合の消毒につ

いて 

・児童生徒等や教職員の感染が判明し

た場合には、保健所及び学校薬剤師

等と連携して消毒を行いますが、必

ずしも専門業者を入れて施設全体を

行う必要はなく、当該感染者が活動

した範囲を特定して汚染が想定され

る物品（当該感染者が高頻度で触っ

た物品）を消毒用エタノールまたは

0.05％の次亜塩素酸ナトリウム消毒

液により消毒するようにします。 

３）感染者が発生した場合の消毒につ

いて 

・児童生徒等や教職員の感染が判明し

た場合には、保健所及び学校薬剤師

等と連携して消毒を行いますが、必

ずしも専門業者を入れて施設全体を

行う必要はなく、当該感染者が活動

した範囲を特定して汚染が想定され

る物品（当該感染者が高頻度で触っ

た物品）を消毒用エタノール、0.05％

の次亜塩素酸ナトリウム消毒液又は

遊離塩素濃度 25ppm（25mg/L）以上の

亜塩素酸水消毒液により消毒するよ

うにします。 

 

【36 ページ】 

（追記前） （追記後） 

３）感染者が発生した場合の消毒につ

いて 

・消毒は、「（参考）消毒の方法及び

主な留意事項について」を参考に行

います。なお、トイレについては、

消毒用エタノールまたは 0.1％の次

亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用し

て消毒します。 

 

３）感染者が発生した場合の消毒につ

いて 

・消毒は、「（参考）消毒の方法及び

主な留意事項について」を参考に行

います。なお、トイレについては、

消毒用エタノール、0.1％の次亜塩

素酸ナトリウム消毒液又は遊離塩

素濃度 100ppm（100mg/L）以上の亜

塩素酸水消毒液を使用して消毒し

ます。 

 

 

 

 

 

 



【37 ページ】 

（追記前） （追記後） 
 

亜塩素酸水 

・製品の用法・用量に従って必要に応

じて希釈 

・遊離塩素濃度 25ppm 以上の亜塩素

酸水をペーパータオル等に染み込

ませてから対象物を拭く 

（以下略） 

 

亜塩素酸水 

・製品の用法・用量に従って必要に応

じて希釈 

・有機物が存在する環境下での使用

が想定されています 

・遊離塩素濃度 25ppm 以上の亜塩素

酸水をペーパータオル等に染み込

ませてから対象物を拭く 

（以下略） 

 

【66～67 ページ】 

（追記前） （追記後） 

③校舎内の消毒 

児童生徒等や教職員の感染が判明し

た場合には、保健所及び学校薬剤師等

と連携して消毒を行いますが、必ずし

も専門業者を入れて施設全体を行う必

要はなく、当該感染者が活動した範囲

を特定して汚染が想定される物品（当

該感染者が高頻度で触った物品）を消

毒用エタノールまたは 0.05％の次亜

塩素酸ナトリウム消毒液により消毒す

るようにします。 

 

（中略） 

消毒は、「（参考）消毒の方法及び

主な留意事項について」を参考に行い

ます。なお、トイレについては、消毒

用エタノールまたは 0.1％の次亜塩素

酸ナトリウム消毒液を使用して消毒し

ます。 

 

③校舎内の消毒 

児童生徒等や教職員の感染が判明し

た場合には、保健所及び学校薬剤師等

と連携して消毒を行いますが、必ずし

も専門業者を入れて施設全体を行う必

要はなく、当該感染者が活動した範囲

を特定して汚染が想定される物品（当

該感染者が高頻度で触った物品）を消

毒用エタノール、0.05％の次亜塩素酸

ナトリウム消毒液又は遊離塩素濃度

25ppm（25mg/L）以上の亜塩素酸水消

毒液により消毒するようにします。 

（中略） 

消毒は、「（参考）消毒の方法及び

主な留意事項について」を参考に行い

ます。なお、トイレについては、消毒

用エタノール、0.1％の次亜塩素酸ナ

トリウム消毒液又は遊離塩素濃度

100ppm（100mg/L）以上の亜塩素酸水

消毒液を使用して消毒します。 

 

 



事 務 連 絡 
令和 3 年 5 月 18 日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏ま 
えた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染 
症への対応に関する留意事項について（参考送付） 

 
このたび、内閣総理大臣より、5 月 16 日から 5 月 31 日までを期間として、北海道、岡山

県及び広島県が緊急事態宣言の対象区域となるとともに、5 月 16 日から 6 月 13 日までを期

間として、群馬県、石川県及び熊本県が、まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされま

した。 
学校における取扱いについては、別添資料のとおり、「新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウ

イルス感染症への対応に関する留意事項について（令和 3 年 5 月 7 日通知）」によりお知ら

せした内容から変更はありません。 
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくため

の検討材料としていただけますと幸いです。 
 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周知く

ださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加盟校

に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、氏師 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

 
 
 



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division, 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

 
May 18, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Notification regarding countermeasures against COVID-19 at elementary schools 
and junior and senior high schools based on the Declaration of a state of emergency 

 
 
The Prime Minister of Japan has announced that the Declaration of a state of emergency has 
been declared for Hokkaido, Okayama and Hiroshima prefectures from 16 May until 31 May. 
In addition, the Priority preventive measures stipulated for Gunma, Ishikawa and Kumamoto 
prefectures from 16 May until 13 June. 
The countermeasure against COVID-19 at schools does not change from what was announced 
by the "Notification regarding Countermeasures against COVID-19 at Elementary Schools and 
Junior and Senior High Schools based on the Declaration of the State of Emergency in 
accordance with the Act on Special Measures against Pandemic Influenza and New Infectious 
Diseases (Notification dated 7 May 2021)" as the attached document. 
 
We kindly share this with you because it could be utilized as a reference for your consideration about 
your response to the novel coronavirus disease. 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this notification 
to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, UJISHI Daiki 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 
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事 務 連 絡 

令和３年５月 14 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣

言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型

コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について 

 

 

このたび、内閣総理大臣より、５月 16 日から５月 31 日までを期間として、北海道、

岡山県及び広島県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第

31 号）に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）」

が行われるとともに、５月 16 日から６月 13 日までを期間として、群馬県、石川県及び

熊本県が、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」という。）と

され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「対処方針」という。）

が変更されました。 

緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域の学校においては、感染状況に応じて、学

校教育活動や部活動において行われる活動で、「感染症対策を講じてもなお感染リスク

が高い活動」を一時的に制限すること（学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアルの第３章を参照）や、不要不急の都道府県間の移動を伴う活動は

極力控えること、家庭と連携協力して、基本的な感染症対策を徹底するため、積極的な

情報発信を行うことなど感染症対策を強化していただきますようお願いします。 

また、緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域を始めとし、その他の地域の学校に

おいても、感染拡大への警戒を怠らず、感染の状況に応じて衛生管理マニュアル等に基

づき感染症対策の徹底を図ってください。 

 

 

５月 14日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変

更されましたので、その内容をお知らせします。基本的対処方針等に基づ

く新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いいたします。 
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変更後の対処方針における学校の取扱いに係る記載は下記のとおりであり、「新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び

高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」

（令和３年５月７日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）により

お知らせした内容から変更はありません。都道府県教育委員会等におかれては、対処方

針等に基づき、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いします。 

 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を

含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し

て、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて、その設置する

学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学

大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成

14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定

こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市区町村認定こども園主

管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して周知さ

れるようにお願いします。 

 

 

記 

 

 

１．感染症対策の徹底 

  現在、懸念される変異株の感染者数が増加傾向にあり、各地で変異株の感染者割合

が上昇するとともに、急速に従来株から変異株への置き換わりが進みつつある状況に

あります。また、感染力の強い変異株の拡大により、屋外飲食のような３密ではない

状況でもクラスターが発生している事案なども確認されております。このような感染

状況に鑑み、例えば、児童生徒等に発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しない

ことを徹底することや屋外においても十分な感染症対策を講じていただくことなど、

各学校等及びその設置者におかれては以下の通知等も踏まえ、感染症対策を一層徹底

いただきたいこと。 

  ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、

中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留

意事項について」（令和３年１月８日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文

化庁次長連名通知） 

    https://www.mext.go.jp/content/20210108-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 

  ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、

中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留

意事項について」（令和３年４月 23 日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・

食育課事務連絡） 

    https://www.mext.go.jp/content/20210423-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf 
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  ・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の

新しい生活様式」～（令和３年４月 28 日 Ver.６） 

    https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html 

 

２．部活動の「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い活動」の制限等 

各学校においては、これまでも地域の感染状況に応じた対策を講じていただいてい

るところですが、一部の部活動で、練習や試合、又はそれに付随する飲食等の行動が

原因と思われるクラスターが複数発生しているところです。 

こうした不十分な対策による感染拡大の事案が今後も発生すれば、他の地域や学校

等の部活動や大会の実施にも影響を与えかねないこととなります。 

このことも踏まえ、緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域に属する地域におけ

る部活動の実施に当たっては、感染状況に応じて、別紙に示す具体例をもとに、屋内

外を問わず、これまで以上に感染症対策を徹底していただきたいこと。 

 

３．学校教育活動の継続 

学校においては、地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能な限り、

学校行事や部活動等も含めた学校教育活動を継続し、子供の健やかな学びを保障して

いくことが重要であること。 

  また、感染不安などを理由とした地域一斉の臨時休業については、子供の学びの保

障や心身への影響、学齢期の子供がいる医療従事者等の負担等の観点を考慮し、慎重

に検討する必要があること。特に、小学校及び中学校については、現時点で家庭内感

染が大部分であることも踏まえれば、子供の健やかな学びの保障や心身への影響等の

観点からも、地域一斉の臨時休業は避けるべきであること。 

 

４．変更後の対処方針 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030514.pdf 

 

（学校の取扱いに係る記載） 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

７）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるので

はなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小学

校、中学校、高等学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影

響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を要請する。また、大学等については、感染防止

と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適

切に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対

策の徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施によ

る学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮における感染防

止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態



4 

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスク

の高い活動の制限又は自粛）を要請する。特に、発熱等の症状がある学生等が

登校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。都道府県は、学校設置者に対し、

保健管理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関

係者の感染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。 

 

 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省 
初等中等教育局 健康教育・食育課 ０３－５２５３－４１１１（内２９１８） 



 

 

部活動の「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い活動」の制限等について 

 

 

 緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域に所在する各学校においては、以下に示す事

項について、改めて確認いただくとともに、部活動中における感染リスクの高い活動等の

制限のみに限らず、部活動に付随する場面での対策の徹底も図りつつ、学校全体として一

層の感染症対策に取り組んでいただくようお願いします。 

   

 

 

＜感染リスクの高い活動等の制限等＞ 

 近距離で組み合うことが主体となる活動や身体接触を伴う活動，大きな発声や激しい
呼気を伴う活動などを一時的に制限する。 

 密集を避けるため活動時間などを工夫するとともに、活動中は大きな声での会話や応
援等は行わない。 

 用具等については、不必要に使いまわしをしないとともに、こまめに消毒する。 
 学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等を一時的に制限する。 
 大会等の参加に当たっては、大会中はもとより、会場への移動時や会食・宿泊時、会場
での更衣室や会議室等の利用時などにおいても、時間差利用、身体的距離の確保、会話

の制限を行う。 

 

＜部活動に付随する場面での対策の徹底＞ 

 部活動終了後に、車座になって飲み物を飲みながら会話したり、食事を行ったりした
際に感染が広がることを防ぐため、部活動前後での集団での飲食は控えるとともに、

人との接触を避ける観点から、部活動終了後はすみやかな帰宅を促す。 

 部室、更衣室、ロッカールーム等の共用エリアを使用する場合には、短時間の利用と
し、一斉に利用することは避け、時間差利用、身体的距離の確保、会話の制限を行う。 

 寮や寄宿舎は集団生活を行う場であり、共用施設なども多く、大人数が日常生活を送
る場であることから、密になる環境が形成されやすいため、平時から健康管理や感染

症対策、感染症発生時の対応について学校医や関係機関と検討し、十分な注意を持っ

て用意をしておく。 

 

＜学校全体としての取組＞ 

 活動を認めるに当たって部活動から学校への活動計画書等の提出を求めるなど学校と
して感染対策を確認する。 

 部活動に参加する者が感染した場合に感染の拡大を防ぐため、連絡体制や対応手順を
再確認する。 

 部活動に参加する者自身による日常的な検温や体調管理などの健康観察の励行を強化
し、発熱等の症状がある生徒等は活動への参加を控えるよう周知徹底を図る。 

別紙 



事 務 連 絡 
令和 3 年 5 月 28 日 

 
各都道府県各種学校所管課 
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在日ブラジル学校協議会 
 
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」の一部修正について（参考送付） 

 
 
この度、令和 3 年 4 月 28 日付け事務連絡にて改訂をお知らせした「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」につ

いて、亜塩素酸水の取扱いに関する内容を一部修正しましたので、別添のとおりお知らせ

いたします。 
各都道府県各種学校所管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周

知くださいますようお願いします。 
日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加

盟校に対して周知くださいますようお願いします。 
 
 
 
 
 
 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室長 松原 
人物交流専門官  小野 
外国人教育政策係 加藤、氏師 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669, 
E-mail：kokusai@mext.go.jp 

  



(Tentative translation) 
 
 

International Affairs Division,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

3-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Tel: +81-5253-4111 (Ex. 3222) / Fax: +81-5253-3669 

 
May 28th, 2021 

 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments,  

Japan Council of International Schools (JCIS) 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Amendment of “New School Lifestyle –COVID-19 Infection Control Manuals and 
Guidelines for schools” 

 
 
MEXT would like to announce that we amend the descriptions about handling Chlorous Acid 
Water in the “New School Lifestyle –COVID-19 Infection Control Manuals and Guidelines for 
schools” issued on April 28th, 2021. Please kindly find the attached file. 
 
To the prefectural miscellaneous school departments in each prefecture: please send this 
notification to schools for foreign nationals among the “miscellaneous category” schools under 
your jurisdiction. 
To the JCIS and AEBJ: please send this notification to members of your council or association. 
 
 
 
 

 [Contact] 
Director: MATSUBARA Taro 
Senior Specialist for Personnel Exchange: ONO Kenichi 
Unit Chief: KATO Hisano, UZISHI Daiki 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division, MEXT 
Tel: 03-5253-4111（Extension: 3222）, Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 



令和３年４月 28 日に発出した学校衛生管理マニュアル（Ver.6）について、亜塩素

酸水の取扱いに関する内容を一部修正しました。 

修正後のマニュアルについて、地方公共団体の衛生主管部局にも共有していただく

ようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和３年５月 28日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」の一部修正について 

 

この度、令和３年４月28日に発出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」について、亜塩素酸水

の取扱いに関する内容を一部修正しましたので、お知らせします。 

修正箇所は、別紙のとおりとなります。 

修正後のマニュアルについては、地方公共団体の衛生主管部局にも共有していただくようお

願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を含み、

大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府

県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公

立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれ

てはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１

項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び

学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こど

も園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課

程を置く専修学校に対して周知されるようお願いします。 

 

 

  

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８・２９７６） 



 別紙  

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

（2021.4.28 Ver.6）」修正箇所 

 

【37 ページ】 

（修正前） （修正後） 
 

亜塩素酸水 

・製品の用法・用量に従って必要に応じ

て希釈 

・有機物が存在する環境下での使用が

想定されています 

・遊離塩素濃度 25ppm 以上の亜塩素酸

水をペーパータオル等に染み込ませ

てから対象物を拭く 

・拭いた後数分以上置いた後、水気を拭

き取る 

（略） 

・「新型コロナウイルスの消毒・除菌方

法について」（※１）における「３．

モノに付着したウイルス対策」の

「６.亜塩素酸水」参照 

 

亜塩素酸水※１ 

・有機物が存在する環境下での使用が

想定されている 

【清拭する場合】 

・遊離塩素濃度25ppm（25mg/L）以上の溶

液をペーパータオル等に染み込ませて

から対象物を清拭（拭いた後数分以上

置くこと）する 

・その後、水気を拭き取って乾燥させる 

【浸漬する場合】 

・遊離塩素濃度 25ppm（25mg/L）以上の

溶液に浸漬（数分以上浸すこと。）し、

取り出した後、水気を拭き取って乾

燥させる 

【排泄やおう吐物等の汚物がある場合】 

・汚物をペーパータオル等で静かに拭

き取った上で、汚物のあった場所に

ペーパータオル等を敷き、その上に

遊離塩素濃度 100ppm（100mg/L）以上

の溶液をまく（数分以上置くこと） 

・ペーパータオル等を回収後、残った亜

塩素酸水を拭き取って乾燥させる 

（略） 

・酸性の製品やそのほかの製品と混合

や併用しない 

・換気を十分に行う 

・直射日光の当たらない湿気の少ない

冷暗所に保管する 

 




